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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２３年第２回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、６月１７日に告示され、同日、議

案等の配付をいたしました。その内容は、お手元に

配付の議事日程のとおりであります。 

 今期定例会の運営については、議会運営委員長か

ら、６月６日及び６月１５日、議会運営委員会を開

き、会期及び日程等の審議、並びに今期定例会まで

議長に提出され、さきに配付しました３件の陳情・

要望の審議の報告がありました。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

１５件、及び報告案件６件、並びに議員からの発議

案１件であります。 

 なお、議案第１３号財産取得の件は、本日、お手

元に配付いたしました。 

 監査委員から、監査・例月現金出納検査結果報告

書の提出がありました。 

 各常任委員長から、委員会所管事務調査報告があ

りました。 

 町長から、今期定例会までの主要な事項について

行政報告の発言の申し出がありました。その資料と

して、行政報告とともに平成２３年度建設工事発注

状況を配付しましたので、参考に願います。 

 町の一般行政について、村上和子議員外７名の議

員から一般質問の通告がありました。その要旨は本

日配付したところであり、先例により、質問の順序

は通告書の提出順であり、２１日５名、２２日３名

となります。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、お手元に

配付の議会の動向に掲載したところであります。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席しております。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ９番 中 村 有 秀 君 

    １０番 和 田 昭 彦 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２２日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から６月２２日までの２日

間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について町長

から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第２回定例町議会に御出席をいただ

きまして、まことにありがとうございます。 

 さて、去る３月定例町議会会期中の３月１１日、

マグニチュード９.０という東北地方太平洋沖の巨

大地震が発生し、岩手、宮城、福島３県を中心に、

死者・行方不明者２万３,０００人を超える未曾有

の大災害となりました。発生から３カ月を経過した

今なお、多くの方が避難生活を強いられるという状

況にあり、お亡くなりになられた方々の御冥福と被

災された多くの方々に心よりお見舞いを申し上げま

すとともに、一日も早い復旧・復興を願うところで

あります。 



― 3 ―

 このたびの東日本大震災への町の対応も含め、こ

の機会に、去る３月定例町議会以降における町政執

行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、本年度４月からの執行体制についてであ

りますが、職員数については、昨年度中の定年退職

者など１１名の欠員に対して、医師１名、看護師１

名、一般事務職２名を採用し、昨年度当初から７名

減の１８７名による執行体制としたところでありま

す。特に常勤医師の確保に当たっては、旭川医科大

学第三内科の御高配により、鈴木泰之内科医師を派

遣いただき、診療体制の維持がなされたところであ

ります。 

 なお、改正職員定数条例が本年４月１日に施行さ

れ、あわせて第４次職員数適正化計画がスタートし

ましたので、同計画に沿った職員数の適正管理に努

めるとともに、継続課題としております組織機構の

見直しにつきましては、来年度４月１日を目途に取

り組んでまいります。 

 次に、国の栄典関係についてでありますが、東日

本大震災への対応のため延期されておりました危険

業務従事者叙勲について、例年どおり４月２９日付

の発令として６月１４日に発表され、瑞宝双光章に

防衛功労として安藤勝治氏、吉居実氏が、瑞宝単光

章に防衛功労として堀田豊光氏が、消防功労として

米陀政則氏が受章されました。 

 改めて、受章されました皆様のこれまでの御功績

に、心から敬意をあらわすものであります。 

 次に、東日本大震災への本町の対応についてであ

りますが、まず、義援金につきましては、３月１５

日より、社会福祉協議会と連携して、役場、かみ

ん、社教センターの３カ所に義援金箱を設置し、多

くの町民の方々から、６月１７日現在で合計６７５

万２,２４３円の御協力をいただいており、都度、

日本赤十字社及び中央共同募金会を通じ、被災県へ

送金しております。また、３月定例町議会で追加補

正いただいた３１５万円につきましても、各機関を

通じ送金したところであります。 

 次に、支援物資につきましては、被災各県から要

請のあった品目について、３月１９日から６日間、

かみんで受け付けを行い、こちらも多くの町民の

方々の御協力により、１,６００キロにも及ぶ物資

が集まり、３月２９日にボランティアセンターの協

力をいただき、陸上自衛隊上富良野駐屯地の２台の

車両により被災地へお届けいたしました。 

 次に、被災者の受け入れ対応については、避難者

受け入れ住宅として、旭町の教職員住宅１０戸と町

営住宅６戸の計１６戸を準備し、現在、福島県から

避難された５世帯９名の方、仙台市から１世帯１名

の方が教職員住宅に入居されております。 

 入居に当たっては、１年間の住宅料免除とあわせ

て、生活必需品の無償貸し出しの支援を行ったとこ

ろであります。 

 また、このたびの大震災に当たり、１０万人規模

の自衛隊員が被災地に災害派遣されており、上富良

野駐屯地からも約１,０００名の隊員が派遣されま

した。隊員派遣中に残された御家族の支援窓口を総

務課内に設置するとともに、帰隊後に過酷な任務の

労をいやしていただくことを目的として、白銀荘の

入浴券１,０００枚を駐屯地に贈らせていただきま

した。 

 さらに、富良野広域連合消防においても、３月と

４月にそれぞれ５名の隊員の派遣が行われ、上富良

野署からも３名の隊員が、現地において人命救助活

動等に尽力されたところであります。 

 最後に、被災地への町職員の派遣についてであり

ますが、５月７日から１班３名体制で２週間ずつの

交代で、第４班までの８週間、宮城県石巻市へ職員

を派遣しており、同市において、仮設住宅の入居対

応や下水道の被害調査など支援業務に当たっている

ところであります。 

 なお、今週末には私も被災地を訪問し、お見舞い

とあわせて、活火山十勝岳を抱える町として、今回

の被災状況と災害対応などについて学ばせていただ

き、今後の防災対策の強化に役立ててまいりたいと

考えております。 

 次に、予約型乗合タクシー運行事業についてであ

りますが、本年４月より、市街地区、島津地区、富

原地区、東中地区を対象に試行運行を実施している

ところであります。 

 ６月１７日現在の登録者数は３５８人となってお

り、５月末現在の延べ利用者数は３６０人、延べ運

行回数は２４５回で、全体の稼働率は３９.３％と

なっているところです。 

 運行に当たっては、現在のところ特に問題はなく

実施されているところですが、今後においては、平

成２４年４月からの本運行に向けて、運行事業者及

び関係機関等と課題等を整理し、円滑に実施される

よう事務を取り進めてまいります。 

 次に、自衛隊関係でありますが、４月２８日に自

衛隊協力会上富良野支部総会に、５月１２日には富

良野地方自衛隊協力会定期総会と自衛隊退職者雇用

協議会総会に、また、５月１６日には北海道駐屯地

等連絡協議会総会に出席いたしました。 

 基地対策関係では、上富良野基地対策協議会によ

る平成２４年度防衛施設周辺整備事業要望として、

５月１９日の同協議会総会終了後に駐屯地、第２師

団、北海道防衛局、北部方面総監部に、６月８日に

は防衛省及び国会議員へ要望を行ってまいりまし
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た。 

 また、５月２６日には、北海道基地協議会総会に

出席いたしました。 

 地元駐屯地関係では、第２対舟艇対戦車中隊が新

たに編成され、４月２２日に隊旗授与式が行われま

した。直接支援小隊を合わせますと約１００名の増

員となったところであります。 

 また、６月１９日には、上富良野駐屯地創立５６

周年記念行事が行われ、多くの町民の皆様とともに

お祝いしたところであります。 

 次に、高齢者世帯等住宅用火災警報器設置事業に

ついてでありますが、持ち家の高齢者世帯２７９世

帯と生活保護５世帯の合計２８４世帯に対し、地元

取扱業者７社により、５月末をもって設置を完了い

たしました。これにより、持ち家の高齢者世帯等の

ほぼ１００％の住宅に火災警報器が設置されたとこ

ろであります。 

 次に、これまで懸案となっておりました認知症高

齢者の徘徊捜索体制についてでありますが、町、警

察署及び消防等関係機関と地域住民が一体となって

早期に発見、保護するため、徘徊高齢者等捜索ネッ

トワークを立ち上げることとし、現在、認知症を有

する高齢者の家族の方へ事前登録の呼びかけを進め

ております。今後、関係機関との連絡調整会議を開

催した上で、連携を密にして連絡体制や捜索体制の

構築を進めてまいります。 

 次に、ＮＰＯ法人とむての森の小規模多機能事業

所「なないろニカラ」が東中公園内の旧公園管理人

住宅跡に整備を進めておりました「ニカラハウス」

についてでありますが、このたび完成を迎え、６月

２０日には開所式が行われましたことから、関係者

とともに出席してまいりました。 

 今後も、地域内において、障がい者福祉の充実が

図られるよう期待をしております。 

 次に、行政活動を支えるために極めて重要な財源

確保についてでありますが、町税等の徴収状況は、

例年どおり管理職全員による滞納プロジェクトの臨

戸訪問徴収や夜間納税相談窓口の開設などに加え、

滞納者に対する差し押さえを執行し、徴収の強化を

図ってまいりました。 

 また、平成１９年度からのコンビニ収納の開始と

同時に施行しました行政サービス制限条例により、

納期内納税の意識も高まってきております。 

 これらによりまして、５月末現在の現年度の収納

率は、町税で０.１％、国保税で０.９％向上したと

ころであり、滞納繰越税額は、町税で２,４１４万

９,０００円、国保税で３,５２６万９,０００円と

なっており、前年対比では、町税で１２４万４,０

００円、国保税で３１６万８,０００円の減少とな

りました。今後も収納率向上に向けて適切な対応に

努めてまいります。 

 次に、交通安全対策についてでありますが、道内

の交通死亡事故発生件数は、５月末日現在、死者数

４５人と前年より２１人減少しております。 

 本町におきましても、４月２９日に交通死亡事故

ゼロ５００日を達成し、現在も進行中であります。

これもひとえに町民一丸となり交通安全の取り組み

を進めていただいている結果であり、関係機関の御

協力に感謝を申し上げるところであります。 

 今後におきましても、交通死亡事故ゼロ１０００

日、１５００日を目指し、啓発活動を推進してまい

ります。 

 次に、地球温暖化防止対策またはバリアフリー化

に寄与する住宅リフォーム等助成事業についてであ

りますが、６月１０日現在で、住宅リフォーム・住

宅設備機器導入で１２件、総工事費２,７３９万円

に対して、助成額１５６万７,０００円になってお

ります。 

 また、平成２１年１０月から制度化している既存

住宅耐震改修助成についても、住宅リフォームとの

併用が１件あり、３０万円の補助を予定しておりま

す。 

 また、省エネ型生活灯につきましては、５月末日

現在で、４４町内会３５６灯、１,６２９万５,００

０円の申請希望及び相談が寄せられているところで

あります。 

 次に、農業関係についてでありますが、昨年、一

昨年と非常に厳しい作柄となったことから、ことし

こそ豊穣の秋が迎えられるよう、皆さんが大きな期

待を寄せているところではあります。しかしなが

ら、４月下旬からの低温や多雨による春作業のおく

れが顕著となり、豆類や馬鈴薯、てん菜など、畑作

物の播種時期が５日から２週間程度おくれ、特に春

まき小麦については、一部でまきつけを断念し、他

の作物に転換する方も見受けられました。水稲につ

いても、５月下旬からの天候回復により、移植後の

活着は順調に進んでいるものの、生育状況は平年に

届かず、ほぼすべての作物において生育の遅延が心

配されます。 

 次に、本年度から本格実施となります戸別所得補

償制度についてでありますが、特に混乱もなく関係

作業が進捗している状況にあります。この制度につ

きましては、昨年、水田のみの対象から、今年度は

畑作も対象となり、従来の制度とは大幅な変更とな

りました。他の補完制度も含め、農業経営の安定化

に活用いただくため、十分な制度説明や情報提供を

図りながら、その対応に努めてまいります。 

 また、今年度から導入いたします中山間地域等直
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接支払制度につきましても、さきの震災の影響で、

国や北海道との手続について、多少のおくれは生じ

ておりますが、この制度が経営の安定や農村地域環

境の向上につながるものと期待しており、農業者皆

さんの工夫によって、有効、有益な活用が図られる

よう取り組んでまいります。 

 次に、上富良野産原料１００％「かみふらのプレ

ミアムビール」に関する事業についてであります

が、昨年度設立された、かみふらのプレミアムビー

ル四季彩実行委員会により、本年においては、６月

１８日から協賛する町内の飲食店や事業所で、かみ

ふらのプレミアムビールの商品活用がなされており

ます。昨年よりも事業の拡充が図られ、宿泊施設や

レストランなど、観光関連の事業者の皆さんへも活

用が広がり、昨年の５倍を超える量が商品として活

用されることとなっております。 

 また、７月１６日には、町民ビアガーデンの開催

も予定されており、町民皆さんの地場産物に対する

理解の深化とあわせ、地元で活用できる商品とし

て、また、町外からも評価される地域ブランドの一

つとして発展することに大きく期待をしているとこ

ろであり、目標達成に向け必要な支援をしてまいり

たいと考えております。 

 次に、島津公園大型遊具の供用開始についてであ

りますが、雪解け後、芝生が安定し陽気の兆しが見

え始めたことから、去る５月１３日からオープン

し、利用を開始したところです。 

 予定しておりましたオープン行事は、あいにくの

天候により急遽中止にしましたが、翌日からは多く

の子供たちに利用いただいているところでありま

す。 

 次に、建設産業安全大会についてでありますが、

５月１０日、建設業協会と商工会工業部会の共催に

より、建設工事の繁忙期を迎えるに当たって従事者

約２００人が集い、交通事故や労働災害防止の決意

宣言を全員で確認し、誓い合いました。 

 無事故、無災害での工事を祈るところでありま

す。 

 次に、住民会による道路清掃活動についてであり

ますが、地域の自主的な活動として広がりを見せて

おり、大変心強く感じているところであります。こ

のほかにも、地区高齢者団体やシーニックバイウェ

イ協賛団体、スキー連盟、スポーツ少年団、駐屯地

隊員有志などの団体においても、国道、道道を含め

た多数の路線において清掃活動が実施されました。

収集されたごみは、町が処理した分で２,３００キ

ロに及んだところであります。 

 次に、上富良野高校の状況についてでありが、昨

年４月には４２名が入学し、関係者の一人として大

変喜んだところですが、本年については、残念なが

ら２７名の入学にとどまりました。 

 存続については、引き続き大変厳しい状況にあり

ますことから、５月１１日に教育委員会とともに、

北海道教育委員会教育長を初め所管部局を訪問し、

上富良野高等学校の存続に向けての要請を行ってま

いりました。 

 町といたしましては、今後、上富良野高校への入

学者が増加し、地域に根差した特色ある学校として

存続できるよう、町民の理解と協力をいただきなが

ら、引き続き関係機関とともに努力してまいります

ので、御支援と御協力をお願い申し上げます。 

 最後に、建設工事の発注状況についてですが、本

年度、入札執行した建設工事は、６月２０日現在、

件数で１２件、事業費総額で５,３９１万７,５００

円となっております。また、本年度、発注予定の建

設工事は４３件で、その情報については４月１日付

で公表したところであります。 

 なお、お手元に配付いたしました平成２３年度建

設工事発注状況については、国の地域活性化交付金

を財源として、平成２２年度末に入札執行した事案

も含めて記載しておりますので、後ほど御高覧いた

だきたく存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告の件について、監査

委員より報告を求めます。 

 代表監査委員米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 監査及び例月現金

出納検査結果について、御報告いたします。 

 概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと

存じます。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。１ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を御報告いたします。 

 定期監査の概要ですが、町立病院貯蔵品検査につ

いて、平成２３年４月１９日に病院の棚卸しを監査

の対象として、平成２２年度末に係る貯蔵品調書等

関係諸帳簿を検閲するとともに、貯蔵品の実地検査

を行いました。 

 検査の結果、棚卸しはおおむね適正に執行されて

いると認められました。 

 次に、２ページをお開きください。 
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 車両検査について、平成２３年６月１日に公用車

両の整備及び管理状況を監査の対象として、公用車

両７５台中６６台の車両の実地検査を行いました。

出張、現場等の公務により当日検査できなかった車

両９台については、東日本大震災で宮城県石巻市に

災害派遣により出動している１台を除く８台を６月

１０日に検査を行いました。 

 監査の結果、公用車両の整備及び管理の状況は、

おおむね良好であると認められました。 

 次に、３ページから１５ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 平成２２年度２月分から４月分及び平成２３年度

４月分について、概要並びに検査結果を一括して御

報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、平成２２年

度分を１６ページに、平成２３年度分を１７ページ

に添付してございますので、参考としていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ただいま定期監査等の結果

報告をお聞きいたしました。 

 ２ページの車両検査の関係でお尋ねをしたいと思

います。 

 ６月１日実施をして、出張、現場による未実施車

両９台ということでございます。この９台は、後ほ

ど再監査されただろうと思いますが、監査事務局の

職員にしてさせたという経過が一見、以前に報告が

あったものですから、今回、その９台のやつ、後ほ

どやっただろうと思いますけれども、その状況等を

ちょっと確認したいと思いますが。 

○議長（西村昭教君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（米田末範君） お尋ねの件でござ

いますけれども、後日、これは６月１０日だったと

記憶いたしてございますけれども、私が直接行って

確認をいたしてございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ６月１０日の実施は８台

で、残り１台、一般車両ということで、私の調査で

は。その一般車両１台というのは、今、東日本大震

災で派遣をされた車両ということで理解してよろし

いですか。 

○議長（西村昭教君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（米田末範君） 御発言のとおりで

ございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって監査・例月現金出納検査結果の報告を終わり

ます。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号委員

会所管事務調査報告の件について、各常任委員長よ

り報告を求めます。 

 初めに、総務産建常任委員長、岩田浩志君。 

○総務産建常任委員長（岩田浩志君） ただいま上

程されました報告第２号委員会所管事務調査報告の

件は、議案の朗読をもって報告といたします。 

 報告第２号、総務産建常任委員会所管事務調査報

告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７５

条の規定により、閉会中の継続調査として申し出し

た次の事件について、調査を終えたので同規則第７

７条の規定により報告する。 

 総務産建常任委員長、岩田浩志。 

 記。 

 調査事件名、１、公的施設の管理運営について。

２、土地改良基盤整備事業推進の件。 

 １、調査の経過。 

 (1)公的施設の管理運営について。 

 平成２１年１２月１６日に開催された平成２１年

第４回定例会において、閉会中の継続調査として申

し出した調査事件について、平成２１年に３回、平

成２２年に８回、平成２３年に５回の計１６回、委

員会を開催して調査を行った。（調査の経過は別紙

のとおり）。 

 (2)土地改良基盤整備事業推進の件。 

 平成２３年３月２３日に開催された平成２３年第

１回定例会において、閉会中の継続調査として申し

出した調査事件について、平成２３年に４回、委員

会を開催して調査を行った。（調査の経過は別紙の

とおり）。 

 なお、２、調査の結果につきましては、既に皆さ

ん御高覧いただいているものと思われますので、朗

読を省略し、まとめのみの朗読とさせていただきま
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すので、御了承賜りたいと存じます。 

 それでは、１６ページをお開きください。 

 まとめ。１、公的施設の管理運営について。 

 (1)維持管理。 

 公的施設の維持管理経費の予算全体に占める割合

が、普通建設事業費と維持補修費を合わせても２０

％に満たない規模と、一般財源だけでなかなか整備

できなかった公的施設の修繕等について、平成２１

年度から平成２２年度（繰越明許費含む）に実施さ

れた、経済危機対策臨時交付金、公共投資臨時交付

金、地域活性化・きめ細かな臨時交付金を財源に一

斉に整備されたが、今後、このような整備は困難で

あると思われる。 

 公的施設の管理運営について、維持管理の面では

建築物躯体の状態にもよるが、調査データに示すよ

うに建築物のライフサイクルに応じた計画修繕は図

られていない実態が見受けられるので、点検項目の

基準を作成し、日常の点検や年間での定期的・集中

的な施設の点検を図るべきであり、清掃管理・警

備・施錠・機械警備など、日常的な維持管理の基準

（マニュアル）を設けて、住民が気持ちよく利用で

きる施設とされたい。 

 公的施設の長寿命化については、予算規模及び普

通建設事業の縮減並びに維持補修費の補助制度がほ

とんどない実態から、中長期的な計画性を持った部

分修繕・大規模改修が必要である。 

 また、施設の部分修繕や大規模改修を施工する際

には、人に優しい高齢化社会に対応したユニバーサ

ルデザイン（バリアフリー）の施設づくりを図られ

たい。 

 公的施設は、本来の設置目的のほかに住民の避難

所機能も有することから、平成２３年３月１１日に

発生した東日本大震災の被害を勘案し、維持修繕を

行う場合は耐震化も視野に入れた計画的な整備を図

られたい。 

 最後に施設全体について、時代の変革、社会情

勢、利用実態を勘案して、将来も維持する必要性な

どを検討する必要がある。住民が真に必要な施設と

して、サービスの質・量の向上と維持管理経費のコ

スト縮減の両面をにらみながら、費用対効果を十分

に考慮して公的施設の設置目的を達成する行政サー

ビスが提供できているかも検証されたい。 

 (2)公園緑地。 

 公園緑地の管理について、平成２２年度から移行

対象の公園緑地３０カ所のうち、既に１０カ所を６

住民会に、平成２３年度からは２５カ所を１０住民

会に移行して管理している。町は平成２１年度まで

高齢者事業団に委託という形で管理させていたが、

住民会への移行管理については、委託体系とは異な

り地域住民により自発的なきめ細やかな管理が行わ

れている公園緑地もある。 

 町と住民会が協定という形で、委託ではなく交付

金にしたことにより、地域住民の協議と裁量で経費

の使い道を決定することができるため、地域住民の

コミュニティを図られ、より身近な公園になったと

感じる。特に利用する子どもたちの事故・事件に対

する地域住民の意識も向上している。 

 このようなことからも住民会に対し交付金とした

ことは、町民と行政の協働の取り組みの一つとして

大変評価できる。 

 しかし、まだ課題も多く、維持管理中の事故・け

が等に対する注意喚起の対応については、町として

の指導が必要である。また、保険等の加入状況の把

握と保険内容等の指導や公園緑地の管理を移行した

住民会に新たな負担が生じないよう公園や芝生の面

積に応じた草刈り機械購入に対する基準や作業日数

に応じた積算の見直しが必要である。 

 今後、住民会も高齢化の進展により、公園緑地管

理の担い手確保が難しくなることが予想されるの

で、管理方法を指導するなど、住民会に円滑に移行

されるよう町として地域住民の直面している小さな

課題に対し耳を傾け、ともに管理していく姿勢が大

切である。 

 公園緑地の中には、樹木の管理が十分とは言えな

い公園や遊具等の修繕が必要な公園があり、利用者

の安全確保のため早急な整備を図り、地域住民が安

全でくつろげる公園を目指されたい。 

 それぞれの公園緑地の形状に対応した改善を行

い、地域住民と町が協働の中で力を合わせて管理運

営することにより、地域住民にとっての「憩いの公

園」となるよう取り組まれたい。 

 今後に向けて、町内すべての公園緑地が地域住民

の手によって維持管理が推進されることを期待す

る。 

 (3)指定管理施設。 

 指定管理施設については、当該施設の課題に対し

指定管理者と十分協議の上、早急に改善を図って利

用者のニーズに対応し、町の施設として住民の福祉

を増進する目的や成果が上がるよう努め、「指定管

理者制度導入プラン（平成１７年１月３１日策

定）」に示している、制度導入に当たっての基本的

な考え方により、施設の効用を最大限に発揮させる

ための効率的な管理運営の実現と管理委託団体の自

立化促進を図られたい。 

 また、現在、町が直接管理運営している施設で指

定管理者制度を導入することで効果的・効率的な管

理運営が期待できる施設については、制度導入の検

討に努められたい。 
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 ２、土地改良基盤整備事業推進の件。 

 農業農村整備事業は、「農業の持続的発展」「農

村の振興」「食料の安定供給」「多面的機能の発

揮」の実現を図るための重要な事業であり、土地改

良基盤整備事業の必要性については、多くの農業者

が待ち望んでいる事業であるが、事業費が高額なた

め現在の脆弱な農業基盤では、農業者独自の土地改

良基盤整備には限界があり、有効な補助事業の活用

による早期整備が求められている。 

 本町においては、その時々の農業情勢の背景や整

備地区の農業者の実情などにより、計画的な事業促

進を図ることができない実態があった。 

 平成２２年１２月に東中地区道営経営体育成基盤

整備事業の要望書が議会に提出され、要望内容は、

用排水路・区画整理・暗渠排水・客土・除れき・心

土破砕事業の早期実現となっていた。 

 農地整備における用水路の整備については、これ

まで用水・排水が兼用で利用されている地区も多い

が、その下流域では春の入水時期には水が十分に供

給されないという課題があり、今回、用水がパイプ

ライン化されることにより、漏水の解消と下流域の

農地にも十分に清水が供給されることは、農作物の

品質向上や農業の振興に極めて大きな役割を担って

いる。 

 また、排水整備については、土地改良基盤整備の

未実施農地では、昨年、一昨年の集中豪雨による湿

害で壊滅的な被害をこうむった農地も多い。委員会

の調査結果で示すように、本年度からかんがい排水

事業が着工される東中地区と既に整備された島津地

区を比較すると、被害面積の被害割合は、東中地区

の１６.９％に対し、島津地区は１０.３％と６.６

ポイントの減、また、１０アール当たりの被害額を

比較しても東中地区の２万２,０６１円に対し島津

地区は２,５５６円と８分の１の被害額となってい

る。島津地区にも未整備農地があり、暗渠整備事業

率が３６.２％で単純な比較はできないが、整備済

みの農地の被害は極めて少ない実態である。 

 このことを考えると東中地区における用排水施設

や農地は、特に暗渠排水事業整備による透水性の充

実は極めて重要であることが明らかである。また、

区画整理は、農地の拡大や交換分合（換地）などの

対策により作業効率が上がるため、今後の規模拡大

を推進する上では大変必要な事業である。 

 委員会調査にあわせて、東中地域住民から意見を

聴取した際に、ここ近年の集中豪雨における透水性

の悪化により農作物の品質低下や圃場への土砂流入

など、深刻な被害が報告された。また、土地改良基

盤整備については、担い手に引き継ぐ上でもその必

要性は感じているが、自力での整備には限界があ

り、実施が困難であるため、補助事業を活用した早

急な土地改良基盤整備を強く要望している。 

 北海道は、持続的農業・農村づくり促進特別対策

事業の特別対策費を平成２３年度以降も継続（第４

期）することを示しており、農家負担率もこれまで

の地区と同様に軽減される見込みである。 

 現時点での東中地区農業農村整備事業計画では７

年間の事業期間となっているが、国の土地改良基盤

整備事業予算が減額される中、当該事業期間や負担

軽減の先行きが不透明な状況であり、本町の農業担

い手育成のため、町として１年でも早い事業完了促

進と農業者の負担軽減を維持されたい。 

 最後に、農業者の高齢化や農家戸数の減少が進む

中、食料生産の効率化を図る土地改良基盤整備事業

は、不整形や小さい区画を拡大したり、狭隘で凹凸

のある農道を拡幅することにより大型機械が搬入で

きるため、農作業の生産効率が高まり、働きやすい

農作業環境が提供され、担い手育成や耕作放棄地の

防止にも役立つものであり、日本の農業の維持と農

地を守るため、町としてもさらなる農業施策を推進

されたい。 

 以上、総務産建常任委員会所管事務調査報告とい

たします。 

○議長（西村昭教君） 次に、厚生文教常任委員

長、谷忠君。 

○厚生文教常任委員長（谷 忠君） ただいま上程

されました報告第２号委員会所管事務調査報告の件

については、朗読をもって報告とさせていただきま

す。 

 報告第２号、厚生文教常任委員会所管事務調査報

告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７５

条の規定により、閉会中の継続調査として申し出し

た次の事件について、調査を終えたので同規則第７

７条の規定により報告する。 

 厚生文教常任委員長、谷忠。 

 記。 

 調査事件名、１、地球温暖化対策について。２、

少子化対策について。 

 調査の経過。 

 本委員会は平成２１年１２月１６日開催の平成２

１年第３回定例会において、閉会中の継続調査とし

て申し出した調査事件について、平成２１年１回、

平成２２年１１回、平成２３年４回、計１６回にわ

たり、委員会を別紙のとおり開催し、その結果を次

により報告する。 

 別紙については、１０ページ、一番最後に載って

ございますので、お目通しをいただきたいというふ

うに思います。 
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 記。 

 第１、地球温暖化対策について。地球温暖化対策

の取り組み。 

 (1)地球温暖化の背景と日本の対策。 

 地球温暖化は人の活動に伴って発生する温室効果

ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させるこ

とにより、地球規模で自然の生態系や人類の生活環

境などに深刻な影響を及ぼす大きな社会問題となっ

ている。 

 こうした中、２００５年に京都議定書が発効し、

国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための温

室効果ガスの排出削減に向けた取り組みが強化さ

れ、我が国は目標期間（２００８年～２０１２年）

において、１９９０年比６％削減を図るため、同年

「京都議定書目標達成計画」を策定した。 

 その後、２００９年９月に当時の鳩山由紀夫首相

は国連総会の演説で、２０２０年までに１９９０年

比で２５％の温室効果ガスを削減するという日本の

中期目標を明らかにした。 

 (2)上富良野町の現状と取り組み。 

 上富良野町の１人当たりの温室効果ガスの排出量

は２００６年が１０.４７１トンであり、基準年の

１９９０年（平成２年）の６.４３トンに比べ３２

％増加しており、この中で化石燃料の燃焼などによ

る二酸化炭素が７.１４７トン、約６８％を占め、

１１.２％増加し、次に家畜関係が主の一酸化二窒

素１７.３％、メタン１４.４％となっている。 

 この目標達成のため、町は２０１０年（平成２２

年）３月に地球温暖化対策実行計画とともに省エネ

ルギー・新エネルギービジョンを策定し、この計画

の実行のため、住民へのセミナー開催など啓発事業

に努めるともに、公共施設における先駆的な取り組

みとして白銀荘の温泉の暖房・給湯施設を温泉廃熱

利用のヒートポンプに切りかえ導入し、年間約１７

０トンの二酸化炭素の削減を図っている。 

 また、公用車をクリーンエネルギー自動車や軽自

動車による低燃費車の導入を図るとともに、平成２

３年度から個人に対する住宅リフォーム事業や住民

会、町内会に対する生活灯のＬＥＤ化の助成事業な

ど、地球温暖化防止に向けた温室効果ガスの排出抑

制を進めており、年度別の取り組みは次に示すとお

りである。 

 地球温暖化対策の取り組みにつきましては、御高

覧をいただきたいと思います。 

 このほか、民間事業者による温泉廃熱を利用した

ヒートポンプの導入のほか、個人住宅においても太

陽光パネルや地中熱利用のヒートポンプの設置もふ

え初め、地球温暖化への関心も高まってきている。 

 ２、地球温暖化の課題。 

 町の地球温暖化対策実行計画では、温室効果ガス

削減目標に置ける対象ガスは二酸化炭素とし、２０

２０年（平成３２年）の目標排出量を１人当たり

５.９４トンと定めている。 

 これに対し、将来の二酸化炭素排出量は７.６７

トンと推計され、基準年１９９０年に比べ１９.３

％、２００６年に比べ７.３％増加することが予測

され、２０２０年の将来見通しから１.７３トンの

削減を確実に進める必要がある。 

 また、計画策定時に行った町民意識調査によると

地球温暖化に対する意識は高いものの、実践行動に

向けては経済面や具体的な実践方法や効果がわから

ないなど情報不足を感じており、資金援助や情報提

供を要望する世帯が多い。同時に行った事業者意識

調査では、一般町民と同様な意見が多くある中で公

共施設における率先的行動の実施を要望する事業所

も多いため、行政の対応が重要となる。 

 これらの具体的な削減行動として、「町の事務・

事業における率先行動」「町民や事業者による省エ

ネ行動」「自動車対策」「公共施設や町民における

新エネルギー導入」などが求められており、これら

を推進するため各主体が協働して地域ぐるみで取り

組む必要がある。 

 二酸化炭素削減に向けた行動はこの中に記載して

ございますので、これらのお目通しを願いたいとい

うふうに存じます。 

 ３、まとめ。 

 地球温暖化対策を進めるに当たって、行政の率先

行動のもと町民・事業者の取り組みが重要であるた

め、町は地球温暖化対策実行計画に基づき、取り組

みに対する情報発信・情報共有を図り、相互に連携

協力する官民一体の推進体制を構築しなければなら

ない。 

 中でも公共施設の二酸化炭素排出量は、その多く

がＡ重油などの化石燃料と電気で占められており、

普及啓発効果の高い学校や会館などの改築時におい

て、省エネルギー効果の高い照明器具や太陽光発電

の導入を図るなど町の新エネルギービジョンの重点

プロジェクトに掲げた事業を積極的に実施すべきで

ある。 

 町内の民間事業者においても、地域資源を活かし

た温泉熱、雪冷房、森林資源、小水力発電など未利

用の自然エネルギーを活用する行動実践とともに新

たなビジネスチャンスととらえ、積極的な事業活動

の展開が望まれる。 

 また、町は先進自治体で見られた「環境家計簿」

「我が家節電家族」など、省エネ効果が一目でわか

る実践方法を体験的に学習するエコ活動など町民が

身近にできる意識啓発事業を積極的に展開し、町全
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体の二酸化炭素の削減量の把握やその結果を毎年

度、定期的に公開するなど、目標数値を確実に実行

する行動姿勢が求められている。 

 今回の東日本大震災による原子力発電所の事故を

受け、町民や個別の事業所などに対する省エネル

ギー・新エネルギーの導入の好機にとらえ、国の助

成策などの情報提供や町における新たな助成策の検

討など早期の対応を図るべきである。 

 今後においては、省エネルギー・新エネルギー対

策に加え、二酸化炭素の排出権取引の仕組みづくり

や環境基本計画の策定の検討を進め、２０２０年目

標の１人当たり１.７３トンの削減目標に向け、行

政が先駆的な役割を果たし、全町的な取り組みを行

うとともに環境に重点を置くまちづくりの理念と行

動が必要である。 

 第２、少子化対策について。 

 １、少子化における国の対策。 

 これまで、日本における「少子化対策」として、

次に示すとおり、さまざまな計画の策定や対策が講

じられてきた。しかし、それが目に見える成果とし

て、生活の中で実感できない現状にあると考えられ

る。 

 国の子ども・子育て白書によると、若者が雇用な

ど将来の生活に不安を抱き、結婚や出産に関する希

望の実現をあきらめ、子育て当事者が悩みを抱えな

がら苦労しているといった現実がある。 

 これらの現実を踏まえ、今後の子ども・子育て支

援策を進めていく上では、家族や親だけが子育てを

担うのではなく、社会全体で子どもと子育てを応援

していくという基本的な考えのもと「子どもを大切

にする社会」をつくる観点が重要としている。 

 少子化対策の計画策定の経過については、御高覧

をいただきたいと思います。 

 ２、少子化における町の現状。 

 上富良野町においても子どもの数が減少している

が、合計特殊出生率は１.８４（平成１５年～１９

年平均）で、国の１.３、道の１.１９を大きく上

回っている。 

 出生数は次の表に示すとおり減り続け、平成２２

年は９２人となり、平成１９年の１３２人に比べ４

０人、率にして約３０％減少している。特に、第１

子がここ数年大きく減少し、平成２２年は３１人と

なり、平均１９年の６３人に比べ約半数まで大きく

減少している。 

 出生数の一覧表についても御高覧をいただきたい

というふうに存じます。 

 また、０歳から５歳までの乳幼児人口は、次に示

すとおり平成２２年６４３人となり、平成１９年の

７２８人に比べ８５人、率にして約１２％減少して

いる。 

 乳幼児人口の区分についても御高覧をいただきた

いというふうに存じます。 

 (1)町の人口動態。 

 町における人口動態は、次の表に示すとおりであ

り、自然動態においては、これまでは出生数が死亡

数を上回っていたが、平成２１年度から逆に死亡数

が出生数を上回っている。社会動態においては、転

出が転入を上回る傾向が以前から続き、この両方の

要因により町の人口が毎年減少する結果となってい

る。 

 人口動態の表についても御高覧をいただきたいと

いうふうに存じます。 

 (2)未婚率の推移。 

 全国的に１９９０年代から急激に晩婚化が進む中

で、町の生涯未婚率は男性１２.４％、女性６.４％

であり、全国の男性１５.９６％、女性７.２５％に

比べ下回っている。 

 国の人口統計（２００５年）による２５歳から３

４歳までの年齢別未婚率は、次の表に示すとおりで

あり、町においては男性の一部年代層を除き全国平

均を下回っている。 

 中でも女性の２５歳から２９歳までの未婚率は、

国の５９％に対し町は３２.５％であり、大きく国

を下回っている。 

 年齢別未婚率の区分についても御高覧をいただき

たいというふうに存じます。 

 (3)町の年度別人口の推移。 

 町の人口は次の表に示すとおり毎年度減り続け、

特に２０歳から３４歳までの人口が減少し、高齢化

がここ数年進行している。 

 中でも、２０歳から２４歳までの若年層が年々減

少し、婚姻数と出生数の減少に影響を及ぼしてい

る。 

 年度別の人口、それから年齢階層の人口につい

て、それから婚姻数についても御高覧をいただきた

いというふうに存じます。 

 ３、町の少子化対策の取り組み。 

 町は次世代育成支援対策推進法の策定指針に基づ

き、２００４年（平成１６年）「上富良野町次世代

育成支援行動計画」の策定を行った。 

 計画期間は、２００５年（平成１７年）から２０

０９年（平成２１年）までの５年間を前期と定め、

これを踏まえ、２０１０年（平成２２年）から２０

１４年（平成２６年）までの５年間を後期計画とし

て策定する前・後期合わせた１０年間である。 

 この計画に沿って、町では関係機関と連携し、子

育てと子育ちのステージ別・分野別の取り組みを次

に示すとともに特徴的なものを取り上げた。 
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 子育てと子育ちの取り組みの表についても御高覧

をいただきたいというふうに存じます。 

 (1)保育サービス。 

 町の保育サービスは、町内３カ所で実施してお

り、保育所定員数の合計１９５人に対し、平成２２

年度の実績は１９８人であり、待機児童は発生して

いない。 

 保育の内容は、通常の保育のほか障がい児保育、

延長保育を行うとともに、平成２０年度から特定保

育、一時預かり事業を実施している。 

 幼稚園においては、通常の時間外や土曜日、夏・

冬・春休み期間中に就園児を預かり、ふだんの幼稚

園生活とは違った体験、活動を取り入れた特別預か

り保育を実施している。 

 町の保育料は、国の基準徴収額の約９５％で設定

しており、近隣市町村に比べると高くなっている

が、町の保育単価と基準徴収額の違いにより、収入

状況に比例する保育料となっていない。このため、

階層と保育児の年齢によっては国の基準と大きな差

が生じている。 

 国においては、子ども・子育て新システムの導入

が検討され、平成２５年度から幼稚園と保育所を統

合した「こども園」の開始を予定しており、これに

対応した町の方針も重要となってくる。 

 (2)発達支援センター。 

 発達支援センターは、平成１７年４月から「子ど

もセンター」を設置し、乳幼児の各種健診のほか、

幼稚園や保育所と連携し、支援を要する乳幼児にで

きるだけ早期に必要な支援を行うとともに、主に小

学校入学を円滑に行うための適切な支援を行ってい

るが、その後の継続した支援が課題となっている。 

 (3)ファミリー・サポート・センター事業。 

 この事業は平成２２年３月から開始し、子育ての

援助を受けたい方（依頼会員）と子育ての援助を行

いたい方（提供会員）の会員制の組織で、会員相互

で子育ての援助活動を行っている。 

 現在の登録会員数は、提供会員が７人、依頼会員

が９人、両方が１人であり、利用実績は昨年１１月

から本年４月までの間、１０件（１０日）の利用が

ある。 

 利用時間は３時間から７時間まで、曜日は平日８

件、日曜日２件となっている。 

 利用児童年齢は、０歳が７件、このほか３件と

なっている。利用内容は、下の子の預かりが８件、

このほか病後児預かりと仕事の都合となっている。 

 (4)育児サークル活動。 

 この活動は母親学級の同窓生や同じ年代の子ども

を持つ仲間が集まり、自主的な育児サークル活動を

展開し、子どもの遊びの場や親の交流の場と子育て

に関する情報交換の場となっており、保健師、栄養

士、保育士等を招いた学習会を開催するなど子育て

に関する学びの場となっている。 

 現在９つの育児サークルが活動し、情報交換や

ネットワークづくりのため、育児サークル連絡協議

会を設置し、相互の連携を図っている。 

 (5)放課後子どもプラン事業。 

 学校の放課後及び長期休業中における児童の安全

で健やかな活動場所を確保するため、地域の参画を

得ながら、学習やスポーツ、文化活動、体験交流活

動など児童の健全育成を図ることを目的に、放課後

クラブ、放課後スクールを実施しており、平成１７

年から全国に先駆け取り組み、留守家庭児童の安全

な居場所として定着している。 

 ３、まとめ。 

 最近の若い世代は、未婚、晩婚など結婚に対する

価値観の変化や出産、育児不安のほか、出産、育

児、教育に対する経済的な負担が少子化の大きな要

因となっている。 

 町の合計特殊出生率はほぼ横ばいで推移し、未婚

率も低く、第１子妊娠届出母年齢が２８歳前後であ

るにもかかわらず、出生数が減り、町の人口が年々

減少する傾向が進んでいる。 

 その大きな要因として、２０代の若い年齢層が特

に減少していることが挙げられ、若年層の婚姻数の

減少とともに出生数の減少につながっているものと

考えられる。 

 町ではさまざまな面で少子化対策を実施している

が、若者の定住しやすい環境づくりが大きなかぎで

あり、移住、定住や町内の働く場所の確保など構造

的に若い世代をふやすことが最も重要な課題となっ

ている。 

 その上で、不妊治療、乳幼児医療、保育サービス

などの充実や男性の育児参加など、地域全体で子ど

もを安心して産み育てる環境を整備するとともに、

幼稚園と保育所のあり方など将来を見据えた中で、

近隣町村でも見られる子育て費用の負担軽減など、

町全体による支援の視点で進める必要がある。 

 また、町の次世代育成支援行動計画の目標サービ

スに掲げた休日保育、病児・病後児保育、夜間保育

事業、トワイライトステイ事業、ショートステイ事

業については、多様な子育てサービスの提供を図る

上で、場所や専門職員の確保などの課題はあるが、

ニーズに即した事業を早期に進めるべきである。 

 子育ての支援施策は、保健、児童福祉、教育など

多岐にわたる分野の取り組みであるため、町の保健

福祉課を中心に関係部局や関係機関・団体との連携

を図るため、定期的な情報交換など連携、協働した

ネットワーク機能の充実に向け、全庁体制で事業を
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推進することが特に重要である。 

 今後においては、先進自治体の取り組みを参考に

するなど、総合的かつ特徴的な子育て支援策を打ち

出し、これまで以上に子育て、子育ち環境の整備に

取り組むとともに若者定住を推し進め、町全体で

「子どもを育てる」まちづくりのビジョンを町内外

に発信し、人口の減少を抑える必要がある。 

 以上、報告とさせていただきます。 

 御審議の上、お認めいただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいま２件の報告に対

し、御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号から 

日程第８ 報告第５号まで 

○議長（西村昭教君） 次に、日程第６ 報告第３

号平成２２年度上富良野町一般会計繰越明許費繰越

計算書報告の件、日程第７ 報告第４号平成２２年

度上富良野町水道事業会計予算繰越計算書報告の

件、日程第８ 報告第５号平成２２年度上富良野町

一般会計事故繰越し繰越計算書報告の件について、

それぞれ関連がありますので、一括して報告を求め

ます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま一括上程され

ました報告第３号 平成２２年度上富良野町一般会

計繰越明許費繰越計算書報告の件、報告第４号平成

２２年度上富良野町水道事業会計予算繰越計算書報

告の件、報告第５号平成２２年度上富良野町一般会

計事故繰越し繰越計算書報告の件につきましては、

一括して概要を申し上げて説明にかえさせていただ

きます。 

 それでは最初に、報告第３号平成２２年度上富良

野町一般会計繰越明許費繰越計算書報告の件につき

まして説明させていただきます。 

 繰越明許費繰越計算書をごらんいただきたいと存

じます。 

 本計算書に記載の事業は、平成２２年度の国の第

１次補正予算に盛り込まれました、きめ細かな交付

金及び住民生活に光をそそぐ交付金を財源といたし

ました発達支援センター空調施設設備事業外９事

業、道営経営体育成基盤整備事業等が３事業、その

他の事業として、高齢者世帯等住宅火災警報器設置

事業と１事業の合わせて１５事業であります。これ

らの事業は、発注時期及び関係機関との協議が長引

いたことなどの理由により、事業完了時期が平成２

３年度に入ることになっておりますが、このたびの

平成２２年度会計決算期を迎えた際に、予算で設定

しておりました１５事業の合計予算額１億３,３５

３万８,０００円が事業執行等により、合計額１億

２,６２５万３,０００円を平成２３年度会計へ繰り

越しましたので、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定に基づき、その内容を報告するものでござ

います。 

 また、事業ごとの財源内訳で、未収入となってお

ります国費などの特定財源につきましては、当該事

業ごとの完成時期に応じて歳入の受け入れ手続を

とってまいります。 

 以上、報告第３号の説明といたします。 

 次に、報告第４号平成２２年度上富良野町水道事

業会計予算繰越計算書報告の件につきまして御説明

させていただきます。 

 予算繰越計算書をごらんいただきたいと思いま

す。 

 本計算書に記載の事業は、平成２２年度国の第１

次補正予算関係事業として、一般会計より地域活性

化・きめ細かな交付金を財源に、水道事業会計にお

いて１,０００万円の工事負担金を受け、過年度損

益勘定留保資金３００万円と合わせて１,３００万

円の予算措置を行い、その後、入札により支払い義

務発生額が１,２８６万２,５００円に確定いたしま

した。工事の発注時期の関係から工事が完了しない

ことから、１,２８６万２,５００円を平成２３年度

会計に予算を繰り越しましたので、公営企業法第２

６条第３項の規定に基づき、その内容を報告するも

のでございます。 

 以上、報告第４号の説明といたします。 

 次に、報告第５号平成２２年度上富良野町一般会

計事故繰越し繰越計算書報告の件につきまして説明

させていただきます。 

 事故繰越し繰越計算書をごらんいただきたいと思

います。 

 本計算書に記載の事業につきましては、高齢者・

障害者巡廻相談公用車軽乗用車購入事業及び防災無

線電話応答装置設置事業の２事業でありますが、い

ずれも３月１１日に発生いたしました東日本大震災

の影響に伴い、生産工場の稼働休止により、平成２

２年度に事業が完了しないことから、このたびの平

成２２年度会計決算期を迎えた際に、予算で設定し

ておりました２事業の合計４４１万５,０００円を

平成２３年度会計へ繰り越しましたので、地方自治

法施行令第１５０条第３項の規定に基づき、その内

容を報告するものでございます。 

 以上、報告第５号の説明といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御
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質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これを

もって報告第３号、報告第４号及び報告第５号の報

告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第９ 報告第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 報告第６号法人

の経営状況報告の件について、報告を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） ただいま上程いた

だきました報告第６号法人の経営状況報告の件にお

ける、株式会社上富良野振興公社の経営状況につき

まして御報告申し上げます。 

 経営状況に関する書類の１ページをお開き願いま

す。 

 最初に、平成２２年度の事業報告として、会議等

の開催、審議の状況であります。 

 総会関係では、平成２２年５月２５日に定時株主

総会を開催し、平成２１年度の事業報告、決算の承

認等、及び平成２２年度事業計画、予算について、

議決をいただいたところであります。また、任期満

了による取締役及び監査役の選任を行っていただい

ております。 

 取締役会関係では、平成２２年５月２５日開催の

第１回取締役会において、代表取締役及び常務取締

役の選任を行っており、平成２２年１０月２６日開

催の第２回取締役会においては、平成２２年度上半

期の事業報告を行っており、平成２３年３月３０日

開催の第３回取締役会においては、平成２２年度の

事業報告、決算方針及び平成２３年度経営基本方針

及び予算編成方針について審議を行っております。 

 監査役会関係では、平成２３年４月２２日に監査

役会を開催し、平成２２年度の決算について監査を

行っております。 

 次に、２～３ページの平成２２年度部門別の報告

をいたします。 

 上富良野振興公社は、平成２１年度から指定管理

者制度による公の施設の管理によりまして、吹上温

泉保養センター白銀荘、日の出公園オートキャンプ

場、上富良野町営スキー場、日の出公園の管理を

行っております。 

 吹上温泉保養センター白銀荘につきましては、総

入場者数は７万９,６２７名で、前年度対比９１.６

％で、その内容は、宿泊客で８,３９９名、前年度

対比９５.８％、日帰り客７万１,２２８名、前年度

対比９１.２％の入館者実績となっております。 

 例年、福祉向上を目的として十勝岳温泉郷の４施

設で実施しております町内在住の７０歳以上の方と

障がいのある方に対する優遇措置につきましては、

毎年１２月１日から３月３１日までの平日に限り、

１人２００円の負担をいただいているところであり

ますが、吹上温泉保養センター白銀荘の本年度入館

者数は１,５２０名となっております。また、この

間に実施されました町営バスの復路無料についても

大変好評でありました。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場であります

が、長年続く不景気の中で大変厳しい状況でありま

したが、総入場者数は１万４,６４０名で、前年度

１万４,８４１名に対し９８.６％となり、利用収益

についても１,４６４万円で、前年度１,４６９万

３,０００円に対し９９.６％と、わずかな減少実績

となったところであります。 

 次に、上富良野町営スキー場につきましては、平

成２２年度にスキー場となる斜面の整備をしていた

だいたことから、７年ぶりに１２月にオープンする

ことができたところであります。 

 リフト券の売り上げ枚数につきましては、前年度

１,７９５枚に対し１,９７４枚で、前年度対比１１

０％、利用収益につきましても、前年度９８万６,

０００円に対し１０８万８,０００円と、前年度対

比１１０.３％の実績となっております。 

 次に、日の出公園についてでありますが、不況の

影響や冷湿害等による花々の生育への影響から観光

客の入り込み数も減少傾向にありました。 

 次に、５ページの貸借対照表について御説明いた

します。 

 資産の部として、流動資産は総額で２,２６５万

２,２２６円となっており、その内訳は、現金・預

金が２,１０５万３７８円、期末商品が１６０万１,

８４８円であります。固定資産としまして、旭川信

用金庫などに対する出資金３万円で、資産の部の合

計は２,２６８万２,２２６円となっております。 

 次に、負債の部として、流動負債が４０８万６,

３１７円となっており、その内訳は、未払い金、預

かり金、入湯税預かり金等であります。 

 次に、純資産の部の株式資本としまして、上富良

野町、ふらの農協、上富良野町商工会、旭川信用金

庫の出資による資本金が１,０００万円、利益剰余

金として８５９万５,９０９円を加え、総額は１,８

５９万５,９０９円となっております。 

 負債及び純資産の合計は、２,２６８万２,２２６

円となっております。 

 次に、６ページの損益計算書について御説明いた

します。 

 なお、以下の説明金額は税抜きのものでありま

す。 

 最初に、営業収益であります売上高についてであ
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りますが、利用収益と売店収益を合わせた売り上げ

合計額は８,３７５万２,１７１円となっておりま

す。その内訳としましては、吹上温泉保養センター

白銀荘が６,７８４万６,９９２円、日の出公園オー

トキャンプ場が１,４６３万９,９０９円、上富良野

町営スキー場が１０３万６,６７６円、日の出公園

が２２万８,５９４円でございます。 

 次に、営業費用であります売上原価につきまして

は、期首商品棚卸高と商品仕入れ高を合わせて１,

２７０万２,８３６円であり、この額から期末商品

棚卸高１６０万１,８４８円を差し引いた１,１１０

万９８８円となります。 

 このことから、売上総利益金額は、売上高８,３

７５万２,１７１円から売上原価１,１１０万９８８

円を差し引いて、７,２６５万１,１８３円となって

おります。 

 さらに、販売費及び一般管理費８,９１１万３,４

２４円を差し引いた営業利益は、１,６４６万２,２

４１円のマイナスとなっているところであります。 

 営業外収益につきましては、受取利息３万４,１

１０円、受取配当金８００円、雑収入１８万６,８

４８円、受託収入３,０５６万３,１００円を合わせ

て３,０７８万４,８５８円となっております。指定

管理業務等に伴う受託収入の内訳は、吹上温泉保養

センター白銀荘維持管理運営３７７万４,２８６

円、十勝岳温泉地区施設維持管理１１６万５,００

１円、日の出公園オートキャンプ場２２９万２,３

８２円、上富良野町営スキー場７９８万６,６６８

円、日の出公園１,５３４万４,７６３円でありま

す。 

 営業外費用につきましては、町へ１,３５０万円

の寄附を行っております。 

 以上のことから、営業利益マイナス１,６４６万

２,２４１円に営業外収益３,０７８万４,８５８円

を加え、営業外費用１,３５０万円を差し引いて、

営業利益金額は８２万２,６１７円となっておりま

す。さらに、営業利益金額８２万２,６１７円から

法人税等２７万６００円を差し引いて、平成２２年

度期の純利益金額は５５万２,０１７円となってお

ります。 

 次に、１２ページの平成２３年度事業計画及び予

算についての御説明をさせていただきます。 

 吹上温泉保養センター白銀荘につきましては、長

年続いている厳しい経済情勢から、依然として、金

融、観光業、雇用対策など先行きが不透明な状況が

続いている中で、３月１１日の東日本大震災と福島

第一原子力発電所の事故による風評被害などによ

り、国外、国内、道内の観光客の減少は避けられな

いとの見通しから、白銀荘においても入館者の減少

が危惧されます。 

 こうした中において、東日本大震災の災害派遣に

出られた陸上自衛隊上富良野駐屯地の隊員の皆様に

派遣の疲れをいやしていただくために、無料入館券

を交付させていただきました。また、例年ゴールデ

ンウイーク後に開通していた道道十勝岳温泉美瑛線

の十勝岳温泉と望岳台の間がゴールデンウイーク前

の４月２８日に開通したことを機に、入館料を割り

引きするなどの増客を図っております。 

 本年度の計画につきましては、宿泊７,４９０

人、日帰り客７万３,５１０人の計８万１,０００人

の入館者数を設定し、売上高につきましては、６,

７５６万２,０００円を見込み、目標達成に向けて

努めてまいります。 

 日の出公園オートキャンプ場につきましては、３

月１１日の東日本大震災により、東北、関東地域か

らの常連であった数多くのキャンパーが減少するこ

とが予測され、２３年度の入場者数に大きな影響を

及ぼすものと考えられます。 

 本年度においても、日の出公園オートキャンプ場

にとって厳しい状況ではありますが、来場者に対し

て地場産業、地域振興を基本とした接客、情報の提

供、環境整備に努め、管理運営を行ってまいりま

す。 

 本年度の計画については、総入場者数１万３,５

００人、売上高１,２５２万円を見込んでおりま

す。 

 上富良野町営スキー場につきましては、町民の身

近なスキー場であり、町内のすべての学校のスキー

授業、自衛隊の訓練、休日における家族スキーなど

に御利用いただいております。 

 近年は、暖冬による降雪時期のおくれ、融雪期の

始まりに加えて、スキー場南斜面の形状から営業期

間を短縮せざるを得ない状況にありましたが、南斜

面の形状等の整備により、１２月中にオープンする

ことを目指し、安全、安心な管理運営を基本に、快

適な輸送サービスの提供に努め、輸送人員、利用収

益の増加を目指してまいります。 

 本年度の計画については、リフト利用券の売上高

で１２６万４,０００円を見込んでおります。 

 日の出公園につきましては、訪れる人々を花いっ

ぱいでお迎えするため、環境整備及びサービスの向

上に努めてまいります。 

 １４ページから２１ページまでの各施設の平成２

３年度予算状況につきましては、御高覧いただいた

ものと思いますので、説明を省略させていただきま

す。 

 最後になりますが、平成２３年５月２４日に開催

されました株主総会において、取締役の選任につい
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て提案され、取締役の伊藤里美氏の辞任により、後

任として川上幸夫氏が、平成１９年より欠員となっ

ていた役場職員枠としての取締役に産業振興課長の

私がそれぞれ取締役として承認を受けて就任してお

りますので、この場をかりて御報告させていただき

ます。 

 以上をもちまして、株式会社上富良野振興公社の

経営状況につきましての御報告とさせていただきま

す。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 平成２２年度の部門別報告

書の関係でまず１点。 

 その福祉対策として、優遇措置ということで、平

成２２年度は１,５２０人の方が利用されたという

ことですけれども、平成２０年度、２１年度の実績

状況をまず確認したいと思います。 

 それから次に、町営バスの利用ということで、復

路無料ということです。この利用状況はどのような

人数になっているか、確認をしたいと思います。 

 それから次に、日の出公園オートキャンプ場の関

係です。 

 この文章の中では、平成２２年度の実績は、総入

場者数、前年度１万４,８４１人に対し１万３,８１

７人ということで文書上書かれております。前年対

比は９３.１％ということですけれども、今、課長

の報告では９８.６％という数字が出されておりま

す。現実の問題として、総入場者数は１万４,６４

０人ではないかと。そうすると９８.６％という数

値が合うのですけれども、その点、間違いがないか

どうかということで確認をしたいと思います。 

 それから次に、３ページの日の出公園の関係で

す。 

 ここに視察研修を札幌滝野すずらん公園、苫小牧

のノーザンホースパークの２施設を行ったというこ

とで書いてありますけれども、決算報告の中で、こ

の旅費等が全然出ていないのですね。それで７ペー

ジの中にある販売費及び一般管理費内訳書というこ

とで、旅費交通費５万９,６５９円がありますけれ

ども、平成２２年度の、白銀荘が２万１５３円、そ

れからオートキャンプ場が２万２,８２０円、ス

キー場が１万６,６８６円ということで、この合計

が５万９,６５９円なのですね。そうすると、日の

出公園の関係で視察研修に行ったという旅費等はど

こから出ていたのかということで確認をいたしたい

と思います。 

 それから次に、１２ページの関係ですけれども、

平成２３年度の事業の関係で、白銀荘の関係で、駐

屯地の皆さん方に入館券５,０００枚を交付したと

いうことですけれども、この入館のカンは違います

ね。わかりますね。 

 それで、私、ここで自衛隊の皆さん方にあれした

のであれば、もし、福島、それから仙台から来られ

た６世帯１０名の方にも、本当にお疲れさま、御苦

労さんということで何らかの入館券、無料入館券の

配付ができないかどうかということで確認をしたい

と思います。 

 それから次に１３ページ、上富良野町営スキー場

の関係です。 

 スキー発祥は１００年、それから北海道索道協会

が５０年ということでございますけれども、わざわ

ざここへ書いてあるから、何か事業展開があるのか

どうかということで確認をいたしたいと思います。 

 それから次に、１５ページ。この中で、その１、

白銀荘の関係の交際費の関係。というのは、私、昨

年の第２回定例会でも、この交際費のあり方で一応

お話を申し上げたところです。 

 というのは、平成２０年度に予算１０万円で、決

算は１万６,７１０円。それから平成２１年度予算

２万円に対して決算は５,０００円、そして平成２

２年度は、予算が１３万円、今回の決算を見ると３

万２,０００円と。５,０００円なのがなぜ２６倍の

１３万円にしたのかということを尋ねたのです。そ

の経過が、私も議事録を持ってきましたけれども、

副町長は、以前は町と連携しながら白銀荘のＰＲに

努めていたと。しかし、施設をお預かりしている振

興公社として、独自の営業戦略でやっていく、その

ために必要なのだということで、この１３万円計上

を強調されていたのですね。実際に、１３万円計上

しながら、今回の決算を見ると３万２,０００円し

か出ていないのですね。その点が非常に私、副町長

の昨年の第２回定例会で言っていることと、実際に

現場でやっていることと、戦略的に私は必要と認め

ます、認めるけれども、現実にこういう状況ではい

かがなものなのかという関係を昨年の経過を見なが

ら感じております。 

 何点か申し上げましたけれども、その点明らかに

していただきたい。 

○議長（西村昭教君） 暫時休憩といたします。 

 再開は１１時にいたします。 

────────────────── 

午前１０時４０分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 先ほど申し忘れましたが、委員会所管事務調査報
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告の件につきまして、理事者にお願いを申し上げま

す。 

 委員会の調査した内容について十分参考とされ、

今後の行政の推進に反映されますことをお願い申し

上げます。 

 それでは、先ほどの９番中村議員の質疑に対し、

答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） ９番中村議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず最初に、白銀荘の入館者数でございます。 

 まず、平成２０年度の入館者数につきましては、

８万８,６６０人であります。それから平成２１年

度につきましては、８万６,８８７人であります。 

 なお、１２月期の７０歳以上の入館者につきまし

ては、平成２０年度が１,７４７人、それから平成

２１年度が１,９７０人。無料バス、復路のバスの

利用者につきましては、平成２０年度が２,２５９

人、それから平成２１年度につきましては２,３９

５人、それから平成２２年度につきましては１,８

９７人となっております。 

 なお、私ども先ほどの説明の中で、白銀荘におい

ては５,０００枚の無料入館券ということでお話を

しましたが、町長の行政報告の中では１,０００枚

ということでございますけれども、基本的には１枚

につき５回入館できるようになっておりますので、

私どもの報告では５,０００枚ということで表現を

させていただきましたので、御理解を賜りたいと思

います。 

 それから続きまして、２ページのオートキャンプ

場の総入場者数につきましては、議員御指摘のとお

り、１万３,８１７名で９３.１％ということであり

ますので、訂正をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 中村議員の御質問

にお答えいたします。 

 ３ページに記載の日の出公園フラワーゾーン再生

プロジェクトに関する旅費の関係でございます。 

 この組織自体は町のほうの主宰組織として運営し

ておりますので、この視察につきましては、町の経

費で支弁してございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村議員の交際費の

関係について御説明申し上げたいと思います。 

 議員がおっしゃるように、白銀荘、今年１３万円

の交際費を予定してございます。また、オートキャ

ンプ場についても、わずかでございますけれども、

そういう要素を考慮して予定をしてございます。た

だ、結果として、実績がそれに近いような状況にな

いということでございますし、といいながら、この

施設の性格上、私どもお預かりしている公社の立場

としましても、関係の事業者、旅行エージェント等

も含めまして、御利用いただけるような、そういう

営業上の戦略については、引き続き今後も取り組む

よう強化してまいりたいというふうに考えてござい

ますので、そういう観点で、今年度におきましても

同じような状況にあるということでございますこと

をひとつ御理解いただきたいと思いますし、なかな

か実績が伴わないという御指摘もちょうだいしまし

たので、これは十分参考とさせていただきたいと思

います。 

 それとスキー場の関係、ここに書いてございます

ように、スキー場が日本に普及されて大きな節目に

もあるということで位置づけをしてございますが、

スキー場の運営上、特に、それにふさわしいような

計画はございません。ただ、そういう本来のスキー

場の機能をしっかり今子供たちを中心に、そういう

ニーズにしっかりこたえていくような運営をしなけ

ればならないということで、ひとつ、そういう思い

を持っていることで表現をしていますので、御理解

を賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） オートキャンプ場の関係

で、今、前田課長は、１万３,８１７人、９３.１％

と言ったけれども、その何行か下に、入場人員、総

入場者数、１万４,６４０人と数字が入っているの

ですよ。だから、僕は１万３,８１７人でなくて１

万４,６４０人。したがって、課長は、最初説明を

した９８.６％は正しいのですけれども、その前の

数字の基礎数字が違うのではないかということで私

指摘をしたところです。そういうことで、その点

ちょっと確認をいたしたいと思います。 

 福祉対策の優遇措置ということで、非常に高齢者

の皆さん方には喜ばれていますし、それを楽しみに

してやっているのが実態なので、これは白銀荘とし

ていろいろな面で負担はかかりますけれども、何と

かこの優遇措置の中で高齢者等の喜びを、継続をし

ていただきたいと思います。 

 それから、この中で先ほど申し上げましたスキー

の１００年、それから索道の５０年ということで、

事業のあれはないということでございますけれど

も、予算の中にもございませんから、それは理解を

したいと思います。 

 それからあと、旅費、交通費の関係で、札幌滝野

すずらん公園、それから苫小牧ノーザンホースパー

ク、これは町のほうの公園管理のほうの予算で行っ
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たということで、何人行って幾らかかったのか、

ちょっと数字だけでもお願いをいたしたいと思いま

す。 

 それからあと、先ほど、自衛隊の皆さん方の御苦

労ということで、５,０００枚ということでござい

ましたけれども、今回の震災で福島、それから仙台

から来られた６世帯１０名の皆さん方にも何かそれ

らの形で、上富良野の雄大な観光地としてのあれで

配慮をしていただけないかということで申し上げま

したけれども、これが答弁がございませんので、お

願いをいたしたいと思います。 

 それから、交際費の関係は、予算は持っているけ

れども、実効を伴ったものがないということで、副

町長も今後実効のある形ということでございますけ

れども、ただ、非常に厳しい状況の中で、いろいろ

営業活動をしなければならないと。そういうことに

なっていきますと、これらに伴う交際費等は、ある

面で広告宣伝等も含めて必要ではないかという気が

します。せっかく予算措置をしたのだから、有効、

実績がある形で、これらの使用についてなお検討を

いただきたいと思います。 

 ただ、いずれにしても、株主総会、それから取締

役会、それから監査等、それぞれ段階を踏んだ形で

の決算、それから予算の関係だろうと承知をしてお

りますけれども、そういう立場でまた、十分予算の

目的に合った形での使用ということでお願いを申し

上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ９番中村議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 大変失礼いたしました。私どものほうの数字の中

で、下の表の数字が正解ということで、今資料を調

べてみまして確認させていただきましたので、訂正

させていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ９番中村議員の御

質問にお答えいたします。 

 この視察に要した費用につきましては、まず、旅

費が公用車を使用したということで、実旅費は支出

しておりません。あと費用弁償が１名につき１,７

００円支出でございます。全体の参加者につきまし

ては、役場業務担当ということで、建設水道課のほ

うから３名、産業振興課観光担当のほうから１名、

プロジェクト委員が４名、合計８名の参加でござい

ました。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村議員の再度の御

質問に私のほうからお答えさせていただきたいと思

います。 

 交際費につきましては、昨年も御意見いただいて

いますし、私どももやはりそういう予定をしていな

いと行動をとれませんので、といいながら、１３万

円がいいのかどうかについては、十分検討する余地

がございますので、先ほど申し上げましたように、

御意見ちょうだいした、そういう意図を十分参考に

させていただきたいと思います。 

 それと町長も行政報告の中で申し上げましたよう

に、６世帯１０名の方々への、こういう温泉の御利

用については、一つ考え方としてわからないわけで

はありませんが、そういう避難される方々への、こ

こでの住まいのそういう環境を十分整えることに力

点を置いてございますので、そういう点での対応に

重点を置いて今後も対応してまいりたいというふう

に考えてございますので、御質問の趣旨については

意見として承りましたけれども、実行の余地はない

ことをひとつ御理解いただきたいなというふうに

思ってございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 保養センターの無料入館券

を交付した点についてお伺いいたします。第１点

目。 

 経営状況は非常にやっぱり厳しいというのが実態

です。それで、こういう時期に町はきちっと買っ

て、それを交付するのだったら交付すべきだと僕は

思います。こういうのは、ほかでもいろいろと財政

的に節約しなさい、交際費節約しなさいと言ってい

て、一方でこうやって寄附という形であげるとい

う、町が引き受けるというのは、僕は間違っている

と思うのですよね。やっぱり経営を考えるのであれ

ば、町がこの券を買って、それで貸与するなら貸与

するという形の手法をとるべきだったのではないか

というふうに思いますが、この点はどうなのか、お

伺いいたします。 

 もう一つは、副町長は、我々にしたら、非常に

困ったというか、情けないというか、答弁されてい

るのですが、やっぱりこういった企業、振興公社と

いう企業でありますが、運営する以上、その目的に

かなった宣伝だとか、旅費の使い方だとか、交際費

の使い方というのはあるはずなのですよ。今の答弁

を聞いていますと、ちょっと聞き違いかもしれませ

んが、そういったものがなかなかやっぱり聞こえて

こないのですよ。こういう形で交際費を使います

と、こういう形で効果を上げてきましたと、努力し

たけれども、ここら辺は進歩したけれども、この点

はだめだったのだというようなところをきっちり説



― 18 ―

明していただかないと、やっぱりこういう予算の計

上の仕方という点でもおかしいのではないかと。そ

れなりの予算をつけて、それなりの前進面があるわ

けですから、そういうものもきちっと押さえられて

評価していなかったのかなという点では非常に残念

なので、この点もう一度確認していただきたいとい

うふうに思います。 

 日の出公園等のプロジェクトチームという形で、

今見ていましたら、あそこを観光客の方が上がって

いく姿も見受けられています。そういう意味では、

これからどういうふうになるかわかりませんけれど

も、あの道というのは、向こうに何があるのかなと

いうふうな、やっぱり期待を持たせるような、そう

いった雰囲気はあると思います。やはりラベンダー

を植えていますから、もっと高揚してくるのだろう

と思いますが、そういうものを次年度以降、３年間

ですから来年度で終わるのだろうと思いますが、こ

とし、来年にかけて、またどういう構想があるの

か、その点、お聞きしたいというふうに思います。 

 スキー場の点についてなのですが、非常にスキー

連盟の方も、やはり検定だとか講習、いろいろやり

ながら、利用客をふやす努力をしていまして、そう

いった経過も振興公社と結びついて、その結果だと

いうふうに僕は思っているのですが、よく聞かれる

のは、やっぱりリフトをつけてほしいと、子供に。

こういう声が非常に多いのです。僕もスキーだとか

いろいろやっているものですから、そういう声があ

りまして、この間の審議の中では大変財政的にも難

しいと。検討する余地もあるという形で、どういう

ふうになるかわからないような答弁もされています

が、やっぱりこういう声があるのだということも踏

まえて、将来の環境づくりのためにも、スキーリフ

トの設置も検討すべきではないかなというふうに思

いますが、この点、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢議員の４点ほど

の御質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 公社の立場で物を申せばいいのかどうかわかりま

せんが、いずれにしても、震災支援の関係で無料入

館券を町が発行したということは、いろいろ申し上

げているとおりでありますが、この背景、ちょっと

長くなって申しわけございませんけれども、町とし

ましても、白銀荘を含めまして、あそこに複数の施

設がございますので、また、連携をとるように組織

化されている上富良野十勝岳旅館協会のそういう組

織もございますので、そういう方とひざを交えて

ざっくばらんに、そういう御苦労にどう報いるかに

ついての情報交換をさせていただいたところ、無料

入館券をみんなで発行しましょうと。町がそういう

ことを担うことについては大賛成だという御意見も

いただきましたので、発行を町長において決めたと

ころでございますが、ただ、施設それぞれ、施設の

機能がそれぞれ違います。白銀荘については御案内

のとおり入館、入浴を主にしていますし、ほかは入

館もそうですが、宿泊、そういう機能を主体的に

やっていることを考えると、できれば、白銀荘がそ

ういう担いをしてくれることについては大変ありが

たいというような意見もございましたので、そうい

う形で、結果として、こういう御説明申し上げてい

るような状況になってございます。そういうこと

で、そういう経過はあったということで、ひとつ御

理解をいただきたいと思います。 

 当公社が白銀荘を管理運営してございますが、こ

れらについても、企業努力の中で何とか、今８名ほ

どスタッフがいますが、入館の落ち込みをする、そ

の中で、またそういうお客さんを迎えるということ

で、十分組織機能的にも対応できると。また、それ

が白銀荘も含めていろいろな施設に相乗効果がある

だろうということで取り組んでいることをひとつ御

理解いただきたいと思います。 

 それと交際費の関係についても、私が申し上げて

いるのは、交際費の予算を確保しましたけれども、

行動をとっていないということと違いますので、そ

の点、ひとつ誤解のないようにお願いしたいと思い

ます。 

 いろいろと営業上の取り組みを行ってございま

す。ただ、交際費の支出に伴うような、そういう

ケースがなかなかないわけでございますので、予算

があるから使うというようなことになっていないと

いうことをひとつ御理解いただいていると思います

し、改めて申し上げておきたいというふうに思いま

す。 

 それと日の出公園の関係。これは公社というより

町が今、日の出公園の全体を再生しようということ

で、魅力の再生の計画に基づいて取り組んでござい

ますので、これらにつきましても計画的にそういう

事業促進を進めてまいりたいと思っていますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 それとスキー場の関係。特に私どももお預かりし

ている施設、特に少し前までは、暖冬でなかなか時

期が予定より大きくおくれてオープンせざるを得な

い。また、クローズも早まるというようなことで、

営業期間が極めて短い状況でありましたけれども、

昨年おかげさまで一定程度期間が想定した状況にご

ざいましたので、また、御利用についてもいろいろ

とスキー場の面等も含めて整備をしている、そうい

うことも含めて御利用いただいているものというふ
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うに思います。 

 いずれにしましても、スキー場のリフトをどうす

るかについては、当面は現状をしっかり維持して、

私も索道の関係で検査を受けましたが、監督官庁か

らは、あの方式が道内に９カ所か１０カ所まだ残っ

ていると。非常に安全性は高い施設だというふうに

言われていますので、あの施設をできるだけ延命し

て、機能が継続できるように努めてまいりたい、そ

のようなことを前提に、御利用いただけるような、

そういう営業展開に引き続き努めてまいりたいと

思っていますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 白銀荘の無料券の交付につ

いてなのですけれども、全体的に町自体がいろいろ

経費の見直しをやっていて、こういうことがまかり

通るのかということを僕は本当に思っているのです

よ。やはり経営のことを考えるのであれば、財政的

にはきちっと購入して、それを売り上げとして当然

計上すべきだったのだけれども、これがなされてい

ないというところに、どんな理由があるにしても問

題だと僕自身考えているものですから、その点、運

営上でいえば振興公社という形になっていますけれ

ども、財政の流れからいえば似たり寄ったりのとこ

ろがありますが、そこら辺をきっちりと明確な答弁

してほしいのですが、なかなか明確な答弁がないの

で、非常に残念です。何か玉虫色で、あいまいな形

で、企業努力しているから何とかこれはおさまるの

だというような問題以前の問題だと僕は考えている

のですね。 

 この点、もう一度確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） なかなか御理解いただけ

なくて大変申しわけございませんけれども、その中

身のことを申し上げるといろいろな面がまた出てく

るかと思いますけれども、いずれにしましても、源

泉、かけ流しの温泉を利用いただくわけでございま

すので、そのために特別に費用をかけなければなら

ないような状況は極めて少ないということでござい

ますので、そういう観点で、売り上げを補てんする

のか、費用を補てんするのか、いろいろ議論あるか

と思いますが、いずれにしても、大きな費用でない

というそういう見込みを、私が公社の立場でも、費

用を補てんしていただかなければならないというこ

とについては要素としては少ないのかなというふう

に思っています。私も二足のわらじを履いています

ので、どちらの立場で申し上げたらいいかわかりま

せんが、いずれにしましても、前段で申し上げまし

たように、そういう各施設とお話し合いした中で、

そういう無料券を発行することについては大賛成だ

というような話の経過から結果に至っていますの

で、ひとつ御理解をいただきたいなというふうに

思っています。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって報

告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１０ 報告第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 報告第７号専

決処分報告の件（交通事故に係る和解及び損害賠償

の額を定める件）の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました報告第７号専決処分報告の件につきまし

て、御説明申し上げます。 

 本件は、本年２月２８日午後５時５分ころ、業務

のため、大町２丁目６番のケアハウスかみふらのハ

イムいしずえ正面玄関西側より敷地内に入りまし

た。そのとき、職員駐車場より後退してくる車両が

あり、相手車両が気づいてとまるだろうと思い、前

進したところ、相手車両が気づかず後退してきて接

触したものであります。公用車側は、接触する寸前

に停止しましたので、損害は小さく済んだところで

あります。 

 この接触事故の処理に当たりましては、相手方の

後方確認が不十分であったため、過失割合を当方が

２５％、相手方が７５％と確認し、示談が成立いた

しましたことから、町側の過失２５％相当額３万

３,８０８円を損害賠償することで、平成２３年３

月２９日に専決処分を行ったところであります。 

 職員に対しましては、安全運転の注意喚起をした

ところであり、今後は再発防止に努めてまいりま

す。 

 このたびの交通事故が発生しましたことを深くお

わび申し上げます。 

 以下、朗読をもちまして説明とさせていただきま

す。 

 報告第７号専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定める件。 

 裏面をごらんください。 
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 専決処分書。 

 町が運行する車両の事故に係る和解及び損害賠償

の額を定めることについて、地方自治法第１８０条

第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成２３年３月２９日、上富良野町長向山富夫。 

 記。 

 １、和解の相手方。 

 上富良野町●町●丁目●番●号、●●●●。 

 ２、和解の内容。 

 (1)上富良野町は、相手方、●●●●に対し、金

３万３,８０８円を支払う。 

 (2)相手方、●●●●は、上富良野町に対して、

本件に関し、今後上記の金員を除き一切の請求をし

ない。 

 以上、専決処分の報告といたします。 

 御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって本

件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１１ 報告第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 報告第８号専

決処分報告の件（交通事故に係る和解及び損害賠償

の額を定める件）の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程いただき

ました報告第８号専決処分報告の件につきまして、

御説明申し上げます。 

 本件は、本年５月２６日午後２時２０分ごろ、里

仁・江幌・静修線バス往路運行におきまして、上富

良野町立病院を午後２時１８分に出発して上富良野

中学校停留所に向かう途中、ホクレンスタンド横を

通過して北１条通を右折しようとした際に、北１条

通側の交差点手前の一時停止線付近に相手方車両が

一時停止しておりました。町営バスの委託ドライ

バーは右折できると判断して右折したところ、相手

車両フロントバンパー右側と町営バス右側中央部、

下部が接触したものであります。交差点であります

ことから、速度的には低速でありましたことから、

幸いにも双方にけがはありませんでしたが、相手車

両の右側フロントバンパーに損害を与えたものであ

ります。なお、路線バスは、接触部の破損はありま

せんでした。 

 この接触事故の処理に当たりましては、相手方車

両は交差点で一時停止していることから、当方の安

全確認が不十分であったため、過失割合を当方が１

００％の過失と確認し、示談が成立いたしましたこ

とから、町側の過失相当額７万１,９２２円を損害

賠償することで、平成２３年５月２８日に専決処分

を行ったところであります。 

 旅客運送という業務の性格からも、このような事

故を起こしましたことを深くおわび申し上げます。 

 当該路線は、運行業務委託路線でありますことか

ら、委託事業者の責任者に対して顛末報告を聴取す

るとともに、従業員の安全運転の徹底指導につきま

しては厳しく申し入れたところであります。 

 また、この事故を契機に、職員全般の安全運転に

対する注意喚起を行ったところであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 報告第８号専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定める件。 

 裏面をごらんください。 

 専決処分書。 

 町が運行する路線バス（里仁・江幌・静修線）の

事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることにつ

いて、地方自治法第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

 平成２３年５月２８日、上富良野町長向山富夫。 

 記。 

 １、和解の相手方。 

 上富良野町●町●丁目●番●号、●●●●。 

 ２、和解の内容。 

 (1)上富良野町は、相手方、●●●●に対し、金

７万１,９２２円を支払う。 

 (2)相手方、●●●●は、上富良野町に対して、

本件に関し、今後上記の金員を除き一切の請求をし

ない。 

 以上、専決処分の報告といたします。 

 御了承賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 運行委託先はどこの業者な

のか、もう一つは、これ一時停止している車に対し

てぶつかっていったということですよね。非常に重

大な問題を含んでいると思うのですが、どういう行

政指導を委託業者に指示されたのか、顛末書につい

ても、どういう顛末書が、もう提出されたのかどう

なのか。 
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 もう一つ伺いたいのは、この運転に従事していた

運転手は、引き続きこの路線バス等の運転に従事さ

れているのかどうなのか。もしも従事されていると

すれば、これは大問題で、即刻、この路線から外し

て、やはり何らかの対処をすべきだというふうに思

いますが、現時点でどういう対処をとっているのか

わかりませんから、お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢議員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 まず、委託会社の名称につきましては、上富良野

ハイヤーの事業者でございます。 

 また、運転手等につきましては、私のほうからも

厳重に注意をいたしまして、引き続きバスの運行業

務をしている状況にあります。もちろん会社から

も、その職員については社長のほうから厳重に注意

をされたところであります。 

 責任の重大さにつきましては、十分重大な過失で

ございますが、幸いにも人身等の事故にはつながっ

てございませんでしたことから、また、幸いにもバ

スにも乗客が乗っておられませんでしたので、今回

につきましては、先ほど冒頭申し上げましたよう

に、私のほうからも運転手には厳重に注意をし、会

社社長にも二度とこのような事故が起きないように

厳重に注意をさせていただきました。 

 顛末については以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そういう事故を起こした運

転手が引き続き運転に従事しているというところ

は、全くおかしい話だと僕は考えます。仮に、今回

人身に至らなかったという形で述べられております

けれども、やはりそれ以前の問題で、安全に運行す

るということが前提なわけですから、それに基づい

て契約が履行されているわけですから、そういった

中でこういった事故を起こした、乗客がいないとし

ても、やはり僕はこういった方を運転に従事させる

のは一時的にも見直して、やっぱり待機させるだと

か、何らかの方法を講ずるべきだというふうに思い

ますが、この点について町長は、この間、どういう

ふうにこの事故対処に当たって、内部でも、あるい

は委託業者先に対しても、どういうような指導を、

あるいは内部で協議されていたのか、確認しておき

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢議員の質問に

お答えを申し上げます。 

 過失につきましては、特にバスの運行ということ

を考えますと、先ほども申し上げましたように過失

の重大性につきましては、議員のおっしゃるとおり

だと考えています。 

 ただ、法的なことを言いますと、道路交通法に違

反もありますし、また、それらに伴います過失の重

大さに伴いまして行政処分等が科せられてくるわけ

でございますので、接触事故だからいいとはもちろ

ん言いませんが、これらの法に照らして、その処分

の内容等については、当然私どもも加味、考慮する

必要があるというふうに考えてございます。 

 委託会社でその運転手をどのような処分にするの

かは別といたしまして、私どももこれら一定の法に

照らしながら、これらの処分も考えていかなければ

ならない現状でございますので、今回の事故の内容

を参酌いたしますと、特に議員のおっしゃるような

厳しい措置については対処いたしませんでしたこと

を御報告いたします。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） もうこれで最終的に処分は

終わったという形で理解していいのですか。これか

らまた検討して、そういったものに対処するという

形で、今の課長の答弁でしたら、最終的にこれで終

わったというような答弁なのですが、この点、副町

長はどうですか。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 大変、起きたことについ

ては申しわけないと思っています。 

 今、担当課長のほうから申し上げましたように、

受託業者でございます、地元ハイヤー会社のほうに

いろいろと事情も聞きましたし、それから、口頭で

ありますけれども、厳重に注意喚起、そういうこと

をしたところでございます。 

 ただ、重要なのは、今後こういうことを繰り返さ

ないようなことにしなければならないということで

ございますので、今、運転している者が当時の者だ

とすれば、安全教育をしっかり徹底して、再発防止

につなげる、このようなことについては、このケー

スにかかわらず、受託業者は３社ございますので、

今後に向けて、そういう安全教育とか、それから今

現在の契約条項にうたっている内容でいいのかどう

か、故意にやればもちろんでございますけれども、

そういう責任の度合いを、もしくは責任の分担をど

うするのか、これらについては点検をして、適正な

内容にする余地があるのであれば、それは点検して

改めたいというふうに思いますし、そういうことを

また受託業者のほうに申し入れをすることも判断し

なければならないと思っています。 

 いずれにしましても、再発防止に向けて、力点を

置いて、そういう点検をして進めてまいりたいと思

いますので、御理解いただきたいと思います。 
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○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって本

件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１２ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 改選前の最後の議会という

ことで、私は、さきに通告してあります６項目につ

いて質問させていただきます。 

 まず１項目め、第５期介護保険計画に高齢者福祉

の充実を盛り込むべきではないか。 

 １点目、要介護高齢者が質の高いサービスを利用

できるよう、町として、実態調査等、把握はできて

いるか。 

 ２点目、特養については、恒常的に待機者が何人

かいる状況にあるが、現況のまま推移していく見通

しなのか。増床または民間事業者等を受け入れる計

画等、将来の方向性を示すべきではないか。 

 ３点目、高齢者の住まいという視野に立った整備

で、福祉・医療・地域の連携による地域包括的なケ

ア施設が必要と考えるが、この３点について伺いま

す。 

 ２項目めは、社会教育総合センター、保健福祉総

合センターを飲食できるように見直してはどうか。 

 社会教育総合センターと保健福祉総合センターに

ついては、規則で所定場所以外で飲食しないことと

なっているが、協働のまちづくりを推進する上で、

住民会での使用回数も多く、会館を持たない住民会

が使用しづらいという多くの声があるが、こういっ

た規則を見直しして、飲食を伴う会場に変更し、住

民が使い勝手のよい施設にすべきではないか。 

 ３項目めは、少子化対策として不妊治療者へ町独

自の支援を。 

 子供を産みたいということで不妊治療を受けてい

る方は、医療保険が適用されず高額の医療費がかか

る。配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成

するなど、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため

に、これらの一部を町独自で助成するなどの支援を

町としては考えられないか、町長に伺います。 

 第４項目めは、防災・減災対策の推進について。 

 東日本大震災で多くの犠牲者を出し、今なお行方

不明者や避難所暮らしの方が大勢おられるわけです

が、上富良野町も自然災害に対応できる災害時要支

援者施設や避難場所、避難路の保全、山地災害の未

然防止、水防拠点の整備、防災公園の整備・促進な

ど、防災・減災対策を推進し、地域社会の安全・安

心を確保することが必要であると考えるが、これら

の対策の強化についてどのように考えておられる

か、町長にお伺いいたします。 

 次、５項目めは教育長にお願いしたいと思いま

す。子供のアレルギー対策について。 

 アレルギーを持つ子供が増加している傾向が見え

るが、国では学校向けアレルギー疾患取り組みのガ

イドラインが出されているが、それらの導入はされ

ているか。また、学校では、アレルギー疾患対策は

どのような指導をとっておられるのか、お尋ねした

いと思います。 

 ６項目め、指定管理者制度の今後の導入と管理運

営について。 

 町では、吹上温泉保養センター、日の出公園、

オートキャンプ場、見晴台公園、町営スキーリフ

ト、パークゴルフ場、６つの施設について指定管理

者による管理の導入を図っているが、当初は経費が

節減されるということであったが、利用者の増減や

光熱単価による経費削減の効果を分析するのは困難

ということであるが、今後の導入については、民間

企業が参入しやすい条件整備を進めるべきであり、

運営については、外部の専門家や利用者である町民

を審査委員会に積極的に導入するなど、評価、結果

を公表すべきではないかと考えますが、町長、いか

がお考えでしょうか。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず１項目め、第５期介護保険計画に関する３点

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の要介護高齢者の実態把握について

ですが、毎年、民生委員の方々の御協力を得て、６

５歳以上の高齢者を対象に実態調査を行っているほ

か、介護が必要な高齢者の方々へは、地域包括支援

センターのほか、居宅介護支援事業所のホームヘル

パーの訪問調査で、その実態を把握するよう努めて

おります。 

 本年度は、６月末までに民生委員の方々による高

齢者実態調査を実施しておりまして、その調査を終

えた後に掘り下げた調査を行う予定であります。 

 ２点目の特別養護老人ホームに関する御質問と３

点目の介護関連施設に関する御質問につきましては

関連がございますので、まとめてお答えさせていた

だきます。 

 初めに、特別養護老人ホームの状況についてです

が、現在のラベンダーハイツの待機者は、いずれの
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方も病院や他の施設に入院・入所されているか、在

宅であってもショートステイを利用されており、差

し迫って入所を必要とされている待機者はいない状

況にあります。 

 今後の待機者の見通しにつきましては、徐々に増

加するものと見込んでおりますが、国の次期介護保

険制度見直しによる在宅サービスを中心とした基本

的な考え方に沿って、各種介護保険サービスを展開

してまいりたいと考えているところであります。 

 また、特別養護老人ホームの増床については、第

５期計画の期間中となる平成２４年度から平成２６

年度までの間に増床する考えは現在のところ持ち合

わせておりませんが、要介護者の推移を見て、将来

の方向づけをしてまいりたいと考えております。 

 しかし、その一方で、介護保険料の負担感に関す

る課題もあることから、両立した中で対応を図って

まいりたいと考えております。 

 また、中間施設として、高齢者が地域で自立した

生活を営めるよう、在宅での通いや訪問、泊まりの

サービスが提供できる地域密着型の小規模多機能型

居宅介護や認知症対応型のグループホームの整備な

どは重要な課題と受けとめており、第５期介護保険

計画の中で、このような地域包括ケアシステムを進

めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、２項目めの社会教育総合センター、保健福

祉総合センターにおける飲食についての御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、保健福祉総合センター、いわゆる「かみ

ん」は、平成１６年１１月に町民の健康づくり、生

きがいづくり、幸せづくりを目的に開設いたしまし

た。 

 オープン当初は、教養娯楽室と調理実習室を除

き、室内での飲食は原則禁止としておりましたが、

住民会のふれあいサロンの実施による昼食場所や会

議、会合の際にお弁当を食べる場所がないと利用者

から飲食場所の緩和を求める声が多く寄せられまし

たことから、平成２０年４月より、各部屋の床材や

構造、部屋の配置、衛生面を考慮して、１階の多目

的ホールとプレイルームを除いて飲食を可能とする

よう取り扱いを改善しております。 

 多目的ホールにつきましては、可動席を使用した

場合、機械装備類が多く、故障の原因になる可能性

もあることから禁止しており、可動席未使用の場合

のみ、ひとり暮らし高齢者のふれあい昼食会や住民

会のふれあいサロンなどの行事にも利用できるよう

改善を図っております。 

 また、社会教育総合センターにつきましては、ア

リーナと視聴覚室以外は飲食可能としております。 

 なお、両施設ともアルコール類を伴う飲食につい

ては認めておりませんので、セントラルプラザや公

民館等を利用していただくようお願いいたしており

ます。 

 次に、３項目めの不妊治療の費用に対する町独自

の助成についての御質問にお答えいたします。 

 委員御発言のとおり、体外受精や顕微授精等の特

定治療につきましては、医療保険が適用されず高額

の医療費が自己負担となっております。 

 その負担を減らすために、北海道において１回１

５万円、計１０回までの助成が実施されており、町

におきましても、毎年、複数の方が助成を活用し、

不妊治療に取り組んでおります。 

 少子化対策として、町独自の支援をとの御意見で

すが、現在、町におきましては、総合的な少子化対

策を策定しており、不妊治療費の支援につきまして

は、今後、実態を把握させていただき、研究検討課

題の一つとしてとらえていきたいと思いますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの防災・減災対策の推進について

の御質問にお答えいたします。 

 地球温暖化による影響は、議員も御承知のとお

り、当町におきましても、局地的な集中豪雨による

農業被害、土砂災害がふえてきている状況にありま

す。当町の防災対策も十勝岳噴火災害の対応だけで

なく、時代の変化に対応した防災の取り組みが必要

と考えているところであります。 

 今後の当町の地域防災計画につきましては、関係

省庁などと連携を図り、助言、指導をいただきなが

ら、不断に必要な見直しを加え、より精度の高い防

災計画としていくことで、さまざまな災害から住民

を守り、安心・安全のまちづくりを推進していくこ

とが重要であると考えております。 

 また、本年４月には、防災士１名を配置して防災

対策を推進しており、地域講習会などを開催し、防

災と福祉の連携を図りながら、情報共有と実践的な

訓練を実施し、さらに防災意識の向上を図って、災

害に強いまちづくりを進めてまいりたいと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、６項目めの指定管理者制度の今後の導入と

管理運営についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 指定管理者制度は、公の施設の管理に関して、多

様化する住民ニーズへ的確に対応するため、民間事

業者等の能力やノウハウを幅広く活用することが有

効との考え方から、平成１５年の地方自治法の改正

により、それまでの管理委託制度の廃止によって創

設されたものであります。 

 町では、平成１８年度から、白銀荘、日の出公
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園、オートキャンプ場、スキーリフト、パークゴル

フ場の５施設と、平成１９年度から見晴台公園を合

わせて６施設について、町内の３法人が指定管理者

として管理運営を行っております。 

 これら施設の管理経費を指定管理者制度導入以前

と比較しますと、一部経費の縮減効果も見られ、ま

た、本来の制度目的である施設サービス向上という

面においても、利用者ニーズに柔軟な対応が図られ

ていることなど、着実に効果が上げられているもの

と受けとめております。 

 次に、指定管理者の選定についてですが、原則公

募により選定しているところであります。 

 その申請資格には、地域の雇用や経済振興につな

がるよう町内に事業所等を有する法人等としている

ほかは、特別の条件はありませんが、これまで公募

に応じる事業者数は少ない現状にあります。 

 今後においては、制度目的がより有効に達成でき

るよう、町内の民間事業者等が積極的に申請参入さ

れることを期待しているところであります。 

 また、指定管理者の選定の手続にあっては、課長

職による選定委員会を設置しておりまして、これま

で外部委員をお願いしたことはございません。外部

委員の登用につきましては、利害関係のない大学教

授や税理士といった専門家を登用している自治体の

事例もありますので、今後の研究課題とさせていた

だきますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ５項目めの子供のアレル

ギー対策についての御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 議員御指摘のように、近年、児童生徒を取り巻く

生活環境の変化や疾病構造の変化などに伴い、児童

生徒におけるアレルギー疾患の増加が見られており

ます。 

 すべての児童生徒が安心して学校生活を送ること

のできる環境づくりを目指し、平成２０年６月に出

された学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイ

ドラインに沿って取り組みを行っているところでご

ざいます。 

 ガイドラインに沿った学校生活で求められる配慮

や管理などの内容としては、１つ、プール、スキー

授業も含めた体育授業や休み時間などの運動、２つ

目は、遠足や長時間の野外活動や行事、３つ目に、

花粉や校外清掃などほこりの舞う環境での活動、４

点目に、動物との接触を伴う活動、５点目に、修学

旅行や宿泊研修など宿泊を伴う校外活動、６つ目

に、食物や食材を扱う授業や活動、７つ目に給食な

どなどであります。 

 以上の事業活動や食べ物などがアレルギーを引き

起こす原因と密接に関係するため、新学期開始時に

おける健康調査、健康診断や保護者からの申し出な

どで児童生徒の実態把握に努め、教職員間の情報共

有を図った上で、十分注意して教育活動を進めてお

ります。 

 また、教育委員会といたしましては、子供の危機

管理初期対応マニュアルを作成し、食物アレルギー

の発生時に的確な緊急対応が図れるようになってお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） この後の再質問につきまし

ては、昼食休憩後にしたいと思います。 

 昼食休憩といたします。 

 再開は１時から再開したいと思います。 

────────────────── 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 午前中に引き続き、会議を

再開いたします。 

 午前中、村上和子君の質問並びに理事者の答弁が

ございましたので、村上和子君、再質問ございます

か。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） １項目めの再質問させてい

ただきます。 

 １点目の６５歳以上の要介護高齢者の実態調査

は、民生委員さんの方が調査後ということでござい

ますので、その後、御報告をいただくことで、よろ

しくお願いしたいと思います。しっかり詰めていた

だきたいと思います。１点目のところは答弁要りま

せん。 

 ２項目めの２点目の特養については、この第５期

介護保険計画では平成２４年度から２６年度まで、

全くこのままということなのか。計画の中には盛り

込まれておりませんけれども、このままでいくとい

う考えなのか。 

 また、町長は、要介護者がふえた場合には、推移

を見守ってということでございますけれども、そう

した場合は、計画がなくても、老朽化しております

ので、建てかえとかということはお考えになるのか

どうか。私は、この計画がないところには物事始ま

らないと思うのですけれども、今、将来の方向性を

見出すべきではないかと思いますけれども。 

 それと、向こう３年間の間に、町はこのままでい

くと、計画に盛り込まないということになると、こ

の間に民間業者の方が特養をつくりたいと、参入し

たいとかということになった場合には、町としては

どのような対応をお考えになるのか。 
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 それと３点目の地域包括的なケア施設について

は、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型のグ

ループホームの整備については重要と考えておられ

て、第５期の介護保険計画の中で地域包括ケアシス

テムを進めていくということで理解したいと思いま

す。 

 こちらについては、これももし町が主体でなく

て、ＮＰＯ法人なり社会福祉協議会等がということ

になりますと、委託等も視野に入れてお考えになる

のかどうか、質問したいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員の御質問にお答え

をさせていただきますが、まず、特別養護老人ホー

ム等の施設介護につきましては、５期計画の中では

具体的なハードの整備は想定しておりません。さら

に、仮にこの５期計画の計画期間内に民間業者等が

参入を希望されたりという事態につきましては、こ

れは富良野圏域全体で、北海道が関与いたしまし

て、この圏域でどの程度入所施設が必要かという見

通しを立てますので、その中で、ただビジネスサイ

ドで設置をされるというようなことは、これは一定

の枠がかけられておりますので、そういった無秩序

な整備というものは行われないような仕組みになっ

ているというふうに聞いておりますので、それらの

計画につきましても、５期計画に反映できるよう

に、富良野圏域としてもそういう将来推計を立てる

というふうに伺っておりますので、反映できるもの

と思っております。 

 当面、５期計画の中では、施設整備をしなければ

ならないような状況は、現在のところ、町としては

想定していない状況でございます。 

 それから、中間施設についてでございますが、こ

れらについては、今、私の思いの中には、町が設置

主体となって設置するというような考えは持ち合わ

せておりませんが、現在幾つかのそういう事業者等

から将来の計画等、あるいは思い等についてお話を

伺っているような状況もございまして、これらにつ

いては、民間の事業者の皆さん方に、そういう地域

のニーズにこたえていただけるような環境はつくっ

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） まさにこれから超高齢化時

代を迎えておりますし、やっぱりお年寄りの方にと

りまして、地域で、住みなれた環境で、いろいろな

ケアがついている医療関係、いろいろなそういった

サービス、介護が受けられるサービスが総合的に受

けられるケア的なものを求めていらっしゃると思い

ますので、まさに高齢者にとっての最高の福祉にな

ると思いますので、これはもしそういう話があれ

ば、早急に取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、２項目めに移らせていただきます。 

 ２カ所の社会教育総合センターと保健福祉総合セ

ンターで飲食ができる施設に変更してはどうかとい

うことですが、かみんでは、多目的ホールとプレイ

ルームでは飲食ができません。これは１カ月に１

回、独居老人の給食サービスをしておりますが、こ

の場合は飲食はできます。それと住民会のふれあい

サロン、こういったものについても、そういうイベ

ントについてはできますけれども、あとのふだんの

住民会なんかで使用する場合には、この多目的ホー

ルと、それとプレイルームでは飲食できませんの

で、そこのところを申し上げているので、社会教育

総合センターもアリーナと視聴覚室ですか、そこは

飲食だめだというのですけれども、そこを飲食可能

に、もっと使い勝手のいいものにしてほしいと。こ

れは住民からもかなり希望がありまして、飲食を伴

うものは公民館とかセントラルプラザがあるとはい

いますけれども、大町でも旭町でも、住民会館を

持っておりませんので、やっぱり住民が、協働のま

ちづくりを掲げるのであれば、集まる回数もふえて

おりますので、そこのところを、所定というところ

を、４カ所を、飲食を可能な場所にしていただけな

いかということを申し上げているのです。 

 これまた、社教と「かみん」につきましても、こ

の場所で飲食をしてはいけないというのは、一番の

理由は何なのでしょうか。お尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） まず、かみんの多目的ホー

ルにつきましては、現在、目的を定めた行事につい

て御利用いただいて、飲食を許可している状況でご

ざいます。また、一方、プレイルームにつきまして

は、これは利用者がお子様が主体でございますの

で、こちらのほうは、やはり飲食というのは、私と

いたしましては、好ましいことでないということ

で、こちらのほうは子供さんの居住環境と申しま

しょうか、遊ぶ環境をやはり主体と考えております

ので。 

 多目的ホールの可動席を使用していないときの利

用につきましては、ただいま村上議員のほうから、

ふれあいサロンのようなものというようなお話もご

ざいました。それがそこを使用しなければできない

ような大人数の会合ということになって、さらに昼

食というような、そういう場面につきましては、そ

の時々でどうしてもほかに代替施設がないとすれ

ば、それは一考する必要はあると思いますけれど
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も、制度として、仕組みとして、そういうものを位

置づけるということは、まだ今のところ考えており

ませんので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 一つには、人数によるとか

というお話で、その時と場合によるような感じを今

町長からいただきましたけれども、規則にちょっと

所定の場所と書いてありますので、そこら辺をもう

ちょっと柔軟に書いていただけないかなと思うので

すよね。 

 そういったところで、アルコールはもちろん論外

でございます。アルコールはいたしませんので、お

弁当とかというのは食べられるような状況にぜひし

ていただきたいと思います。 

 それでは次、３項目めの少子化対策としての不妊

治療の町独自の施策をお願いしたいというところで

ございますけれども、上富良野町も、５年ぐらい前

は１４０人ぐらい出生いたしておりました。今、１

００人を割り込みまして９２人。先ほど厚生常任委

員会の委員長のほうから御報告がございましたが、

第１子が平成２２年度は３１人だと。３１人しか生

まれていないと。今までの状況と全く半分以下だ

と。こういうような状況がありまして、なかなかお

子さんを持ちたいといいましても、なかなか生まれ

ない。今、晩婚化の傾向ですし、やっぱりどうして

もそんな中で子供を持ちたいということで、一生懸

命不妊治療をやられている方が何人かいらっしゃい

ます。 

 それで、体外受精ですと３０万円から５０万円ぐ

らいかかりますので、何か、道から、１回１５万円

で１０回、１５０万円のような感じに受け取られま

すけれども、これは、２年ぐらい前は１治療で１０

万円だったのです。今回、平成２３年の４月１日か

ら１５万円に５万円上がったのです。１年に２回

だったのが今度３回まで助成をされるということ

で、それでこの一、二年の間にそういう治療費の助

成が５万円上がっていますから、私が申し上げたい

のは、こういった方は御夫婦の収入を合算して７３

０万円以上の方は全くこの助成の該当になっており

ません。それから、病院は知事の指定した病院、こ

れは富良野にありません。旭川の森産婦人科とみず

うち産婦人科と旭川医大、３カ所でございます。そ

こへやっぱり通わなければいけませんし、それか

ら、病院とかは変えることはできませんけれども、

申請もそうですね、それも変えることはなかなか難

しいかもしれませんけれども、こうした今、お子さ

んの出生率も第１子が非常に落ち込んできておりま

すし、不妊治療をされていらっしゃる方に高額なお

金がかかりますので、３回だったら１回回数をふや

してあげるとか、それから、旭川へ行かないと、ど

うしても指定病院でないとだめなものですから、そ

の交通費ですとか、そういったことを町で、回数を

１回ぐらいふやしてあげるとか、そういったことは

考えていただけるのではないかと思うのですけれど

も、これにつきましていかがでしょうか。お尋ねし

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 不妊治療に対する町独自で支援制度をというよう

なお尋ねでございますが、議員と全く少子化問題に

対する認識は同じでございます。私といたしまして

も、やはり一人でも多くの方がお子様を産んでいた

だいて、かつてのようなにぎわいのある町にしたい

というのは、全く同感でございます。 

 一方で、そういう思いを持ちながら、なかなか子

供を持てないという方がいらっしゃる事実も把握し

ているところでございます。上富良野町におきまし

ても、過去五、六年の経過を見ましても、十四、五

名の方がそういう治療をお受けになっているという

実態もございます。 

 また、北海道の制度も、今年度から助成が上積み

されまして、１年目のみでございますが、３回まで

認められているところでございまして、２年目以降

は２回というような状況でございますが、現場のほ

うにも、健康づくり担当のほうにも、上富良野の町

民の皆さん方の治療を受けられている実態、さらに

は、お聞きいたしますと、民間の保険等で一部そう

いうことに対応されている保険もあるというような

ことも伺っております。 

 そういったことで、上富良野の実態をもう少し研

究させていただいて、この少子化対策について、町

といたしましては少子化対策というのはトータルで

さまざまな仕組みを設けておりますが、今、議員お

説のこの不妊治療に対しても、非常に重要な課題だ

ということでは認識しておりますので、もう少しお

時間をいただいて、研究させていただきたいなとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 町長は、まさに子育て支援

にかなり力を入れていただいていまして、いきいき

妊婦応援の助成ですとか、それから出産一時金も即

対応していただきました。ちょっとお時間とおっ

しゃらないで、早速、考えていただきたいと思いま

す。それでは、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは４番目の防災と減災対策について質問し

たいと思います。 
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 ４月に防災士１名が配置されましたので、災害に

強いまちづくりを大変期待いたしております。それ

で、情報共有ということを御答弁いただきましたけ

れども、災害が起きたときは、携帯電話はかからな

い、メールの来るのも遅い。そういったときに、遮

断された場合に、結局そうなった場合に連絡システ

ムをどう考えるのか。情報が遮断されてしまった場

合、連絡システムをどうするのか。それと地域講習

会をいつ予定されているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

 今回、東日本大震災で本当に多くの方が犠牲にな

られまして、私たちも被害者の暮らしをみずからの

身に重ねて考えているところでございますが、それ

らについてちょっとお尋ねしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員の防災に関します

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、情報共有につきましてですが、私が情報共

有を図ってというお答えをさせていただいておりま

すが、これにつきましては、防災に対するさまざま

な町の取り組み、あるいは意識の向上、そういった

ものを住民の皆さん方と町とが同じ思いを持って防

災対策を進めようという意味の情報共有でございま

して、議員お尋ねの情報インフラを整備すると、そ

ういう意味で申し上げたわけではございませんで、

大変申しわけございませんが、そういう通信回線等

の、そういう意味の情報インフラにつきましては、

これは事業者のほうで、もちろん当然町も積極的に

発言はしてまいりますが、それはまたちょっとハー

ドの整備ということになりますと、次元が高い。

我々一自治体ではなかなか届かない領域もございま

すので、御理解いただきたいなと思います。 

 それから、防災の地域講習会につきましては、も

う既に防災士の方、あるいは担当者が出向きまし

て、それぞれ町内会あるいは住民会単位で取り組み

をさせていただいておりますことから、こういう活

動を通じて、さらに防災に対する意識の高揚を図る

とともに、やはり私の思いの中には、防災といいま

すと、どちらかというと、我が上富良野町におきま

しては十勝岳の防災対策というようなことを想定い

たしますけれども、もっと身近な、ふだん起こり得

る可能性のある、例えば火災ですとか、交通の災害

ですとか、そういったふだんの生活の中から災害を

防ぐ、そういうようなことも含めて地域の方々に防

災意識を高めていただきたいという思いで、講習を

既に進めている状況にございますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 要介護者施設なんかがない

のですけれども、弱者の方の、こういったことにつ

いてはどのようにお考えなのか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 弱者に対する課題、これ

は、実は課題でございます。基本的には、万が一災

害が発生いたしますと、特に避難等が必要な災害が

発生いたしますと、一時的にはそれぞれお近くの避

難所へ避難をしていただくというのがマニュアルで

ございまして、その後、災害弱者に対しましては、

それぞれ状況に応じて、医療がある程度できるとこ

ろが必要なのか、あるいは生活介助が必要なところ

が必要なのか、そういったさまざまなパターンが想

定されますので、それらについては、そういう機能

を十分に兼ね備えた、福祉の面を装備した避難所と

いうものは町では持ち合わせておりませんことか

ら、そういったことに少しでも近づける、フォロー

ができる避難所に避難をしていただくということ

は、マニュアルの中で定めてございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） それでは、次に行きたいと

思います。 

 ５項目めの子供のアレルギー対策についてです

が、国から示されたガイドライン７項目について、

教育活動を進めているということでいいといたしま

しても、特に７番目の給食ですけれども、今、何と

２２種類に及ぶアレルギー食品がありまして、中に

は食物全般、薬を飲んで給食を食べている生徒さん

ですとか、それからピーナッツは死に至る危険があ

るという方もいらしたり、それからアーモンドは

オーケーであるとか、それから、冷凍食品は全くだ

め、こういった方もかなりいらっしゃるので、給食

センターではアレルギー対応をしておりまして、南

富良野の給食センター、それから富良野の給食セン

ター、今、広域連合で自賄いといえども、こういっ

たアレルギー対応給食をしているのは上富良野だけ

なのですよね。ですから、今後についても、こう

いった広域での給食についても、アレルギー対策を

どうするかということもテーブルに乗せてほしいと

思うのですけれども、これだけアレルギー食品が多

いということになれば、給食についてもやっぱりア

レルギー対策をどうするかということも課題だと思

うのですけれども、その点、教育長はどのようにお

考えになるでしょうか。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ２番村上議員の御質問に
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お答えをさせていただきます。 

 食物アレルギー、今議員おっしゃいました２２種

類ではなくて、我々は２５種類という押さえ方をさ

せていただいております。一時、給食の献立メ

ニューに、最近ですけれども、その２５種類のもの

を記載させていただいて、御父兄にも周知をする。

当然そのことによって、子供たちのためにも、一応

こういうものが今回給食に出ますよということで周

知をしてございます。 

 そういう対応の中で、あと、この献立メニューを

つくることによって、各学校で健康カード等を御父

兄から徴収してございますので、そういう状況も学

校の先生と連携を合わせながら、その食べ物がだめ

であれば違うものを用意するという形で、今現在、

広域連合になってございますけれども、自賄いで

我々の上富良野給食センターについての動き方をさ

せていただいてございます。 

 今、御指摘のように富良野広域連合でというお話

は、今後の課題として、我々も広域連合の教育委員

会の中でまた協議をしていかなければならないとい

うふうに思います。 

 とりあえず、本町においてはそういう形で表示を

して、子供たちの安全、安心を確保しているという

状況で進めてございますので、御理解をいただきた

いというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） よろしくお願いしたいと思

うのですが、今、２５種類とおっしゃって、私２２

種類でもびっくりしていたのですけれども、大変ふ

えてきている状況にありまして、それで、どうなの

でしょうか、何か上富良野の給食センターでは、牛

乳をお茶に変えましたり、それから、そばは、かわ

るものがあるのですけれども、つくるところまでは

いかないというのですね。かわりのものをつくるわ

けにはいかないと、こういった話で、本当に薬を飲

んで食べている子もいて、どうしたらいいのかなと

思うのですけれども、牛乳をお茶に変えることはで

きたとしても、あとのものをつくるまではいかない

ので、そういったことに対しては、今後進んだ取り

組みはできるのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ２番村上議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 今、牛乳をお茶でということの対応は、献立メ

ニューの中である程度対応できますけれども、全体

の中で約１,０００名近く子供たちがございますの

で、特殊なそういう子供については、やはり御家庭

での管理という形になってくるのかなというふうに

思います。 

 とりあえず、先ほど言いましたように、献立メ

ニューを前もって御父兄等にも配付してございます

ので、そういう状況にまた合わせながら、なかなか

特質的な子供についての対応というのは、今の給食

全体の動きの中ではちょっと難しいかなという判断

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ６項目めの指定管理者制度

の今後の導入と管理運営につきまして再質問したい

と思います。 

 平成１７年度に指定管理者制度を導入したらどう

かということを私一般質問で申し上げまして、対応

はすぐ早く、平成１８年度に導入に至ったわけです

けれども、経費削減はちょっと今見えにくくなって

きていますね。当初はそういったことも節減される

ということだったのですけれども、なかなか見えに

くい状況があります。 

 選考委員ですけれども、課長職だけで選考委員で

すと、何となく身内だけの選定というところに町民

は見てしまうのではないかと思うのですけれども、

やっぱり町の課長職の方だけでだめとは言いません

けれども、何か私はちょっと身内だけの査定になっ

てしまうのかなという感じがします。 

 公募が大変少ないということなのですけれども、

やっぱりもうちょっと、大変不景気なときでもあり

ますし、地元の業者に取り組んでもらえるところは

取り組んでもらうような、今後についての指定管理

者制度についてはどのように考えておられるのか。

また、選定に当たっては、やっぱり外部の方を少し

入れていただくというようなお考えはできないもの

かどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員の指定管理者制度

についての御質問にお答えさせていただきますが、

指定管理者の選考に当たりましては、現在、課長が

対応しているという実態にございます。 

 この選考につきましては、定められておりますい

ろいろな要件を満たしているか、あるいは、住民の

サービスにこたえられるような事業計画がなされて

いるかというような基本的なことを審査させていた

だいているところでございまして、その前提には、

応募されます事業者の方がプレゼンテーションをし

ていただいているところでございますが、外部の方

を入れてその審査をというような部分につきまして

は、現在のところ、まだそういう複数の応募者がお

られないという実態の中で、そういうような検討も

現在しておりませんけれども、議員が今お話にあり
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ましたような、そういう要素も必要だということで

あれば、これはまた課長の中で、自分たちでそう

いった住民サービスに十分こたえて、しかも行政経

費が節約できるような、両立ができるような仕組み

が、今の選考の中で果たされているかどうか、検証

いたしますので、その上で必要であれば、また、そ

ういう手法も検討させていただきたいなと思ってお

ります。 

 この指定管理者制度、本来であれば、幾つもの事

業者が参入してくれれば、町のためにもいいのです

が、どちらかと申しますと、午前中にも企業会計の

報告にもありましたように、事業として果たして魅

力のある委託なのかどうかということも少しハード

ルの高いものがありますので、事業者の皆さん方に

事業として魅力を持っていただけるような、あるい

は事業として取り組んでみたいというふうに感じて

いただけるような、そういう仕組みのものにできる

かどうか、もう少し私どもも勉強しなければ、非常

に課題が大きくて見えづらいのですが、いずれにい

たしましても、町内でそういう参加してみたいとい

う気持ちになっていただくような素地はつくってい

かなければならないと思っておりますので、これか

らもまた、そういったことに関しましていろいろ考

えがありましたら、お聞かせいただければと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、２番村

上和子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 私は、さきに通告してあり

ます２項目につきまして、１項目めは町長に、２項

目めは教育長にお伺いいたします。 

 まず１項目めでありますけれども、東日本大震災

の教訓による町の防災計画の見直しを、でありま

す。 

 東日本大震災から早くも３カ月が過ぎました。被

災された方々に改めてお悔やみとお見舞いを申し上

げます。 

 そして、今なお現地で７万人規模の自衛官が生活

支援などの災害派遣に携わっています。町の職員も

３名のチームを組み、派遣されています。 

 この大震災によって、大正末期、昭和初期とも言

いますが、十勝岳噴火による泥流災害を経験した町

といたしまして、今回の大震災から想定する地震被

害を含めた災害対策への関心が町民の間で非常に高

まっているものというふうに思われます。 

 道新６月１日の夕刊によりますと、高橋知事は、

大震災を経て想定外という言いわけは通用しなく

なったと述べられ、日ごろから不測の事態に備える

必要性を指摘されました。チーム道庁としての総合

力を結集し、道民の生活を守るという使命感を共有

しなければならないと、強く自分の意思を表現され

て訴えております。 

 そこで、この大震災を経て、あるいは高橋知事の

発言を受け、町の防災について、どう取り組むの

か。高橋知事ではありませんが、もはや想定外でし

たという発言は許されません。そのためには地震や

火山噴火による泥流など、あらゆる災害による被害

想定を再検討することが肝要であります。すべての

シナリオを予測して安全対策をとることは難しいか

もしれませんが、できる限りの見積もりを行う努力

が求められていると思います。 

 町の防災にどう取り組むのか、そして、上富良野

町地域防災計画などの計画の見直しについての町長

の考えをお伺いいたします。 

 続きまして、２項目めでありますけれども、放課

後子どもプラン事業の利用時間の便宜を、でありま

す。 

 町の教育委員会では、教育目標の一つである「豊

かな心と健やかな体を養い、感性を豊かに支え合う

意識を育てる」を推進するため、文部科学省が推進

している放課後こども教室推進事業（放課後スクー

ル）と厚生労働省が推進している放課後児童健全育

成事業（放課後クラブ）を平成１９年度から実施し

ています。働くお父さん、お母さんにとって非常に

ありがたくうれしい事業であろうと私も思っており

ます。 

 ところで、今回の東日本大震災において、多くの

自衛官たちが災害派遣に出動いたしました。そうし

た中で、新１年生に関することでありますが、入学

式から４月１３日の給食開始までの４日間、下校指

導により、先生が自宅近くまで送ってくれて保護者

に受け渡すという学校施策、思いやりの施策とも言

えると思いますが、そういう制度がありますが、そ

の間は、放課後クラブでは逆に面倒を見てもらえ

ず、災害派遣に夫が派遣されている女性自衛官たち

は休める状況ではなく、子供を受け入れることがで

きず困っていました。 

 町は、その現状を承知するや否や、今回は放課後

クラブに自衛隊家族は４日間全部、さらに、その他

の家族も４日間のうち２日間は預けられるという迅

速な対策を講じていただきました。利用された新１

年生の家庭も多かったのではないでしょうか。自衛

官に限らず、仕事絡みで困っているお父さん、お母

さんが本当に多いのが現状であるというふうに伺っ

ております。 

 そこで、１点目の質問でございますが、今回だけ

の特例ではなく、下校指導期間も放課後クラブに預
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けられるよう、来年度以降もさらにこれを充実さ

せ、永続させるべきではないかと考えていますが、

いかがでしょうか。 

 ２点目ですが、土曜日と夏休み等、冬休み、春休

みなどですが、長期の休みの際の放課後クラブにつ

いてですが、９時からしか預けることができず、９

時からという時間では既に仕事が始まっている時間

帯であり、とても困るというお母さんたちも多いの

であります。８時少し前から預けられるように改善

すべきと考えています。安心して子育てができる環

境づくりのためにも大事だと思いますが、いかがで

しょうか。 

 ２点について教育長にお伺いいたします。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番今村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの防災計画の見直しについての御

質問にお答えさせていただきます。 

 当町の防災計画は、町とともに町民及び事業者が

全力を挙げて、町民の生命・財産を災害から守るこ

とを目的に策定されており、最近では、平成１７年

３月に上富良野町防災会議の承認を得まして、一部

修正を加え、現在に至っております。 

 当町の防災対策につきましては、十勝岳噴火災害

に重点を置いておりますが、今後は地震や風水害な

どの自然災害に加え、時代変化に伴う新しい災害の

発生も想定されることから、それらにも対応できる

よう不断の見直しを図っていくことが必要と考えて

おり、あわせて、村上議員にもお答えさせていただ

きましたように、地域住民の防災意識を高めていく

ことも極めて重要な課題と考えているところでござ

います。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ２項目めの放課後子ども

プラン事業の利用時間の便宜を、の２点の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 上富良野町教育委員会では、子供たちの放課後に

おける安心・安全な居場所として、平成１９年度か

ら放課後スクール及び放課後クラブを開設しており

ます。 

 異なる学生での集団遊びとして放課後スクールを

実施しておりますが、６月１０日現在、１３７名が

登録しております。また、就労している保護者に対

する留守家庭児童対策である放課後クラブには、８

７名の登録であります。 

 １点目の質問であります、１年生の下校指導期間

における放課後クラブの利用についてであります

が、小学校入学後の登校、下校は、校外指導におけ

る学習活動であります。 

 特に、下校指導は、児童が自宅または緊急避難宅

へ下校するに当たり、先生方と道順を確認しながら

交通安全などを学習するものであります。 

 次年度の下校指導期間については各学校で日程に

ついて検討してまいりますが、児童の安全教育の学

習としての意義を十分に保護者の皆様に御理解をい

ただくことで、本年の特例を次年度に制度化するこ

とは考えておりませんので、御理解をいただきたい

と思います。 

 次に２点目の質問であります、学校休業日におけ

る開設時間についてですが、保護者の出勤時間に対

応するため、指導員を開設準備として開設時間前に

配置しております。開設時間については、登録者の

就業状況と利用状況を十分把握し、放課後子どもプ

ラン事業運営協議会の意見を伺いながら、今後、前

向きに検討してまいりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） まず、１項目めにつきまし

て、町長にお伺いいたします。 

 その前に、前向きな回答をいただいたろうという

ふうに思っているのですけれども、私の質問も抽象

的な面もありますので、答弁も抽象的になっている

と。具体的なところも確認していきたいというふう

に思っています。 

 それで、まず高橋知事も言われました、想定外と

いう言いわけはもう通用しなくなったと言われてお

りますが、この点について町長も同じ考えなのか、

違うのか、ここをまずお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の再質問にお答え

させていただきます。 

 知事が述べたというふうにお話しされております

想定外ということにつきましての言葉の定義につき

ましては、それぞれ思いがあって述べられているこ

とと思いますが、私といたしましては、防災計画上

の、私どもが策定いたします、自治体として策定い

たします防災計画上の想定というのは、これは、言

葉といいましょうか、想定という意味を用いて想定

をさせていただいておりまして、想定外というこ

と、この私どもの一自治体の範囲の中での防災計画

を立てる中で、あるいはふだんの防災について、想

定外ということは、私といたしましては、どういう

ようなことをもって想定内、想定外というふうに分

けるかという、そういう状況は、今のところ私とし

ては想定できませんので、お答えのしようがないと

いう状況でございます。 
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○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） よくマスコミでもたたかれ

ましたよね。東日本大震災、まさかマグニチュード

９.０の地震が発生しないだろうと、学者もみんな

そう思っていたのですよ。それが起きた。それが想

定外ですよ。そういうことを考えてもう一度答えて

ください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 先ほども申し上げましたけれども、このたびの

３.１１のような大きな災害、それらにつきまして

は、それが学術的に想定できたものか、できなかっ

たものか、それは私はそこまで判断する知識も持ち

合わせておりませんが、私といたしましては、自治

体を預かる者といたしましては、そういう想定、想

定外というものの定義については、これは私どもが

判断することより、むしろ学者だとか、そういった

方々が客観的に判断していただいて、それに基づい

て私どもが対応、対処するということが一般的には

行われている形ではないかというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 私もそう思いますね。だか

ら、そういったいろいろな専門的な方から意見を聞

いて、想定外というものを研究したいということだ

ろうというふうに思います。 

 何といいますか、ちょっとこの話をすると、大正

末期の泥流時が非常に悲惨な状況だったですね。し

かし、過去１２００年ほどをさかのぼった統計によ

ると、もっとひどい泥流が発生している可能性があ

るでしょう。この上富良野町の中でも、１０何メー

トルの泥流が積もっているところあるでしょう。そ

れを考えると、大きな泥流が発生している可能性は

極めて高い。それらを地質調査なり何かして、調べ

るということが想定外をつくらないことだと私は思

います。 

 例えば泥流の話ですよ。地震でも何でもあると思

いますが、泥流については、過去に、大正末期の泥

流よりもっと大きな泥流が発生している可能性とい

うことについては、町長どうお考えですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 多分、そういう大正１５年の泥流を超える、十勝

岳噴火に伴う泥流というものは、私も確たる知識は

持ち合わせておりませんけれども、多分あったであ

ろうということは推測できます。しかし、有史以前

に、さらに地球が誕生してから、そこまで視野をも

し広げるとすれば、到底私の知識の及ぶ範囲ではご

ざいません。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 言われるとおりだと思うの

ですね。今の防災計画ですね、十勝岳総合防災訓練

の想定は、大正末期の泥流規模を想定してつくられ

ているわけですよね。だから、それを見直すことも

やっぱり考えないといけないと思うのです。もっと

大きな泥流が発生している可能性もあるのですか

ら、そういうことを申し上げているのです。 

 平成１７年３月に防災会議の承認を得て、一部修

正を加えた防災計画というのは現在できておりま

す。そして町長は、地震や風水害などの自然災害に

加えて、時代変化に伴う新しい災害の発生も想定さ

れると、こういうこともおっしゃっております。と

いうことで、この平成１７年の防災計画の、具体的

にどこが不備な点だというふうに町長はお考えです

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきますが、平成１７年に策定されてお

ります防災計画につきましては、どういったところ

が不備で、あるいは、どういったところが時代に対

応していないかと。それから、当然経年変化もござ

いますので、町の施設等の整備、あるいは道路、上

下水道等の整備も変わってきておりますので、時代

に即しているか。あるいは、先ほど今村議員御発言

のような十勝岳に例えれば、噴火災害の大正１５年

に照準を合わせていることが、それが今の科学的な

判断から妥当なのかどうか、そういったことは当然

学者の皆さん方にゆだねなければなりませんけれど

も、そういったことの見直しが必要な部分もあるで

しょうし、どこが見直しを必要なのかということ

も、これは私ども、町の中ではすべてクリアできな

いこともございますので、さまざまな方々から御意

見をいただきながら、あるいは御指導をいただきな

がら、まずどういう見直しが必要か、あるいはどう

いうところが欠如しているかということをしっかり

と今検討しようということは、もう我々内部では

しっかりと気持ちをそこへ向けておりますので、早

速そういう方向へ向かって作業を進めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。検討してい

ると。そういうお話もちょっとお伺いしたことある

のですね。 

 ただ、町長がやっぱり方針なり構想を示さない

と、具体的に何をやっていいか、無駄な作業になる

可能性がありますよね。だから、これとこれについ
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て検討せよとか、そういった担当課長等、担当者の

方に何か示されたことありますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきますが、私の頭の中で描いておりま

すのは、まず、先ほど来から議員お話の、どういう

ような災害を上富良野町の計画の中で位置づけして

いくかと、そういう技術的あるいは学問的な部分に

ついては、それぞれ専門の機関なり、学者の皆さん

方にまずゆだねる部分だと。私どもは、そういう想

定に基づいて災害が発生した後について、これは自

治体として対応をとるということが位置づけられて

おりますので、むしろ、そういう災害発生後に少し

でも被害を減少させる、そういう仕組みづくりが私

ども町の責務だというふうに考えております。そう

いう切り分けをしながら作業を進め、さらには、村

上議員にもお答えさせていただきましたけれども、

まずお一人お一人の住民の皆さん方に、防災という

ものに対する認識をしっかりと持っていただくとい

うことも一つの大きな作業だと思っていますので、

そういうすみ分けをしながら、しっかりとした防災

計画を樹立したいということで、既に動いていると

ころでございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 不断の見直しを図っていく

ことが必要と考えていると、ここが答弁された内容

では非常に重要な箇所だと思われるのですね。不断

というのを、先ほどどんな言葉かなと考えていまし

た。絶え間なくという意味だろうと思いますね。絶

え間なく見直しを図っていくように考えているのだ

と。これでよろしいですかね。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 不断の見直しを図っていくということは、私、そ

のような認識を持っております。先ほど、繰り返し

になりますが、村上議員のときにも少し触れさせて

いただきましたけれども、気象災害のようなゲリラ

的な集中豪雨というものの経験は、少なくともここ

近年はなくて、最近とみにそういうような傾向も見

られると。そういう時代変化、気候変化、あるいは

文化の発達に応じて今までに経験なかったそういう

災害も現実に発生しておりますので、そういうこと

で常に防災計画の中にそれらがしっかりと反映され

ているかどうかということは、期限を切らずに常に

見直すという姿勢で臨んでまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 私も一番先に言いましたよ

うに、すべてのシナリオを想定して対処を考えてい

くというのは非常に難しいと思うのですよね。その

努力をやることによって、それを積み重ねることに

よって、前回気がつかなかったやつがまた出てくる

かもしれないですね。ぜひ、そういったことをやっ

ていってほしいと思っているのですけれども。 

 町長、今週末に被災地に行かれまして、いろいろ

町の防災計画の見直しに関する教訓事項等をつかん

でこられると思うのですけれども、これは町長でな

くてもよろしいのですけれども、町長であれば、お

れはこういう着眼を持っていくのだと、着眼を言っ

ていただきたい。あるいは、副町長とか担当課長が

答弁されるのであれば、私は町長にこういう建議書

にして着眼をお示ししましたということについてお

伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 今週末、石巻のほうへ防災の実態について勉強さ

せていただくために出かける予定をしております

が、私はもちろん、この上富良野町におきまして

は、今回のような大津波による災害というものは非

常になじまないというふうに、むしろ私が今回注目

しておりますのは、現地に職員が派遣されておりま

すが、その職員から都度報告いただいている中で、

住民の皆さん方と役所の中のコミュニケーション、

あるいは情報共有、そういったものが非常にきちっ

と確立されていないがために、仮設住宅の入居等が

非常に手間取っていると。しかも、スムーズに進ん

でいないと。そういうような報告を受けております

ので、そういう災害が発生後に役場としての機能を

どうやってしっかりと保つべきかと、そういったこ

とに力点を置いて勉強させていただければなという

ふうに考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。いろいろ考

えておられると思います。私が提案するのも老婆心

的なところがあると思うのですけれども、先般の、

今月の１７日の新聞に、ボランティアについて載っ

ていました。阪神淡路の大震災、１９９５年です

か、このときボランティアを受け入れるボランティ

アセンターというものがほとんどなくて、せっかく

来られた人をどう振り分けていいかというのが全く

できなかったらしい。それを教訓にしてできてきた

わけですね。 

 そして今回の大震災で、宮城県の社会福祉協議会

によると、同県内では、震災前から全３５の社会福

祉協議会が自治体とボランティアセンターの設立、

運営について要綱などをつくり、ボランティアを受
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け入れる訓練を行ってきたということでございま

す。これはすごいと思うのですね。どういったこと

をやらなければいけないのか。右往左往、がちゃが

ちゃになると思うのですね。 

 この報道によって、私もこれ、多分正しいと思い

ますので、この上富良野町には防災センターあるい

は設立や運営のマニュアルというのはございません

よね。あるのですかね。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

いたしますが、ボランティア活動のセンターは備え

ておりますけれども、防災を意識した、そういった

取り組みに特化した仕組みは、町としては持ち合わ

せておりません。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） この報道によりましても、

大きなところでも、札幌、釧路、江別の３つしかな

いそうです。そして、この１０市町、ほかにもある

のですが、それを除いても、それぞれの市町村社協

でマニュアルをつくっているのは、千歳、日高管内

の日高町、胆振管内の真狩村ぐらいだというふうに

なっていますので、ないと思います。 

 この防災センターというのは設けないと大変だと

いうことをいろいろ書いてありますね。災害復旧に

ボランティアの力は欠かせない。災害後に受け入れ

方、あるいは受け入れ方法を検討していたのでは遅

く、混乱に拍車をかけることもあると。事前に災害

を想定した準備が欠かせないというふうに言われて

います。 

 また、訓練をやっているところが一つだけあるの

ですね、この道内に。ボランティアを受け入れた

り、あるいは被災者のニーズを把握したりする訓練

を行っているところが、釧路がやっていると。

ちょっと町か市か書いてございませんけれども、と

いうことです。 

 今後、このボランティアというのをいかに振り分

けたり運用していくかという、非常に大事になって

くる一つの要素だと思います。これはあらゆる災害

を想定するという話からまたちょっとずれた話で

す。そういうことでありますが、ひとつ、こういっ

たのも見てきていただければなと思うのですが、い

かがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 災害のときにボランティアの活動が非常に大きな

働きをするということは、私も新聞紙上、あるいは

報道等によって聞いているところでございまして、

また、実際、阪神淡路のときにそういう活動を中心

的になって取り組まれた方のお話も伺っておりま

す。非常に阪神淡路のときにはルールがなくて大変

だったということも聞いております。当然、ボラン

ティアの方々の働きというものは大いに期待をする

ところでございますが、町の防災計画の中で、そう

いったことも当然位置づけの一つとして位置づけな

がら、まず、すべてを一遍に完全なものを整備する

ことは大変ハードルが高いと思いますけれども、議

員お話のような、まず我々が想定できるところから

一つ一つ地道に、その計画の精度を高めていくとい

うことの中で、そのボランティアの皆さん方の仕組

みについても、そういう一環の中で、またしっかり

と位置づけできるような、これから一歩一歩踏み出

していきたいというふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 町長も今言われましたよう

に、町の防災計画にもボランティアのことはうたっ

ているところがあるのですね。例えば風水害対策編

でありますけれども、第１６節にうたわれていま

す。あと、同じ風水害のところに要支援者のボラン

ティアの件が出てきております。非常に考えておら

れるなという感じはしました。次、火山災害、これ

らについても、この風水害と同じ内容だよというよ

うな表記やら、あるいは違ったところにおいては、

これと全く同じようなやつですけれども、載ってい

るということでありますので、ぜひここもしっかり

煮詰めて、保健福祉総合センター、あそこが非常に

重要な役割を持ってくると思われますので、しっか

り上富良野町の防災ボランティアセンターというも

のを考えていただいて、その設立や運営のマニュア

ルを備えていってほしいなというふうに思っていま

す。 

 もう一つ、この防災関係で非常に気がかりなのは

耐震の話なのですね。いろいろあるのですけれど

も、これは学校の施設の整備基本方針の見直しとい

うことで、これは厚生文教常任委員会から前会出さ

れた資料ですから、皆さん見ておられると思うので

すけれども、文部科学省は公立学校の施設整備に関

する基本方針を見直すと。平成２７年度までの５年

間に全学校施設の耐震化を完了させる方針を決めた

となっていますね。５年間でやると。だから、これ

もう、そのうち通達か何か来てやらなければいけな

いようになると思います。予算もついてくると思う

のですけれども、そのほかに、東日本大震災で多く

の学校が避難所になっており、児童生徒、地域住民

の安全性確保の面から、耐震化のみならず防水槽の

準備ですね、あるいは食料などの備蓄倉庫、トイ

レ。これはトイレとしか書いてありませんけれど

も、身障者の方等もいろいろ避難してきますので、



― 34 ―

そういったバリアフリー的なトイレも考えなければ

いけないと思うのですね。そのトイレ、そして自家

発電装置、こういったものも防災機能の強化を図る

ために備えつけなさいというふうにもう言われてい

ますね。さらに、建物だけではなくて、天井材や外

装材などの強化も図りなさいというふうに言われて

います。 

 先ほど言いましたように、これは公立の小中学校

の話。ただし、実際に上富良野町を例にとってみま

すと、避難してくる場所はどこかと。公民館とか分

館とか会館とかいろいろ入っていますよね。ここの

耐震化もしっかり調べて、だめなところは早急に直

さなければいけないと思うのですね。先ほど言った

備蓄倉庫とかトイレだとか、発電機だとか、貯水槽

とか、そういうのも全部そうですよね。 

 その答弁と、それに対して町長はどう思っておら

れるのかというのと、私がやっぱり一番危惧するの

はこの庁舎なのですね。この庁舎は、いざ災害のと

き、司令塔になるはずなのですね。皆さん役場の職

員は恒常業務をやりながら、災害支援活動もやって

いかなければいけないということで、ここが耐震化

されていないと非常に困るというふうに思っている

わけです。ここの耐震化についてもあわせてお伺い

したいなというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 後先になりますけれども、この庁舎の耐震化につ

いては、耐震測定が終わっておりますので、庁舎の

耐震の数値については担当のほうからお答えさせて

いただきます。 

 それで庁舎の耐震は、私の報告を受けている範囲

でございますが、十分でないということは既に承知

しております。この庁舎を将来どういうふうに位置

づけていくかと。一朝災害が発生したときには、当

然ここが司令塔になるという機能を持っているとこ

ろでございますが、庁舎を耐震化するということに

対しますと、もう４０年も経過している施設でござ

いますので、これは非常に広く議論を交わして、そ

してしっかりとした方向づけのプロセスを経ないと

なかなか容易に私の思いだけではということにまい

りませんので、御理解賜りたいと思います。 

 それから、学校を含めて、おしなべて公共施設と

私は位置づけておりますけれども、とりわけ学校の

耐震化については、既に数値が示されておりますの

で、必要な対策は講じてまいります。これは進める

ように決定しております。 

 ただ、上富良野小学校が、実は改築計画を持って

おりますが、先ほど文科省の方針につきましては、

文科省としての思いを決めたということでございま

して、これが正式に法案を整備して、国の方針とし

て定まったという段階でございませんでして、これ

からいろいろ国会の中で議論を重ねて、先ほど今村

議員からお話しのありました防火水槽、あるいはバ

リアフリートイレ、あるいはさまざまな、発電機等

のお話もありました。そういったことについて、も

しそういう整備が求められるものでありましたら、

それは国の責任において、一定程度補われるものだ

というふうに考えておりまして、そういったことに

対する情報収集は積極的にしてまいりますし、少な

くとも上富良野小学校がそういう今の計画の中で防

災上も大きな位置づけを占めるということはしっか

りと認識しておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ６番今村議員の庁舎の

耐震化の関係につきまして、私のほうから若干御説

明申し上げます。 

 実は昨年の秋に耐震の実績が出まして、そのとき

に委員会等を通じて御説明申し上げましたが、いわ

ゆる耐震の数値につきましては、Ｉｓ値という形で

表現されますが、学校のような建物につきましては

Ｉｓ値が０.６以上という基準になってございま

す。また、防災の拠点となります、本部となります

庁舎等につきましては、それを１.５倍した数値が

基準値となりますことから、０.９が基準値となり

ます。 

 耐震の結果ですが、最低数値で言いますと、０.

１８程度という庁舎の状況になってございます。

今、学校の耐震を最優先として、平成２７年度まで

学校の耐震を計画してございますが、その遠くない

将来に向かって、これらの庁舎の改築等の計画も持

たなければならないなというようなことを今内部で

協議をしている最中でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。あらゆる公

共施設ももちろん大切ですし、大震災でありました

よね、庁舎がすべて大津波でさらわれて、そういっ

たことも想定しておかなければいけないのかなと。

この庁舎の耐震化というのも非常に私は大事だとい

うふうに思っております。 

 今、地震の話しているのですけれども、この富良

野圏域、上富良野も一部入っていますけれども、活

断層が結構発見されておりますよね。昔は２本ぐら

いだと言われていた。今７本ぐらいあるのではない

ですかね。そういったこともありますので、よく考

えてほしいのと、このほやほやの情報というのか、

この東日本大震災のとき、警察、消防、自衛隊、こ
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れ、連絡が全然つかなかったのです。無線の周波数

とか機材が違いますから。 

○議長（西村昭教君） 今村議員、済みません。質

問の趣旨から相当、具体的に言われていることはわ

かりますけれども、それている部分がありますの

で、もう少しもとの本題に入って簡潔に質問される

ようお願いいたします。 

○６番（今村辰義君） わかりました。本題にまた

フィードバックしまして、あと私が危惧しているの

は、この間も５月１１日、大雨が降りましたですよ

ね。こういった災害に対する備え、アメダス、マメ

ダスのマメダスは余りないですね。こういった設置

についてもどのように考えておられるのか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 観測機器の整備等についてのお尋ねだと思います

が、私も現在のマメダスにつきましては、農業関連

で設置されている観測機器というふうに聞いており

ます。気象庁と直結いたしますアメダスについて

は、役場の裏に１カ所というような状況だというふ

うに理解しております。 

 観測地点が少ないということは、私も全く同感で

ございまして、これは町が設置できるものではない

なというふうに理解しておりまして、それぞれ関係

機関に１カ所でも２カ所でも数をふやして設置でき

るように、ぜひ進言してほしいということは、あの

直後、指示しておりますので、すぐ整備されるかど

うかは非常に課題でございますけれども、そういう

認識はしっかりと持って、原課に伝えてありますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 続きまして、教育長にお伺いをしたいと思いま

す。 

 まず１点目の質問でありますけれども、放課後ク

ラブの利用についてであります。 

 結論は、目的からいってもやめることはできない

というようなことを言われました。ただ、困ってい

るお父さん、お母さんたちがいるということも御存

じだろうと思うのですね。そういった、町としては

問題点がある。町長もきのうも言われましたけれど

も、すべての人々に光を当てる施策をやりたいのだ

ということを言われました。そういったことを考え

ても、子供さんを下校指導ですか、その４日間、ど

うしても仕事を休めないで、家の近くで受け入れる

ことができないという方はおられるのですよ。だか

ら、そういう問題点は間違いなく現存するのです。 

 その目的ですね、校外指導における学習指導であ

ると。特に、下校指導は児童が自宅または緊急避難

宅へ下校するに当たり、先生方と道順を確認しなが

ら交通安全等を学習するものであり、これは大事な

ものであると。目的だと私思っていますね。ここ

は、意義と先ほど言われたと思うのですけれども

ね。 

 それと、その目的にフィードバックする、そし

て、こういう問題も現実にあるのだ。では、何かで

きないのかといいますと、私はあると思うのです

ね。実際にそういう下校指導をして、家の近くまで

連れていって道順を覚えさせるとか、交通安全を教

育する。その後、また放課後クラブに連れていけば

いいではないですか。どうしてもお父さん、お母さ

んが仕事を休んで受け入れることができなかった

ら。じいちゃん、ばあちゃんがいるところはいいで

すよ。いなくて、どうしても仕事を休めないという

方については、先生もまた学校に帰るのだから、一

緒に連れていって放課後クラブに預けたらいかがか

なと思ったのですが、どうですか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 まず、先ほどお話あった下校時の学習活動という

ことについては、御理解をいただけたかなというふ

うに思います。 

 先ほど交通安全のお話ばかりしてございますけれ

ども、やっぱり危険な場所ですとか、危険なもので

すとか、不審者ですとか、いろいろなもの、そんな

ときにはないと思いますけれども、そういう対応も

やはり学習の一環としての対応を図っていかなけれ

ばならない。 

 おじいちゃん、おばあちゃんがいらっしゃれば、

それにこしたことはない。それと、やはり一度家庭

に帰って、お母さん方に、やっぱり１年生、入った

ばかりですから、こういう状況であるということも

先生方とのつながり、そういうことも、地域と家

庭、学校と家庭のつながりというのも、我々として

も大切にしたい。短い期間ですけれども、そういう

対応を図っていきたいというのは一つのねらいだと

いうふうに押さえています。 

 それと、その後に放課後クラブに来たらよろしい

のではないかと。我々も受け入れることは全然構い

ません。でも、たまたま先生がそのまま連れていく

ということは、果たしてどうなのか。あくまでも家

庭に戻すのですから、家庭が放課後クラブに連れて

きて、そういう体制をとれれば、我々も指導員のほ

うに言って、こういう４日間なら４日間の中で放課

後クラブの対応をやりますよということは、我々と
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してもやることはやりますので、そういうシステム

になっていますので、そういうことは何も心配しな

いでいただきたいなというふうに思います。 

 たまたま先生がそのまま連れていくというのは、

ちょっとそこの部分の対応というのは、学習活動の

一つとして、送り迎えした時点で終了という形の対

応を図っていきたいというふうに思いますので、御

理解を賜りたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） ちょっと教育長と思いは同

じだけれども、かみ合っていないのですね。 

 私は、受け入れることができない忙しいお父さ

ん、お母さんの話をしているわけです。そのお父さ

ん、お母さんが、家の近くまで連れてこられて、放

課後クラブに連れていけるのだったら、そんなの最

初から私こんな話ししませんよ。連れていけないか

ら、そして、目的は目的として学習指導させなけれ

ばいけない、交通安全の教育もしなければいけな

い、だから、先生が連れてきているのは私も大賛成

なのですよ。そして連れてきて、お父さん、お母さ

ん仕事でいないのだから、また連れて帰ってもらっ

て、放課後クラブに先生みずから預けることは可能

かどうかという話を私聞いているので。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員のお話、私

も非常にわかります。あくまでも一つのシステムの

中で動かしてもらう、それが縦割りなのか、横割り

なのかという部分はありますけれども、制度として

一つございます。ファミリーサポートセンターとい

う一つの方法は実はあるのです。でも、あえてそこ

ではなくて、私が言いたいのは、あくまでも一度、

その４日間、これが日数はちょっと別にいたしまし

ても、そういうときにはやはり一度お父さん、お母

さんが家庭に戻って子供を受けるということの一つ

の学習だということを私は言っているので、それが

かなわないのであれば、方法としてはいろいろなこ

とを考えながら対応していかなければならない。 

 今回特例で、本当にそういう状況で切迫していま

したので、我々としても特例として動きましたけれ

ども、そんな形の中で、今お話しした特例の中で

も、自衛隊さんの方々ばかりでなく、共稼ぎですと

か、それから母子家庭の方々も今回の対応の中に

入ってございます。一つそこの部分だけではなくて

全体でかかわり、特別に認めなければならない部分

という形で今回考えましたけれども、そういうこと

も一つ、前段に言いましたことも大切にしていかな

ければならないということで我々押さえていること

だけは理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。ことしは特

例で、来年以降、考えられないという話に戻したい

と思います。 

 ことしは自衛官以外のお父さん、お母さんにも、

４日間のうち２日間認めてくれたではないですか。

認めたということは、２日間そういう学習指導、安

全の教育をしたら、何とか子供たちは覚えてくれる

だろうということで、そこで設置をしたと思うので

すね。来年から４日間はやっぱりきついなと、２日

間は何とかなるという、そういう考えはお持ちです

か。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員の御質問で

ございます。 

 今言ったのは、４日間やるうち２日間は見てくれ

るのかというお話なのですけれども、基本的には下

校指導だということの押さえ方をしていただきたい

というふうに思います。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） どうもかみ合いませんの

で、私が言った趣旨は通じていると思いますので、

２点目に行きます。 

 ２点目は、非常に前向きに検討していただいてい

るというお話でございますけれども、放課後クラブ

の、要するに受け入れる時間ですね、春休みとか夏

休み、あるいは休日の日ですか。９時からでは非常

に困るお父さん、お母さんが多いというのもおわか

りだと思います。そこは前向きに検討すると言われ

たのですよね。この前向きというのはどういう意味

かというと、積極的にという意味があるのですけれ

ども、積極的に検討するということでよろしいです

か。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 言葉どおり、前向きに検

討させていただきたいと思います。 

 なぜかといいますと、やはり我々の考え方だけで

なく、指導員体制ですとか、いろいろな部分の動き

方がございますので、先ほど言いましたように、一

応ルール上９時からスタートしてございます。以前

にも、８時半には準備のために指導員の方々が来て

ございますので、その前後については受け入れてい

るのが現状でございます。それを８時前でございま

すから、もう３０分という形になれば、やっぱり指

導員の方々というのは体制もきちっと整えていかな

ければならない。そういうところの調整をしなが

ら、運営協議会の中で諮っていきたいということ

で、前向きに考えていきたいということのお答えを

させていただいたということで御理解を賜りたいと

思います。 
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○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

○６番（今村辰義君） ありません。 

○議長（西村昭教君） 以上で、６番今村辰義君の

一般質問を終了いたします。 

 次に、１２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） さきに通告のとおり、３

項目の質問をさせていただきます。 

 まず１点目は、島津公園便所を幼児が安心して使

えるようにという質問です。 

 島津公園は、平成２２年度防衛事業により、国の

補助と町の一般財源を投入し、新しい大型遊具を設

置することで、町民だれもが気軽に訪れ、幼児から

高齢者まで幅広い層が集い楽しめ、利用できる公園

づくりを目指すとし、ことし５月１３日、春より、

新しい大型遊具設置で多くの子供たちや親御さんに

喜ばれています。 

 この上記文の幼児から高齢者まで幅広い層が集い

楽しむ、そのときには、当然トイレを利用すること

となりますが、新しい遊具の近くのトイレは、いわ

ゆる旧式のぼっとんトイレで、手すり等もなく、仕

切りも完全ではなく、虫や悪臭、使用時に落ちるな

どの危険性や衛生面、どれをとっても現在には珍し

い最悪のトイレです。特に幼児が利用するとき、親

も付き添うことすら難しい状況で、これでは安心・

安全を目指す公園トイレとは言いがたいところで

す。 

 また、駐車場横の女子トイレも、洋式便器がない

ので、障がいを持つ人やひざ、腰の弱った高齢の方

や片足を捻挫した方などの利用にも弊害となってい

ます。 

 女子トイレの４つのうち半分を洋式にすること

や、バリアフリーはもとより、ＵＤ化（障がいのあ

る人やさまざまな人に利用しやすい）が問われてい

る現在であり、この２カ所の公共公園トイレの改善

に着手すべきと考えるが、町長の考えを伺いたいと

思います。 

 次に、噴水の器具がさびたままの状態で昨年から

放置されておりますが、公園の入り口付近でもあ

り、今後どうするつもりなのか、この２点について

伺いたいと思います。 

 次は、防災教育についてです。 

 上富良野町の防災教育は、他町村と比べ、参考資

料、砂防施設の見学、学習カリキュラムにおいてす

ぐれておりますが、今回、東日本大震災により、日

本全国でより一層の防災意識が高まっているところ

です。 

 今までの学校における防災訓練等は、過去の歴史

を学んだり、被害に遭わないように避難し、準備す

ることに主点が置かれておりましたが、小学校の高

学年であれば、救護や救命活動の意義も理解し得る

年齢でもあり、高学年の学習時に防災教育の一環と

して、救命に対する教育も導入して災害や緊急時に

おける簡単な処置などを学ぶことを考えてはどうか

と思います。 

 また、救命活動や応急手当を学ぶことで、命の大

切さ、ともに協力し合うことの大切さを知ることに

なり、救命救急の知識を子供のときから身につける

ことで、将来、非常時に備え、町民の救命にも寄与

できるのではと思うところです。 

 消防本部のある町、過去の泥流災害を乗り越えた

町、防災教育に熱心な我が町だからこそ、他町村に

見られない一歩進んだ防災教育の充実が図られるべ

きと思いますが、町長と教育長の考えを伺いたいと

思います。 

 三つ目は、協働のまちづくりの実現に向けてで

す。 

 自治基本条例の制定に伴い、協働のまちづくり準

備委員会、平成２２年の協働のまちづくり推進委員

会の設置を経て、基本計画が策定されました。これ

を機に、どのような実効性のある後押しを行政が考

えているのか伺いたいと思います。 

 現在の自治活動奨励補助は、地縁団体による住民

自治活動に特化しているため、外に向けての発信に

乏しいところです。国レベルでも言われているよう

に、もっと目的を持って集まったボランティアやＮ

ＰＯ団体が営利を伴わない活動の熟度を上げ、町の

活性や町外に向けてグローバル化的なまちづくりに

推進しやすいように後押しすべきであり、パフォー

マンス的な事例でない限り、新しい動きや発想を認

めるべきで、町の活性を真に考えることが重要であ

ると思われます。 

 今後の進展も含めて、協働のまちづくりに新たな

予算づけを考えるときが来ていると思うところです

が、町長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番佐川議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず１項目め、島津公園トイレ等に関する御質問

にお答えさせていただきます。 

 大型遊具に隣接しているトイレは、小便器１基、

和式大便器１基のくみ取り式トイレで、島津公園供

用開始時の昭和５５年度の設置から３０年を経過し

ておりますことから、公園整備補助制度等の活用に

より水洗化へ改築する方向で、平成２４年度実施を

目指してまいりたいと考えております。 

 次に、駐車場横トイレにつきましては、障がい者

や乳幼児親子などが利用できるよう多目的トイレを

１基設置しておりますが、一般の男子、女子トレイ
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はすべて和式便器になっております。設備改善につ

きましては、既存の公園整備助成制度が適用されな

いため、現有の維持管理費の中で一部洋式便器への

改造を計画的に進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、噴水につきましては、たび重なる補修の限

度を超え、昨年度より停止をし、本年度予算におい

て電気設備やポンプ設備などの撤去を実施いたしま

した。 

 なお、水槽部分については、緊急雇用創出による

公共施設環境整備事業の中で花壇への転用を予定し

ており、町民の皆様に楽しまれる施設にするよう考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの協働のまちづくりの実現に関す

る御質問にお答えいたします。 

 議員御発言のとおり、平成２２年度に協働のまち

づくり基本指針を作成し、本年度は協働のまちづく

り推進委員会において、協働事業の事例の検証を進

めているところであります。現在、一部の住民会に

おいて、地域の安全パトロールを初め、地域の児童

公園の管理、美化活動などに積極的に取り組む事例

や各種ボランティア団体によるさまざまなまちづく

り活動など、主体性のある町民の方々の多様な取り

組みにより公共サービスを提供する場面がふえてき

ていることは大変心強く感じているところでありま

す。 

 このような町民の方々による自主的なまちづくり

活動の広がりが協働のまちづくりを進めていく上で

極めて重要なことと考えており、町といたしまして

も、このような活動に対して積極的にかかわるとと

もに、支援をしてまいりたいと考えているところで

あります。 

 議員御発言のとおり、自治活動奨励補助につきま

しては、住民会など地縁団体による住民自治活動を

対象に制度化されているものでありますが、町内に

おきましては、ボランティア団体やＮＰＯ法人など

の目的団体においても多様な活動がなされておりま

す。これらの団体が町民のために取り組む活動に対

しましては、補助の範囲を広げるなどの検討や多く

の町民が協働のまちづくりに参加できるような仕組

みづくりが重要と考えておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ２項目めの防災教育につ

いての御質問に私からお答えいたします。 

 本町は、大正１５年の十勝岳噴火による未曾有の

泥流災害を経験し、復興を成し遂げた歴史を持って

おります。 

 その当時の歴史的経過を社会科副読本などで学

び、さらに砂防見学会での砂防ダムの見学により、

その対策に至った経過について、児童一人一人が理

解をさらに深めているところでもあります。 

 このような災害に対する意識は、他市町村に比べ

て高いところでありますが、今回の東日本大震災に

よる被害状況を見ると、地震はもとより津波に対す

る日ごろの防災意識がいかに大切であるかというこ

とが改めて認識させられたところでもあります。 

 緊急時における応急処置の方法や救命に対する知

識を学ぶことで、実際に被害に遭遇したときにはど

うすればよいのか、ふだんの学習から身につけてお

くことは非常に大切なことであります。 

 教育委員会といたしましても、防災教育の一環と

して、救命活動や応急処置などを学ばせることは、

命を守る上で重要なことであると考えております。

つきましては、小学生高学年を対象とした救命や救

急処置に対する学習を取り入れるよう各小学校に対

して働きかけてまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 再質問の前に、議長より

了承いただきましたので、資料に目を通していただ

きたいと思います。（町長にトイレ現況写真を配

付） 

 大型遊具に隣接しているトイレは、平成２４年度

に水洗化を目指すというお答えをいただきました

が、ことし１年の間に事故が起きたり、衛生面での

不快感を覚えることへと、スピーディーな対応が望

まれる時代であり、町としての対応についてどうい

うふうにお考えなのか、伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 まず、安全性の確保につきましては、当然、公園

を管理していただいております方が配置されており

ますので、安全管理については、これは万全を期す

ように心がけてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 また、早期の対応につきましては、これは当然、

一定程度の予算を要することから、今すぐという対

応にはなかなかまいりませんが、さきにお答えいた

しましたように平成２４年度の実施に向けて進めさ

せていただく予定をしております。 

 １点申し上げておきますが、あそこの地形から、

排水が逆勾配だというようなことで、原課から、技

術的に一考を要する、そういう部分がありまして、

ことしはそれをどのように技術的に対処するかとい
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うことをしっかりと検証した上で、平成２４年度の

事業化に向けて取り進めてまいりたいというふうに

考えておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） お答えの中に、小便器が

１基というふうにおっしゃっていたのですけれど

も、写真を撮りに行ってきたのです。これ、小便器

２基あるのですよね。ここら辺、町長は、実際にこ

のトイレを見ていないのではないかというふうに思

うのですね。多分汚いし、イメージも悪い、また虫

が出るのではないかと。子供たちにとっては、我慢

することで健康に悪影響というのも出る可能性があ

ります。そういうことを考えていきますと、早期の

改修というのが求められるというふうに思います

が、そこら辺はどのようにお考えですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきますが、私、トイレを利用したこと

がございません。便器の数が私の答弁と現実が違っ

ている部分があるようでございますが、これにつき

ましては、大変十分なお答えになっていなかったと

いうことについては、おわびを申し上げたいと思い

ます。 

 その早急にということにつきまして、あるいは子

供たち、利用する方にとって不快感を与えないよう

にということは、議員お話しのとおり、私も全く同

じ考えでございますが、しかし、こと事業化すると

いうことになりますと、それはやはり一定程度の時

間と準備を要するということは、これは御理解いた

だけるのではないかなというふうに考えております

ので、そういったことを総合的に勘案した中で平成

２４年度に実施をさせていただきたいということで

御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） それはわかっていなが

ら、そういうことを言うというのはどういうことか

というと、補正を上げてでも早急にすべきではない

かという気持ちから言っていることであって、そう

いうことは最初から理解しております。 

 水洗化を目指すというふうにおっしゃっていただ

いたのですけれども、イコールＵＤ化を目指すとい

うことでよろしいのでしょうか。その辺を伺いたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 補正を組んでというようなお考えをお示しいただ

きましたけれども、私の町の施策を進める手順とい

たしまして、今回のこのトイレの事案につきまして

は、本年度しっかりと基礎調査を終えた上で事業効

果を十分に高められるような準備を整えて、明年度

に結ぶということで取り組むことを考えております

ので、それは御理解をいただきたいと思います。 

 また、ＵＤ化につきましては、これは、駐車場横

のトイレにつきましては、そういったようなことを

想定の中に取り入れていかなければならないなとい

う認識は持っております。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 遊具の近くのトイレは、

ＵＤ化の水洗を目指すということでよろしいのです

かということをお聞きしている。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 遊具の隣については、子供

たちに使いやすいような水洗化に改修するというよ

うなことで、ＵＤ化につきましては、その場所でと

いうことは現在考えに持ち合わせておりません。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） では、平成２４年度に事

業計画をするという話をいただきましたけれども、

２４年度といいましても、１年がありまして、２４

年度の早期に、例えば大型連休の前にそれがなされ

るのか、それとも、また夏を越した段階でなされる

のか、その辺はどのようにお考えになりますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきますが、その事業実施時期等につき

ましては、ことしの後半から新年度事業の策定を進

める中で、その中で検討して位置づけをしてまいり

たいというふうに考えておりまして、現在、いつと

いうふうに申し上げる状況ではございません。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） それでしたら、できる限

り早い時期に、子供たちが楽しんで遊んでいるとこ

ろのすぐ近くのトイレですから、本当にできるだけ

早急にということでお願いしたいと思います。 

 また、駐車場近くの女子トイレなのですけれど

も、利用者の気持ちに、女性の立場になってという

のはちょっとおかしいかもしれませんが、そこら辺

を理解していただきたいなというふうに思います。

明らかにトイレを使用する時間というのは、男性と

女性と比べて女性のほうが絶対長いのです。多目的

トイレはありますけれども、多目的トイレがだれか

に使われていると、当然、またお待ちする時間も長

いということになります。また、利用する人にとっ

ても、自分よりももっと障がいを持った人が利用す

べきではないかという善意の気持ちから、なかなか
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そこを利用できないでいるのです。 

 これ、気持ち、どういうことかといいますと、あ

ちこちに駐車場がありますけれども、障がい者用の

マークがありますよね。あそこに一般の方はなかな

かとめられないという常識を今皆さんがお持ちで

す。それと同じで、ＵＤ化を目指すといっても、今

ある障がい者用のトイレを通常の人が利用するとい

うことに対してちょっとちゅうちょを覚えるのです

ね。そこら辺の女性の気持ちをわかっていただきた

いなというふうに思うのです。 

 公園に人が集うような、そういう政策で今回大型

遊具も設置していただきましたし、去年も池の周り

から池を全部改修いたしました。そういうふうに人

が集まるような施策をしておきながら、必然的に生

理現象となってトイレを利用するということに対す

る安心・安全に関することがなおざりになってい

る。また今後、イベント等だとか、災害が起きたと

きに、このままのトイレではとても利用しづらいと

いうふうに思っているのですね。そこで早急にして

いただきたいなという思いがあるのですが、町長は

その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 大勢の方々が集まる場所にトイレが必要だと。し

かも快適なトイレが必要であるということは、今非

常にさまざまな集客を目的とする場所で、トイレの

よしあしが集客にも影響するというような実態があ

るということは、今さら申し上げるまでもございま

せんが、とりわけ、今お話の島津公園等につきまし

ては、島津公園を整備する計画の中で、現在の遊具

の隣のトイレの扱いについては、これはもう当然、

その計画の段階から議論をしてきております。しか

しながら、あれもこれも単年度に、短期的にという

ことは、非常にそれはなかなかハードルが高い実態

もございまして、そういう中で、加えてあそこの場

所につきましては立地の高低差が逆だという、そう

いうハードルもございまして、今年度の実施はでき

なかったわけでございますが、その一連の整備の中

で平成２４年度に整備をさせていただくということ

で、認識の中では、一連の事業の中で実施をすると

いうふうに組み立てているところでございます。 

 また、公園横のトイレにつきましても、私、女性

の立場でなかなか理解できませんが、これから改修

計画を立てる中で、実際お使いになる皆さん方が違

和感を持たないで自然に使っていただけるような形

を検討してつくり上げていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） では、もう一度確認させ

ていただきたいと思いますが、平成２４年度にとい

うことなのですが、平成２４年度のできるだけ早い

時期に、夏を越さない、ことしもこのままです。来

年もまた夏、二度目の夏を迎えるかどうか、これは

虫が出たり、悪臭が出たり、衛生的にも大変よくな

いのです。それで、その辺は町長はどのようにお考

えなのか、早期にという言葉の確定的な言葉をおっ

しゃっていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

いたしますが、先ほども申し上げましたけれども、

これから、その整備する時期等につきましては、今

議員がおっしゃいました衛生的な部分も理解してお

りますので、それは今後の事業計画を立てる中で、

皆さん方に理解をしていただけるような時期に設置

するということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） それでは、防災教育につ

いての再質問をさせていただきたいと思います。 

 お答えを聞いておりますと、何か提案させていた

だいた質問を取り入れていただけるというふうに理

解していいのかなというふうに思っております。北

海道の中では、本当に新しい取り組みになると思い

ますので、よろしくお願いしたいなというふうに。 

 また、教育長のお答えの中で、各学校に働きかけ

るというふうにおっしゃいましたけれども、その具

体的に働きかけることについて、どのような働きか

けを考えていらっしゃるのか、その辺を伺いたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） １２番佐川議員の御質問

にお答えいたします。 

 まず、前段、本年度から新学習指導要領が改訂に

なって、スタートいたしました。時間数も延びてい

る状況でございまして、その中で、高学年の、やは

り命を守るということの一つの考え方という、成長

段階に応じた対応というのが指導要領の中に入って

きてございます。その中には、けがの防止について

理解するとともに、けがなどの簡単な手当てという

のが高学年の今の指導要領の中で入っていることを

基本に押さえさせてもらっていますので、当然、議

員御質問のとおり、この救命救急の部分というの

は、教育活動のあらゆる機会で、校長の朝会ですと

か、それから学級ですとか、それから水泳前ですと

か、いろいろなそういうタイミングを見て、先ほど

言いました消防のほうから来ていただく方法もあり

ますし、いろいろなことの組み方、ちょっと学校の
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指導要領が変わった状況もあるということだけ御理

解をいただきながら、我々としても、学校にその部

分で入っていくということの姿勢で対応していきた

いというふうな判断でお答えをさせていただきまし

たので、その点も御理解を賜りたいというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） ３月１１日から数えまし

て、きょうで１０３日目になります。想定外という

言葉をよく聞くことになりましたけれども、危機管

理ができるすぐれた指導者は、想定外の事態を予測

して的確な最善の対応をとることで、３５０名の小

学生の命を救った、そういう事例が釜石の小学校で

ありました。拠点避難所として指定されている防災

センターに避難した５４名が逆に津波にのまれた

と。また、過去において、附属池田小学校の事件が

あったりします。常に備えよということなのですよ

ね。 

 避難訓練や災害時に守る合い言葉というのがあり

ます。皆さん御存じだと思いますが、「お・は・

し・も」、押さない、走らない、しゃべらない、戻

らない。この言葉によって、この子供たちが救われ

ております。救急や応急処置の方法というのは、消

防署の職員の方のお力をお借りしなければなりませ

ん。小学校の高学年でできそうなものという範囲を

考えてみると、実は先日、富良野の消防の広域連合

の消防長であられます原さんとお話をさせていただ

きましたところ、大変理解を示していただきまし

た。広域連合の副連合長の町長において、この取り

組みについて、町長としてどのようにお考えになる

のか。また、教育長の判断だけで消防署の職員にい

ろいろな面でお手伝いをいただくということが可能

なのかどうか、その辺についても伺いたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 佐川議員、答弁は教育長で

すので、答弁者は途中で変わるということになりま

せんので。 

○１２番（佐川典子君） 私、町長と教育長にちゃ

んと提出しています。 

○議長（西村昭教君） 答弁は教育長ですか。 

 新たな質問ですね、教育長の答弁は。 

 わかりました。 

 町長、そうしたら、答弁お願いいたします。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の防災に対しま

す、小学生、今ここで議論になっているのは高学年

のことかなというふうに思いますけれども、消防組

織として、子供たちにそういう防災教育を与えると

いうことは、これは消防としては何ら差し支えるも

のでもございません。 

 ただ、教育のカリキュラムの中で、そういったも

のを取り組めるかどうかということは、これは教育

現場でないとわかりませんので、消防を預かる者と

して、子供たちにそういう知識を身につけていただ

くことに対しましては、積極的に協力させていただ

こうと思っております。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） よろしくお願いしたいと

思います。 

 私もいろいろなところを調べさせていただきまし

た。山形県村山市の子供救命士の事例だとか、あと

東京都日野市の事例があります。東京都日野市のは

すごいのです。子供たちが応急処置だとか応急手当

ての方法だとか、そういうのも実際にホームページ

にも書いてありますので、この辺も、ぜひ新しい防

災教育を進める上富良野町として参考にして、お願

いしたいというふうに思っております。 

 では、次の質問に移りたいと思います。 

 協働のまちづくりの実現に向けての再質問をさせ

ていただきます。 

 先ほどの町長のお答えのほうなのですが、自主的

なまちづくりの活動が協働のまちづくりを進めてい

く上で極めて重要なことと考えており、町としても

活動に対して積極的にかかわり、支援をしたいと考

えている。これ、長くて、短く言えば、考えている

ということでよろしいのでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 考えているということで、

間違いではございません。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 私は、実現に向けてどの

ように考えているのかという質問をさせていただい

たのですが、これについて伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきますけれども、協働のまちづくりに

つきましては、現在、委員会において、種々御議

論、検討していただいているところでございまし

て、そういった中からの御提言あるいは御意見等を

参考にしながら、最終的に、町として自治会活動

の、あるいはそういうまちづくりに対します自主的

な活動に対しまして、どういうサポートをしていけ

ばいいかということは、しっかりと煮詰めていこう

と思っておりますので、さまざまなところから御意

見を現在いただいているところでございますので、

御理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） では、現在進行形という
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ことで、今後、いずれ反映するように予算づけもす

るということで理解してよろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 この協働のまちづくりということは、これからの

まちづくりの相当大きな部分を占める大きな柱に

なっていく要素だと思っております。ですから、

今、自治会活動等に助成をさせていただいておりま

すけれども、これは、言ってみれば、まず手始めと

いうことで、究極的にはさまざまな町の活動に対し

て、やはり財政的な支援も伴いながら、自主的にま

ちづくりに参画していただくと。それが自主自律を

していく最も基本的な部分だと考えておりますの

で、予算、あるいは支援の幅程度については、これ

はまだ今いかほどというような考えはお示しできま

せんけれども、基本的に、やはりそういうようなと

ころに予算も含めて厚くしていかなければならない

ということは、全く佐川議員と同じでございます。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 上富良野でも私も一応調

べたことがございますが、本当に、読み聞かせのボ

ランティアの方だとか、いろいろなボランティアを

していらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいます。 

 それで読み聞かせのほうなのですけれども、当

初、１団体に年間３,０００円で、教育関係のほう

から少し加算されたということを聞きまして、今

は、現在８,０００円ということになっております

けれども、何人もの方がボランティアをされてい

て、本当に交通費にもならない。ボランティアの活

動はもちろん無償でさせていただいておりますが、

私もたくさんボランティアをやっておりますが、本

当に行政ではできない、学校の先生ではできない、

ほかの部分で一生懸命努力して、町の活性化につな

げようとして努力しているのです。このできない動

きをどういうふうにとらえていくかということが、

行政の立場で、これからの地域意識もありますの

で、そこら辺がすごく重要になってくると思いま

す。 

 上富良野町の町政運営改善プラン２３というのが

この間出されて、私、目を通させていただきまし

た。実践スケジュールです。総務課として出してい

る部分がございます。これ、ＮＰＯ団体や運営に関

する支援策、それだとかボランティアの推進、住民

提案の事業化予算の創設、いろいろこういうふうに

予算化に向けて動いているのだということで理解し

てよろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきますが、特にボランティア活動につ

いてどういうふうに押さえをしていくかということ

は、非常に幅が広くて、一律には申し上げられませ

んが、行政が少しのお手伝いを、財政的にお手伝い

をすることによって、非常にその働きを高めていく

ことができる可能性を持った活動、あるいはそうい

う財政措置を講じなくても、環境を整えることに

よって活動が促進されたり充実されたりすることな

ど、あるいは、一方では、そういう組織も持たず、

グループも持たず、個人の力で地域の中でこつこつ

としっかりと町のためにいろいろな支えをしてくれ

ている方、多様でございますので、それは予算を伴

うものについては予算を伴って、あるいは環境を整

備することが大事であれば、そういうふうにその方

面に力を入れるなど、それはその事案によって柔軟

に対応していくようなことを想定した計画となって

おります。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） これから地域力を伸ばす

ために無償で働いている人たちに、町長がおっしゃ

います光を当てるように頑張っていただきたいなと

いうふうに思っておりますが、自治活動奨励補助と

いうのがありますが、今後予算化に向けた場合に、

これとは別な枠で考えていくのか、それとも、この

中に新しいものをつくっていくのか、その辺はどの

ようにお考えになるか、ちょっと伺いたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 その予算の名称だとか呼称については、まだ具体

的に検討している段階ではございませんが、いずれ

にいたしましても、今、自治活動に奨励補助金をと

いう制度がございますので、これは制度を改めなけ

ればまた広げられないものでありましたら、制度の

改善も必要ですし、今の制度の中で取り組みができ

るものでありましたら、またそれは柔軟に見直して

幅を持たすというようなことも考えられますので、

これは少しお時間いただいて、中身を精査させてい

ただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 私もいろいろと調べたの

ですけれども、実は先日、旭川市に行って調べてま

いりました。旭川市はすごいのですよ。地域の住民

の力を伸ばす、それ１点に、地域力を目指していく

のだという。そして、多様化する市民のニーズや複

雑化して見えなくなっている地域の課題に効果的に

対応し、市民ニーズに合ったきめ細かな公共サービ
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スを提供することが大事なのだというふうにうたっ

ているのです。上富良野町も、旭川市でつくってい

る市民の企画提案による協働のまちづくり事業、こ

れをぜひ参考にして進めていっていただけるかどう

か、その辺、旭川市だけではないですけれども、ほ

かの市も調べましたけれども、ほかの町を参考にし

て、ぜひ具現化をしていくという考えにたどり着く

ようにするためにはどういうふうにしたらいいの

か、町長に伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

をさせていただきます。 

 協働のまちづくり、それぞれ自治体によって呼び

方は多様でございましょうが、旭川市の取り組みに

ついても今お述べいただきました。私も自慢話する

わけではございませんが、ほかの自治体の皆さん方

から、上富良野の協働のまちづくりはすばらしいと

いうふうにお褒めをいただいておりまして、これは

それぞれの自治体が取り組みをしておりまして、ど

こがいい、どこが劣っているということではないと

思いますので、これからもさまざまな事例、あるい

は町独自の協働のまちづくり推進委員会等にもお手

伝いいただきまして、さらに中身の濃いものに、そ

して、私の思いの原点は、かつてこのような超近代

的な文化生活ができる以前の、本当に住民が一人一

人、隣近所が一人一人支え合ってきた、そういうま

ちづくりの原点が協働のまちづくりだと考えており

ますので、私としては、そういう方向へ目指したま

ちづくりに努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。よろ

しいですか。 

 １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） ぜひ、ボランティアの精

神を持った、私たちの町に住んでいる中のそういう

動きを、そういう火を消すことのないようにお願い

することについて、町長にもう一度伺いたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきますが、ボランティアも当然でござ

います。あるいは、ボランティアというような形の

見えない中でも、必死にまちづくりのために汗をか

いてくれている方もたくさんおられますので、そう

いう方々の思いを大切にまちづくりを進めてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１２番

佐川典子君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は、３時２０分といたします。 

────────────────── 

午後 ２時５８分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） それでは、休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 次に、３番岩田浩志君の発言を許します。 

○３番（岩田浩志君） 私は、さきに通告してあり

ます２項目について質問をいたします。 

 １項目め、公共工事等の入札についてお伺いをい

たします。 

 町の本年度の一般会計予算については、前年度並

みの予算編成が行われたところでありますが、依然

と厳しい財政状況に変わりがなく、各公共事業は減

少の一途であります。また、これまで建築物の修繕

等についてはなかなか整備できなかったが、平成２

１年度、平成２２年度に実施された経済危機対策臨

時交付金、公共投資臨時交付金、地域活性化交付

金、きめ細かな臨時交付金等により修繕等の整備が

促進された。中でも、各建築物の屋根や外壁の改修

等については、これらの交付金等により整備が行わ

れた。 

 そこで、特に塗装工事に関する公共工事入札につ

いて、下記表に基づきお伺いをいたします。 

 (1)塗装工事に関する入札について、工種が塗

装、建築、その他となっているが、指名業者が塗装

業に限定されている。その理由をお伺いいたしま

す。 

 (2)塗装工事に関する入札に町外の業者が指名さ

れているが、建設業は総合的な資格を持ち合わせて

いるので、町内の建設業者を指名することができな

いのか、お伺いいたします。 

 (3)これらの工事について、入札予定価格がどの

ように設定されたのか、お伺いをいたします。 

 なお、表については朗読を省略いたします。 

 (4)平成２２年度より公共工事等に特別簡易型総

合評価落札方式の導入が計画されていたが、運用状

況についてお伺いをいたします。 

 続きまして、２項目め、行政運営についてお伺い

をいたします。 

 これまで各常任委員会で報告があった所管事務調

査報告、平成２２年第１回定例会での総務産建常任

委員会所管事務調査報告、平成２２年第３回定例会

での総務産建常任委員会所管事務調査報告、平成２

２年第４回定例会での厚生文教常任委員会所管事務

調査報告に対し、町の協議の経過、結果について、
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また、町長の指導のもと、どのように反映されてい

るのか町長にお伺いをいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番岩田議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず１項目め、公共工事等の入札についての４点

の御質問にお答えさせていただきます。 

 公共工事の入札につきましては、予算の効率的執

行を図りつつ、納税者の負託にこたえる観点から、

透明性を確保しつつ、適正な競争のもとで優良な施

工を実施することが不可欠な要素であり、一般競争

入札が原則とされております。 

 しかし、本町におきましては、不適格事業者の排

除などを目的として、条件つき一般競争入札や指名

競争入札を多用している現状にあります。 

 まず、１点目の塗装工事に関する入札の工種につ

いての御質問ですが、議員お示しの資料に記載され

ております工種につきましては、例年４月に公表し

ております当該年度の発注予定に掲載しているもの

でありまして、入札の段階におきましては、適切な

積算のもとで事業費規模をもとに、どの工種が主体

なのかを判断して、入札参加者指名委員会におい

て、工事内容に適した工種の中から入札参加者を指

名しているところであります。 

 よって、４月の公表段階は、概要でお示ししてい

ることを御理解いただきたいと存じます。 

 次に、２点目の塗装工事の入札に町内建設業者を

指名できないかとの御質問でありますが、建設業法

では、それぞれ工種ごとに許可しており、町では、

この建設業法に基づいた工種別の指名を行っている

ところであります。 

 このようなことから、塗装工事の入札に当たっ

て、塗装工事の許可を有する業者を指名することと

している点を御理解いただきたいと存じます。 

 次に、３点目の入札予定価格の設定についてです

が、北海道建設部で発行する営繕工事積算単価表を

使用し、これらの公的単価表に積算のない単価等に

つきましては、専門業者の見積もり等を参考として

事業費を積算した上で入札予定価格を決定している

ところであります。 

 次に、４点目の特別簡易型総合評価落札方式の運

用状況についてですが、町におきましては、特別簡

易型総合評価落札方式試行要綱を制定いたしまし

て、比較的技術的な工夫の余地が少ない工事で、予

定価格３,０００万円以上の工事を対象として、平

成２２年４月から試行的に運用しているところであ

ります。 

 平成２２年度におきましては、この制度は一般競

争入札が前提のため、入札までに約２カ月間程度時

間を要することなどから、補助事業等に適用するに

は制約事項が多く、対象事案がなかったことから、

適用には至っておりません。 

 今後におきましては、適当な対象事業がある場合

には、積極的に適用してまいりたいと考えておりま

すので、御理解賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの行政運営における議会各常任委

員会の所管事務調査報告への対応に関する御質問に

お答えします。 

 各常任委員会の所管事務調査として、議会閉会中

の継続調査に付託された事件について、それぞれ精

力的に調査され、定例町議会の折に、その報告がな

されておりますことに、敬意をあらわすところであ

ります。 

 議長からも、報告の都度、今後の行政運営の参考

とされるようお言葉をいただいているところであり

ます。 

 私といたしましては、これらに加え、町としての

調査研究などとあわせて、各種施策に反映できるよ

う鋭意取り組んでいるところであります。 

 今後におきましても、議会における調査研究を十

分に参考にさせていただきたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） まず、公共工事の入札の１

点目の質問に再質問させていただきます。 

 この表に、建築、塗装、その他ということで工種

が掲げられてありますけれども、これは年度当初の

予定表から見て変更することもあるということなの

ですけれども、この予定表を見て、例えば、建築業

者であれば、これは建築だから建築の仕事なのだな

ということで予定されている業者もいるのかなと思

いますけれども、その点についてお伺いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岩田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 この４月にお示しいたします予定表に基づいて、

それぞれ該当いたします事業者の方々がどのように

判断されているかということについては、私どもで

は知り得ないわけでございますが、こういった概要

についてお示ししながら、個々の工事につきまして

は、都度、指名委員会等におきまして、先ほどのお

答えで申し上げましたように、どういった工種が適

当なのかということを定めて指名をさせていただい

ておりますので、こういったことで不都合だという

ような声も私の耳には届いた経過もございませんの

で、御理解いただいているものかなというふうに理

解しております。 
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○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） それから、この表に、塗装

業者の入札に関して建築とありますけれども、ここ

で建築、塗装という振り分けというのは何か意味が

あるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 特に意味は持っておりませ

んけれども、それぞれの事業によって担当者が違っ

ていることなどから、担当者の判断によって、その

振り分けが表示されているというような部分もある

というふうに現場から聞いております。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） １点目についてはわかりま

した。 

 次に、２点目の質問について再質問させていただ

きます。 

 町長の御答弁で、塗装工事の許可を有する業者と

いうふうにありますけれども、この塗装工事の許可

という点については、建設業者も皆さん持ち得てい

ると思うのですけれども、その点についてお伺いを

いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 建築業者の方々も、塗装の

許可をお持ちかどうかという御質問でございます

が、私の認識といたしましては、町内はわかりませ

んが、一般的にそういう許可もお持ちの業者もある

でしょうし、あるいは、そういった個別の許可を有

していない業者もあろうかと思いますが、これは

個々についてはちょっとわかりかねます。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） どうもちょっと認識がお互

い違う部分もあるのかなということで、一般建築業

を持っていると、塗装もないと住宅を受けることが

できないということで、当然ほとんどの方が持って

いると思います。それで、この点については、建築

業者の皆さんが３年ぐらい前までは、このような塗

装業者に発注されるのではなくて、主たる工事が塗

装であっても、建築業者に発注されたということ

で、３年前から変わってしまったと。この点につい

て、例えば、尾岸町長から向山町長にかわって方針

を転換されたのか、その辺をちょっとお伺いしたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 私が就任させていただきま

してから、これらについて見直したことも、あるい

は仕組みを変えたこともございません。従来どうい

うような形だったかということも存じておりません

けれども、現在行われている形がすべてでございま

す。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） それで私も、建設業者から

いろいろ情報をいただいていたのですけれども、や

はり自分で確認していきたいということで、昨日、

上川振興局の担当官のほうにお話を聞きました。そ

うしたら、発注者の考えで建設業にも、塗装業にも

発注できるということでございます。ですから、こ

この表に載っている工事に関しては、すべてを建設

業に発注することもできます。これは発注者の考え

です。 

 それで近隣の自治体をちょっと調べさせていただ

くと、入札で見る限りは、低額の二、三百万円ぐら

いの工事については塗装業者に発注している部分も

ありますけれども、１,０００万円を超えるような

工事に関しては、ほとんど建築業者に発注されてい

る状況でございます。 

 それで担当官にもこの塗装業ということでちょっ

とお伺いしたところ、一般的には塗装単体の工事が

ほとんどだと。ここでいう塗装工事というのは、道

路のライン引き関係をもとに設定されたということ

で、軽微な塗装に関しては塗装業者に発注というこ

とで、近隣の自治体でも５００万円以上の塗装業者

の発注が私の見る限りでありません。ですから、ど

この自治体も、どこからどこまでという厳密な線引

きがない中で、発注者の考えで発注しているという

ことでございます。 

 その点について、町長と私の考えがちょっとずれ

ているのかなという感じがしたのですけれども、こ

の点についてどのようにお考えか、お伺いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岩田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 制度的な部分につきまして必要でありましたら、

担当課長から御説明申し上げますけれども、どうい

う業種の方々に、あるいはどちらの業種の方々にと

いうことにつきましては、それは現在、上富良野町

の指名委員会等で持ち合わせておりますルールに基

づいて、あるいは一般的なルール等を引用いたしま

して運用されているというふうに思っておりまし

て、発注者の私が入札以前の、仕事の内容がどうで

あるからどちらに指名、あるいはどちらにウエート

を、どういう業態の方にということは、これは一切

申してもおりませんし、これは仮に岩田議員と理解

が違っても、これはそういう意図を持って思いを発

するものではないというふうに考えておりますの

で、御理解賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ３番岩田議員の建
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設業の分類等に関する御質問もありましたので、そ

の点、私の担当のほうからお答えしたいと思いま

す。 

 業種的には、２８業種に分かれた許可制度が建設

業法という法律に基づいて設定されてございます。

この中で、特に建設一式、それから土木一式という

特例の二つの建設工事許可があるわけですけれど

も、法律上の許可制度を運用する上で、この二つの

一式制度というのがどうして設けられたかというと

ころを若干説明すれば御理解いただけるかなと思い

ますので、少し時間が長くなりますけれども、御説

明申し上げます。 

 各市町村レベルで発注を行うわけですけれども、

例えば、離島など単独の市町村で形成されている、

隔離されたようなところについては、この業種すべ

てがそろっていないというような場面も多くありま

す。あわせて、極めて大規模な工事に至りますと、

この工種の種別がほとんど、例えば建築でいいます

と、１５業種とか２０業種が絡むような工事がござ

いまして、これらをすべて分離発注するということ

については非常に施工上問題があるということで、

比較的この中で工種別に分けて大きな要素を含んだ

部分を主体工事とみなしまして、その主体工事をな

す業種区分で発注できるようにするという趣旨がご

ざいます。これが特に土木一式、それから建築一式

ととらえられるものでございまして、これらに該当

する業種取得者は町内業者に多数ございまして、問

題はございませんけれども、例えば今回話題になっ

ております塗装工事につきましては、実際のとこ

ろ、１業者のみ指名登録名簿に載っているという関

係でございます。 

 この登録につきましては、３年以前、実は上富良

野町にございませんでした。そのため、便宜的な、

要するに離島とか、そういう業種がそろわない発注

方式を準用いたしまして、建築一式という扱いの中

にのみ込んで発注してございましたけれども、現時

点で１業種、１業者がございますので、明確に発注

分類を塗装といたしまして、競争が発生するように

町外業者を含めて発注するという形式をとってござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） どうして町内の建築業者に

発注することができるにもかかわらず、それを町外

の業者と競争させて、言葉は悪いですけれども、町

外に仕事が流れていくような状況をあえてつくって

仕事を発注しなければいけないかというのがちょっ

と理解できないのと、近隣の自治体でもそういうよ

うな方法で当然一般建築業に発注していますし、特

に道のほうの仕事に関しては、かなり低額の工事に

ついても建設業に発注されているという状況でござ

います。その辺について、もう一度お伺いをいたし

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岩田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 先ほどからのお答えと重複いたしますけれども、

私といたしましては、適正な競争原理が働くこと、

理想論で申し上げますと、一般競争入札でございま

すが、そういうことは、実態としてこのような地方

にはなじまない部分もございますので、今の制度で

行っておりますが、岩田議員の御質問にあるよう

な、そういう公平性あるいは透明性を欠くようなこ

とは私はないというふうに理解しておりまして、こ

れからもこのような形で工事が進むような仕組みで

いくことを想定しておりますので、御理解いただき

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） 現在、町でどういうことが

起きているかというと、昨年、建設業者で町の仕事

が１本もとれなかったと。経営努力が足りなかった

と言ってしまえばそれまでなのですけれども、それ

で中富良野に看板を移そうかといった話も聞いてご

ざいますし、例えば、ことしの予定表を見て、建設

の仕事がないから技術者を解雇したと、こういう建

設業者もございます。 

 そういった中で、今本当にモラルがなくなって、

逆転状態で、これまで塗装業者に下請していたもの

が、今度、塗装業者から建築業者が仕事をもらって

いると。例えば、この中で極めつけは、平成２３年

３月３１日の吹上保養センター屋根改修工事でござ

います。これについては、建設業者がこれが塗装屋

の仕事かと。よそから来られた業者も、上富良野の

建築屋さんは町長にばかにされているんじゃないの

と、そういった話も聞かされました。私もこれまで

そのような実態だとか仕組みだとかなかなかわから

ない中で来て、そういった話を聞かされたので、

ちょっと調べてみますと、やはりそういったことで

首長がそのバランスを考えて仕事の発注をしている

というふうにほかの自治体ではそのような方法で

やっているのだなというふうに感じました。 

 そこで、町長がそのままこの方式を取り入れてい

くということであれば、金額に関係なく工事の内容

が塗装が主体であれば、５,０００万円であろう

と、６,０００万円であろうと、こういう方法でい

くということでもう道筋をつけられたのかなという

ふうに私はとらえております。 

 そこで、例えばこのまま町が塗装工事でいくとい
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うことであれば、きのうも担当官に聞きました。そ

うしたら、経営審査決定書で指名願を出すことが、

現在の町の建設業者皆さんできます。ただ、それに

は３カ月、４カ月の時間を要します。そういうこと

であれば指名願を提出することができるということ

でありますけれども、このような小さい町で塗装業

者とそういった建築業者がその仕事を取り合うと

いったことも決して好ましい状況ではありません

し、例えば、ある隣町では建設業者と塗装業者が２

者で入札を行っているところもございます。これに

関しては、できるだけ町内に仕事をということで建

設業者にその申請をしていただいて、２者に整えた

のではないかなと私は想像するのですけれども、そ

ういったことを考えれば、当然こうやって町外の業

者と競争させるのであれば、町内にも指名願を出し

ていない業者が３社あります。塗装工事業の看板を

上げている業者。この方々にここ近年、そういった

照会、行政指導等をしたことがあるのでしょうか。

ちょっとお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岩田議員の御質問にお答え

させていただきますが、まず、前段でお話ございま

した、他の許可を得ている方が、今御質問にありま

すような他の許可を得て、そして指名願を出すとい

うことは、これはルール上大いに結構なことでござ

いますし、そういう道は閉ざされているものではな

いというふうに理解をしております。 

 そういうことから、そういう参加できる前提は努

力をしていただければ、いつでも、いつでもといい

ますか、年の区切りはございますけれども、そうい

う道はありますので、大いに頑張っていただければ

と期待するところでございます。 

 また、他の指名願の出ていない、許可を得ていな

い業者について、行政指導をしたかというようなお

尋ねでございますが、そういう情報提供等はされて

きたこともあろうかなと思いますけれども、町が指

導をするというような立場に果たしてあるのかどう

かということは、私といたしましては、お答えでき

るような知識は持っておりません。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） ３社に私確認したところ、

ここ近年、そういった照会ありませんと。大工さん

から指名願、書類をそろえて出しなという、そう

いった勧めはありましたけれども、行政からそう

いったことはないということでございます。 

 また、建設会社におかれましても、これまで、な

ぜそういうふうに変わっていったのかなという説明

がないままこのようになったということで、困惑し

ているうちにここまで来たということでございま

す。 

 そういったことで、このままこういうふうにいく

というふうことを明確にされるのであれば、当然、

私からもぜひとってくださいということでお話しす

るよりしようがないのかなというふうに考えており

ますけれども、ほかの自治体から見てもかなり状況

が違う中で、担当官のお話でも、例えば、このよう

な高額の工事が塗装業者に発注されているというお

話をしたら、一般的ではございませんねというお答

えをいただきました。できるということで、可能性

ではどちらでもできるということでありますから、

発注者の意思でこういうふうになっているのであろ

うなというふうに私は認識しております。 

 その点について、町長は今後このままこのような

方法を続けるということで認識してよろしいです

か、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岩田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 何度も同じお答えの繰り返しになりますけれど

も、それぞれの工種に応じた許可を得ている方々が

それぞれ適正に競っていただいて、そして、投資効

率の高い仕事をしていただきたいということが大前

提でございますので、そういう機会を得られる機会

は皆さん持っておりますので、ぜひそういう本来あ

るべき姿、私の思っております本来のそういう仕組

みの中で、これから町として対応することが望まし

いというふうに私は理解をしているものでございま

す。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） この点について、もう１点

確認しておきたいのは、町内の建設業者に発注すれ

ば、ほぼ１００％町内の塗装屋さんにその仕事が回

るというふうに私は認識しております。そんな中

で、このように町外の業者に当然塗装の仕事がいっ

ても、全然そういうことについては町長としては何

ら構わないことだというふうに受けとめてよろしい

ですか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岩田議員の御質問にお答え

いたしますが、そういう先を想定して町の事業を発

注するというような想定は持っておりませんので、

こういう場面でそういうお答えをすることは、私と

いたしましては、適当でないというふうに考えてお

りますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） わかりました。 

 それでは次に、３点目の質問に移りたいというふ

うに思います。 
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 この北海道建設部で発行する営繕工事積算単価

表、通常、業者が道単価と言われるものかなという

ふうに思っておりますけれども、この部分について

は、各業者さんもかなり厳しいのだという話を聞い

ております。 

 それで、ここで２点ほどちょっと、実際の積算内

容を伺いたいと思います。 

 まず１点目は、平成２１年３月３０日の塗装工

事、町営住宅整備工事、４,２００万円落札額のこ

の工事の予定価格の設定方法を具体的にお示しいた

だきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 技術審査担当課長、答弁。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 積算の根拠で

ございますけれども、当然、道単にあるものは、例

えば足場工なら、足場工は道単にきちっと載ってご

ざいますので、それは道単を使用しております。塗

装のことについては、中には、ほとんど道単には

載っていない単価がございますので、見積もりを徴

収して積算してございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） 道単価にない部分は業者の

見積もりということでありますけれども、その業者

の見積もりというのは、どこの業者の見積もりでご

ざいますか。 

○議長（西村昭教君） 技術審査担当課長、答弁。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 上富良野町内

業者でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） それは１社なのですか。そ

れとも、例えばほかの建築業者だとか、他の塗装業

者だとかからも見積もりをとっているのかどうなの

か。額が高額なので、その点の方法を聞きたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） 技術審査担当課長、答弁。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 町内業者１社

でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） もう１点、平成２３年３月

３１日の塗装、吹上保養センター屋根改修工事につ

いてもお伺いをいたします。 

○議長（西村昭教君） 技術審査担当課長、答弁。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 上富良野の保

養センターも同様でございます。 

 ただし、中には、改修工事の中に、工種の中に、

全体を１００といたしまして、約８５％が塗装工事

でございます。あとの残りの１５％は、主に、相当

屋根が傷んでいる部分がございますので、屋根のふ

きかえ部分も設計の中に入ってございます。 

 見積もりの業者につきましては、先ほどの町営の

公営住宅と同じ方法をとってございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） わかりました。 

 次に、４点目の特別簡易型総合評価落札方式の質

問に再質問をさせていただきます。 

 これは私も一般質問で提案させていただきまし

て、平成２２年４月から試行的に運用しているとい

うことであります。 

 それで、ここで制約事項が多くということであり

ますけれども、ちょっとどういうことなのかわから

ないので、説明をお願いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番岩田議員の質問に

お答えをいたします。 

 私、入札全般の業務を担ってございますので、そ

の点で御回答させていただきたいと思います。 

 いわゆる総合評価型の入札制度ですが、基本的に

は一般競争入札を原則としておりまして、その応札

をしたものから、いわゆる地域の貢献度ですとか熟

知度、これらをもとに、別に点数制度でつけておい

て、その点数と掛け合わせて、応札金額とあわせて

行いますが、いわゆる一般競争入札でございますの

で、告示から実際には落札者を決めるまで、審査会

等の準備がございますので、おおむね２カ月程度か

かるなと。そういたしますと、補助事業の場合に

は、概算要求をして、交付申請をして、それからの

着手ということになりますので、時間的にも非常

に、そういう意味で制約が多い。したがいまして、

この補助事業にはどうしてもなじまないなという観

点でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） 補助事業ということで、そ

ういう制約が多いという内容はわかりました。で

も、３,０００万円を超える一般財源の事業という

のはなかなかないのかなというふうに想像するので

すけれども、その中で、例えば、対象となり得るよ

うな町内業者等のカルテあたりは既にできているの

かどうなのか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番岩田議員の御質問

でございますが、先ほど冒頭御説明いたしましたよ

うに、この評価方式でいいますと、町内限定で行う

ものとは違います。いわゆる入札制度につきまして

は、これまでの歴史をかんがみて、いわゆる透明性
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を確保すること、競争性を確保するということは、

今も不変の課題になってございますので、上富良野

町内、もしくは富良野圏域だけで、これらの総合評

価方式を実際にやるなんていう制度ではございませ

んので、少なくとも、例えばやるのでしたら、道内

の地域限定にするのか、これは考え方いろいろあり

ますが、いわゆる町内業者のみで行う制度ではない

ということだけ御理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） それはわかっているので

す。それで、少なくともこれまでの工事を勘案し

て、町内の建築、土木業者のカルテ程度はもう既に

準備が整っているのですかということを聞きたかっ

たのですが。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番岩田議員の質問に

お答えをいたします。 

 いわゆる工事につきましては、上富良野町で発注

した工事につきましては、その工事の内容をもとに

点数化をしてございます。その品質に関して。た

だ、受注実績のないところについては、上富良野町

の評価はございませんが、いわゆる一般的なこの業

者さんの点数、通信簿は、既にございます。ただ、

指名競争入札ではございませんので、どういう方が

応札してくるのか、応札の後にこれらの工事が適切

に施工されるのかどうなのかの審査をしっかりする

ことになっています。 

 したがいまして、今現在のどういう方が入ってく

るのかは、うちに登録のある業者の名簿はもう既に

持ってございますが、その方々がどこまで応札に

なってくるのかは、まだ結果としてはわからないと

いうことでございます。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） わかりました。ある程度準

備は整っているということで、もう既に運用できる

状況にあるということで理解をいたしました。 

 それで２項目めの行政運営についてということ

で、これまでもそれぞれの委員会で所管事務調査

を、きょうもさせていただきましたけれども、町長

になかなか具体的なお答えがいただけていないので

すけれども、この点について、もう少し具体的な動

きがあったのかどうなのか。例えばホームページ

等々でもなかなか読み取れない部分がありますの

で、この点、もう一度お伺いをしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岩田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 所管事務調査等をどのように活用しているのかと

いうような御質問、加えて、それをどのようにそれ

ぞれ原課に指示をしているのかというようなことも

あわせてのお尋ねだったと思いますが、先ほどお答

えさせていただきましたように、議長から、その都

度、これらの調査結果を十分に行政施策の中で生か

していくようにということでお言葉も賜っておりま

すし、また、実際、それを具体的にどの部分にどう

いうふうに生かすというような、そういう具体的に

形として残したり見えたりするというような、そう

いうような形態はとっておりませんが、平素、私ど

も役場の内部で調査研究をしていることなど、ある

いは所管の委員会において調査研究をされているこ

となど、多重的に組み合わせて、最終的、私が政策

をつくる段階で大いに活用させていただいていると

いうことで、形や仕組みであらわすことは、これは

でき得ないことを御理解いただきたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） 私はできると思うのですよ

ね。例えばきょうの報告にしても、例えば各担当所

管に、これを内部協議して、レポートを私に提出せ

ということで、それに町長が魂をつけて、すべてを

してほしいとか、そういうことを言っているわけで

はなくて、しっかり見えるような形で内部協議並び

にどの部分がどのように反映されているのかという

ものを、やはり町長が示すべきだと私は考えるので

すけれども、その点いかがですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岩田議員の２項目めの御質

問に再度お答えいたしますが、私も議員の時代、委

員長として責任者として調査をした経験もございま

すが、現在も当時も、これは独自に調査をして、そ

して、行政運営に役立ててほしいということが私は

精神だと思っておりますので、私、今、行政執行を

預かる立場として、それを広義に受けとめまして、

さまざまな場面で役に立てたり、あるいは活用させ

ていただく部分については、それは大いに活用させ

ていただきますとともに、さらにそれに内部の調査

研究等も重ね合わせて、より一層仕組みがしっかり

とした政策立案をしていこうという思いでございま

して、今岩田議員からお話もございましたが、それ

は政策手法の問題でありまして、それは個々の価値

観でございますので、私は私としての方針を持って

行政の施策の組み立てに当たっているということで

御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、３番岩

田浩志君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番一色美秀君の質問を許します。 

○７番（一色美秀君） さきに通告いたしました１

項目について質問いたします。 

 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の第５期
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プランについて。 

 (1)ひとり暮らしの独居世帯、夫婦のみの老人世

帯が増加しております。特に、独居世帯の増加が著

しく、今後ますます世帯の変化が家族介護体制を弱

めるため、社会的な介護体制が重要になります。 

 第４期、これは平成２１年度から今年度、２３年

度まで、町が掲げる基本目標といたしまして、①高

齢者が可能な限り家庭や住みなれた地域で健やかに

暮らし続けられるよう、地域住民の参加のもと、こ

れからの高齢社会を支える人材の育成や住民相互に

支え合うことのできる地域社会を目指します。②健

康づくりや介護予防を積極的に推進するとともに、

地域における生きがいづくりや社会参加を進め、ま

た、高齢者が今まで培ってきた知識や技術、あるい

は人と人のつながりを地域活動に生かし、高齢者が

さまざまな分野で活躍できる活力ある地域社会を目

指しますとございますが、その具体策と進捗状況は

いかがでありましょうか。 

 (2)といたしまして、小規模多機能型居宅介護と

その実践のため、町としての施設の設置計画につい

てお伺いいたします。 

 小規模多機能型居宅介護の基本的な考え方は、通

いを中心として、要介護者の様態や希望に応じて、

随時、訪問や泊まりを組み合わせてサービスを提供

することで、在宅での生活継続を支援するものであ

り、まさに地域に密着した施設であります。空き

地、空き店舗を利用し、商店街とも連携し、相互協

力と多くの雇用を生み出します。さらに、国より１

００％助成金、３,０００万円が利用できるので、

早急な取り組みが必要かと思いますが、いかがで

しょうか。 

 以上の点でよろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 介護保険に関する２点の御質問でございました

が、まず、１点目の高齢社会を支える人材の育成や

支え合い、また高齢者の生きがいづくりと社会参加

の目標についての御質問ですが、人材の育成や支え

合いにつきましては、ボランティア活動やふれあい

サロンのような地域支え合い、認知症サポーター研

修等、住民お一人お一人が参加可能な形で推進を

図っているところであります。 

 また、高齢者の生きがいづくりと社会参加につき

ましては、老人クラブ活動やいしずえ大学、高齢者

事業団活動、生きがいデイサービス、元気はつらつ

塾自主グループ活動等、さまざまな社会参加の輪が

広がっております。 

 次に、２点目の小規模多機能型居宅介護施設の設

置計画についてでありますが、村上議員の御質問に

もお答えいたしましたように、地域密着型の小規模

多機能型居宅介護の充実を積極的に推進してまいり

たいと考えております。 

 計画推進に当たりましては、町が設置主体となる

のではなく、民間事業者が主体となるような方法で

推進を図ってまいりたいと考えております。 

 また、空き地、空き店舗などの利用につきまして

も、その可能性を探ってまいりたいと思いますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） いきいき長寿プランかみふ

らのによりますと、現在、第４期でございます。こ

としの平成２３年度まででございますけれども、重

複いたしますけれども、その基本目標に先ほど申し

上げましたとおりのことでございます。さらに、そ

の具体策と進捗状況、また、５期のプランも策定し

つつあるのではないかと思いますけれども、ただい

ま町長の答弁では、非常に私の質問に対して何の回

答にもなっていないのではないかと存じます。本当

に高齢者が可能な限り住みなれた土地で健やかに暮

らしていけるのか。こんなことをやっているのだ

と、また、これからどのようなことを策定していっ

ているのだという具体策を示していただきたい。特

に、第５期プランはどのようになっているのか教え

ていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 一色議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 この住みなれた上富良野で一生住み続けてほしい

という願いを強く持っていることは事実でございま

して、それにつきまして、既に御案内だと思います

が、介護予防事業等、積極的に取り組みをしており

まして、さまざまな高齢者のとじこもり等が起きな

いように、事業名は幾つもございますが、いちいち

申し上げませんが、そういった介護計画に基づきま

して、また町独自のいきいき長寿プラン等に基づき

まして、それぞれの個々の事業がしっかりと取り組

みがなされているというふうに考えております。 

 とりわけ、寝たきりにならないように、あるいは

とじこもりにならないようにというようなことには

特に力を入れておりまして、既に議員も御案内だと

思いますが、先ほど申し上げましたような事業に取

り組んでいるところでございます。 

 そういった一つ一つの取り組みが、安心して住ん

でいただけるようなまちづくりの、私はしっかりと

した基礎になっているというふうに理解しておりま

すので、一つ一つの進捗状況、あるいは経過等につ
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きましては、御説明する資料も今持ち合わせており

ませんが、確実にその目標に向かって、しかも５期

の目標に示しておりますような形に向かって進んで

いることだけは申し上げられると思います。必要で

あれば、個々の事業につきましては、担当のほうか

ら御説明申し上げますが、私のほうからは以上でご

ざいます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 平成２０年度の５月１日現

在で、我が町の人口が１万２,２２６名、そのうち

６５歳以上の高齢者は２,９１２名で、高齢化率は

２３.８％でございますけれども、私もちょっと資

料があれなのですが、昨年度の高齢化率ですとか、

さらに平成２６年度、また平成３０年度ごろの予想

高齢者の率がわかりましたら、わかる範囲でよろし

いのですが、教えていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ７番一色議員の御

質問にお答えいたします。 

 今現在持ち合わせております平成２６年度現在の

見通しとしまして、６５歳以上の高齢化率につきま

しては、２８.２％を予定して、そういうような見

通しとしてございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） あと３年後に約２８.２

％、平成３０年度になればさらに進んでいくかと思

われます。まさに、ここ数年間のうちに３人に１人

が高齢者、６５歳以上を占めるということになりま

す。本当に目前のことであり、避けて通れない現実

だろうと思います。 

 これは、今すぐにでもこれに対する対策を打ち出

して実行していかなくては、策定を待ってではなか

なか間に合わないのではないかと思います。 

 それとちょっと話は飛びますけれども、先ほど村

上議員の質問にもございましたけれども、ラベン

ダーハイツの所長さんにお伺いいたしますが、ラベ

ンダーハイツでは、現在の待機者の数はゼロだとい

うことをお伺いいたしました。入所する介護の認定

の度合いによってさまざまな、そういうことだろう

と思いますが、介護の認定の度合い、入所するため

の度合いですが、それをちょっと教えていただきた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） ラベンダーハイツ所長、答

弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） 一色議員

の御質問にお答えをいたします。 

 ラベンダーハイツにおきます現在の待機者の状況

でございますけれども、６月１１日現在で３０名で

ございます。ただ、さきの村上議員さんのほうの町

長からの答弁にありましたように、いずれも現在入

院中、あるいはほかの施設へ入っておられる、ある

いはラベンダーハイツのショートを活用しながらと

いうことで、３０名の中でもうせっぱ詰まった状況

という方はおられないというところまで町長のほう

から答弁をさせていただいたところでございます。 

 介護度等の関係になりますけれども、ラベンダー

ハイツにおきましては、やはり重度の方が中心とな

りますけれども、今、在宅の方で重たいという方

は、５の方は１人しかおられなくて、あと４の方が

６名ほどですか、その方たちも在宅の方はショート

を活用しながら、順が来るのを待っているという状

況でございまして、本当にあしたにでも入らないと

どうにもならんという状況ではないということは、

さきに町長のほうから答弁させていただいたとおり

でございますので、以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） わかりました。実は、ラベ

ンダーハイツのほうに申し込まれた方から直接聞い

た話なのですが、やはりその方は、入る入らないは

別といたしまして、実際に自分が動けなくなったと

きに家族に迷惑をかけたくないと。ラベンダーハイ

ツに申し込みをしておけば安心だと。安心を買って

いるのだというようなこともおっしゃっていまし

た。 

 皆さん、自分のこととして実際に考えてほしいの

ですけれども、もし自分が認知症になったり不自由

になったときに、できるだけ地元で、身近な隣近所

の人だとか友人、幼なじみに囲まれて生活したい

と。でも、その場がないわけですね。非常に上富良

野の場合は少ないわけであります。他町村に流れて

いるわけであります。 

 最近、こんな例があります。９０歳ぐらいのおば

あちゃんなのですが、最近、大変物忘れが激しく

なっています。いつも私配達しているのですが、い

つの間にかいなくなっております。家族の人にお伺

いをしますと、遠くの養護施設に入ってもらったそ

うでございます。そうですか、ぜひお会いしたい

と、お見舞いしたいと伝えますと、勝手に行かない

でくれと。会うと里心がついて困るのだと。そう言

われました。本人はきっと寂しい思いでいると思い

ます。環境によっては回復することもあるのに、余

計に認知症が進むのではないかと思います。 

 これが残念ながら、今上富良野町の現実で受け皿

がございません。これは本人と家族のみならず、こ

の町にも大きな損失だろうと思います。なぜなら

ば、介護保険という大きなお金が入ってまいりま
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す。それが一人、また一人と流出することによっ

て、介護保険料のみならず、それにかかわる経済行

為が、お金が他町村に流れております。その防止策

のためにも、次に掲げました小規模多機能型居宅介

護と、その実践のため、町としての施設の設置計画

があるのかどうなのか、そのことについて、再度、

町長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 一色議員の居宅介護施設に

関します御質問にお答えさせていただきます。 

 前段で御高齢の方の施設介護の状況等もお聞きい

たしました。特別養護老人ホームのような施設が必

要なときに必要なところにあるということが望まし

いわけでございますが、これはなかなか一朝一夕に

は対応が大変難しいという実態も御理解いただいて

いると思います。 

 そこで、そういうような施設介護に至らない、前

段で居宅型の施設介護をもって、そういう対応を図

りたいというのは、先ほど村上議員のお答えでも申

し上げましたように、町としては非常に積極的に考

えております。特に、民間の事業者等から打診をい

ただいていることも事実でございますし、むしろ町

のほうからも、そういうような事業者に対しまして

積極的にアプローチをしようという考えも持ってお

ります。この５期の介護保険事業計画の中では、特

に居宅型の介護施設については力点を置いた政策を

掲げたいというふうに考えておりますので、一色議

員がお尋ねのような仕組みを一日も早くつくれるよ

うに努力してまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 先ほどの町長の答弁にあり

ましたように、地域密着型の小規模多機能型居宅介

護の充実を積極的に推進したいと考えているという

お話でございます。 

 ただ、計画の推進に当たっては、町が設置主体と

なるのではなくて、あくまでも民間事業者が主体と

なるような方法で推進したいということであります

が、ここでちょっとお尋ねいたしますが、小規模多

機能型居宅介護ということはどのようなものなの

か、実態を本当に把握しているのだろうか、大変失

礼でありますけれども、この小規模多機能型居宅介

護がどういうものであるということを少し、もし説

明いただければお願いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 詳細の施設の中身等につい

ては、すべてを理解しているわけではございません

が、まず、私ども一般的に目にいたしますのは、や

はり認知症の方々に対応するグループホーム、ある

いは通所で対応できる方々に対応する施設、あわせ

て、ショートでお泊まりいただきながら対応する高

齢者のための施設、そういったような事業をする多

機能型の施設等々があろうかと思いますが、非常に

広範な対応の施設があるというふうに伺っておりま

すが、その一つ一つについてはお答えする知識は

持っておりませんけれども、いずれにいたしまして

も、在宅で介護ができるようなことをサポートする

仕組みだというふうに理解しておりますので、もし

個々のどういったような施設があるのかということ

でのお答えが必要でございましたら、担当のほうか

らお答えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 実は先日、私、美瑛町の社

会福祉法人、慈光園が経営しております小規模多機

能ひなたというところを見学してまいりました。美

馬牛の駅のすぐ前にございます。 

 年をとって、住みなれた自宅でなれ親しんだ環境

のもと、なじみの友達とかかわりを持ちながら暮ら

し続けたいとだれもが望んでおります。自宅は自分

の部屋であり、道は廊下であると。施設の職員が居

間にお邪魔するように自宅を訪問し、日中の集いの

場として食堂に集まるふうにして事業所に通うと。

普通の家でゆっくりと暮らすのだというような施設

でございます。 

 ちょっと時間をいただいて、このひなたの簡単な

説明をさせていただきますけれども、利用登録定員

が１８名でございます。通いの定員が９名、泊まり

が４名でございます。これは介護保険の認定を受け

た人が利用登録をして利用するわけでございます。 

 この小規模のサービスの利用は、非常に安うござ

います。料金をちょっと説明いたします。基本料金

は月額が要支援１の軽い方４,４６９円、一番重い

要介護５の方で２万８,１２０円。宿泊費が１泊１,

５００円。食費は朝が３８０円、昼、夕食は５００

円。おむつ代は実費ということでございます。こう

いった形の中でつくられたわけでございます。 

 これは、実際の母体になっているのは社会福祉法

人でございます。さらにまた、ＮＰＯ法人もこうい

うことはできるわけでございますけれども、ただ、

民間でやるということは非常に大きな努力が必要で

ございます。やはりこれはあくまでも町の計画にあ

るのだと、町の手づくりの計画によって国より大き

な支援をいただく、民間を待っていてはそう簡単に

はできないのではないかと思います。行政がより積

極的に地域住民に話しかけ、また商店街に協力を求

めて進まなければならないと思いますが、そのよう

な考えはあるかないか、再度、町長にお伺いいたし
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ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 一色議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 多機能型の居宅介護施設についてでございます

が、当初の答弁でもお答えさせていただきましたよ

うに、町が事業主体となって実施するというような

ことは、今の上富良野の介護計画の中では想定して

おりません。しかし、先ほども申し上げましたよう

に、現在、多機能型の居宅介護施設の運営は、その

ほとんどが民間で行われているというのが現在の実

態だろうと思います。むしろ過密ぎみのところもあ

るというふうに聞いております。 

 そういったことで、いろいろな社会福祉にかかわ

ります事業者の方々が、そういった方向に今非常に

注目をいただいているということは感じております

ので、町といたしまして、さらに積極的にアプロー

チいたしまして、今、施設介護に至らないために、

そういう居宅介護施設等の整備は重要だと思ってお

りますので、そういう発信をして、そしてまた誘導

策が図られるように、さらに検討を重ねてまいりた

いというふうに考えておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 確かにそういう考え方であ

りましょうけれども、実際、現実としては、特老ラ

ベンダーハイツと、それから今現在行われておりま

す、いろいろなデイサービスですとか、ホームヘル

プ、ショートステイ、それに対応できない、そのす

き間を埋める、本当に密着したサービスでございま

す。これは本当に民間でやるということは非常に大

きな努力が必要になってくる。もし、そうであれ

ば、我々、本当に議員も含めて、それから地域の住

民も踏まえ、さらにまたケアマネージャーの方、ま

たはお医者さん、さまざまな年代の方、また商店街

の方、いろいろな形をとって一つの勉強会を設ける

と。そういう形の中から発足していかなければなら

ない。ぜひ、その中にも行政との、特に行政の方は

多岐にわたって詳しい方もございます。そういった

人方とともに一緒になって進めていかなければなら

ない。そういった研究会を含めた中から、いずれ本

当に自分たちがそれを取り組んでいかなければなら

ない。なおかつ、地元にそれだけの大きな、これか

らお年寄りの大きなお金が落ちてきても、みすみす

外に出さないのだと。循環型に落としていくような

形。そして、自分たちがまちの中で地域の住民と一

緒になって進められる、そういった施設をつくって

いかなければならない。 

 過去に子供たちが多いときには、各地域地域に学

校がございました。今は本当に学校が統合されてな

くなっております。逆にこれから、我々のような高

齢者がふえるときに、その地域地域一つにこういう

多機能型の施設があってしかるべきでないかと思い

ます。そのためにも、ぜひこれは、個々の努力にも

よりますけれども、行政側のより積極的な取り組

み、待つのではなくて、お互いにやろうという姿勢

を持って取り組んでいただきたいと思います。その

点について、再度、町長に御意見をお伺いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 一色議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 多機能型の施設の設置だけによらず、今、国とい

たしましても、地域包括ケアシステム等、そういっ

た仕組みも構築しようとしております。施設を中心

とするのではなくて、施設もそのケアシステムの中

の一つとして位置づけて、議員が今お話しのよう

な、町民皆さんが価値観を共有して、ともに安心し

て住めるまちづくりを目指すということは不変でご

ざいますので、そういう中で、何度も申し上げてお

りますが、居宅型の施設が施設介護に至らないため

の非常に大きな役割を果たす機能を持っております

ので、議員もこれから、ぜひいろいろなお知恵をお

貸しいただいて、政策立案の中に生かしていきたい

と思いますので、御意見を賜ればありがたいなとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、７番一色美秀君の一般質問を

終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あすの予定について、事務局長より報告いたさせ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） あす６月２２日は本定

例会の２日目で、開会は９時でございます。定刻ま

でに御参集賜りますようお願い申し上げます。 

午後 ４時２９分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２３年第２回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １１番 渡 部 洋 己 君 

    １２番 佐 川 典 子 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第２ きのうに引き続

き、町の一般行政について質問を行います。 

 初めに、９番中村有秀君の発言を許します。 

○９番（中村有秀君） 私は、さきに通告をしてお

ります一般行政について、３項目８点について質問

を行いたいと思います。 

 まず、１項目め、住宅火災警報器の設置について

でございます。 

 設置普及率についての情報共有化ということで、

設置普及率の向上については、富良野広域連合消防

本部及び上富良野消防署では、各種の周知広報活動

を行っております。平成２１年１２月現在の上富良

野消防署管内の普及率は４４％と、平成２２年２月

の富良野広域連合議会で報告をされました。その

後、上富良野署は、平成２２年１０月１５日から平

成２２年１１月１４日まで実施した住宅火災警報器

設置の一般家庭防火査察結果での設置普及率は５

７.０２％となって、平成２１年１２月より１３.０

２％普及率が上昇しております。しかし、平成２３

年５月３１日付の北海道新聞報道によると、平成２

３年３月末現在の上富良野町の設置普及率は５７％

となって、前年の平成２２年１１月１４日まで実施

した防火査察と全く同じ数値であります。 

 平成２３年３月末までに町で実施した高齢者世帯

等の住宅火災警報器設置事業は２８４世帯に設置さ

れたが、その事業によって設置普及率の数値を伺う

とともに、未設置者に対しての周知啓蒙活動の対策

についてお伺いをいたします。 

 (2)高齢者世帯等の火災警報器設置事業の実施状

況についてお伺いをいたします。 

 平成２３年第２回臨時会、平成２３年１月３１日

開催にて、この設置事業について議決されたが、そ

の際、設置済み者との不公平感と助成対象未設置率

が過大計上についてただしました。事業の報告によ

ると、未設置対象世帯５６０世帯で事業による設置

世帯は２８４世帯で５０.７％となっているが、未

設置対象世帯の基礎資料と大きな差があり、この実

態をどのように判断するか見解をお伺いいたしたい

と思います。 

 また、事業費６,０００円掛ける２８４世帯、１

７０万４,０００円であるが、見積もり合わせ等を

行ったのか、その経過についてお伺いをいたしたい

と思います。 

 次に、２項目め、ＪＲ上富良野駅周辺の自転車駐

車場の管理についてお伺いをいたしたいと思いま

す。 

 平成９年１１月に上富良野駅前自転車駐車場が財

団法人自転車普及協会により設置されてから１３年

余りが経過をし、ＪＲを利用する通学・通勤者の利

便に供され、平成２３年６月８日の調査では２０８

台の自転車が駐輪されております。しかし、自転車

駐車場の奥の部分には長期駐車自転車があるので、

次の点についてお伺いいたします。 

 (1)長期駐車自転車の調査・管理等はどのように

されているのか。 

 (2)長期駐車自転車の処分台数及び処分費用は。

平成２０年から２３年度までについてお伺いをいた

したいと思います。 

 (3)駐輪場の丸運側入り口は閉鎖されているが、

その原因は何か。また、栄町側からの利用者の声を

聞くと、ぜひあけてとの要望がありますが、検討を

お願いいたしたいと思います。 

 ３項目め、生活灯のＬＥＤ照明化の促進について

お伺いをいたします。 

 東日本大震災により、東京電力福島第一原子力発

電所の被害と共に、電力不足と節電が社会問題に発

展してきています。それに関連して、ＬＥＤ電球に

よるＣＯ２削減、節電効果と電球の長寿命化、電気

料の大幅削減等をマスコミに報道されています。当

町も、町内にある生活灯のＬＥＤ化として、平成２

３年度当初予算で６０灯２９７万円の予算計上を
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し、第２回定例会で一般財源１,３２５万円の補正

が計上され、町長の積極的な推進を高く評価をした

いと思います。 

 生活灯のＬＥＤ照明化促進について、次の点につ

いてお伺いをいたします。 

 (1)平成２３年度の生活灯のＬＥＤ照明化は、第

１種・第２種生活灯別の推進計画をお伺いいたした

いと思います。 

 (2)生活灯費の費用分担する町内会の事情にもよ

るが、平成２３年度の電気料負担の軽減額は幾ら

か。また、平成２３年度の設置数と平成２４年度の

１年間は幾らになるのかお伺いいたします。 

 (3)３カ年計画で生活灯のＬＥＤ照明化と理解を

しているが、今後、町内会からの申請が出された場

合の対応についてお伺いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番中村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ３項目の御質問にお答えさせていただきます。な

お、事務経過や係数などに関する点につきまして

は、それぞれ担当課長よりお答えさせていただきま

すので、私からは２項目めの３点目と駅前駐輪場の

丸運側入り口の件と、３項目めの１点目と３点目の

生活灯ＬＥＤ化の本年度計画と今後の対応策につい

て、まずお答えさせていただきます。 

 まず、駐輪場の丸運側入り口につきましては、平

成９年度の供用後に入り口が２カ所になると、駅前

入り口からの管理・監視が行き届かないことが判明

いたしまして、主に防犯上の問題から閉鎖して現在

に至っております。 

 今後におきましては、設置から時間を経過して利

用マナーも定着してきていることから、丸運側入り

口の利用を一定期間試行的に実施した後、防犯など

管理上の支障がないことが確認できれば、入り口を

２カ所とすることについて前向きに対応してまいり

たいと考えております。 

 次に、生活灯ＬＥＤ化に関する１点目と３点目の

本年度の計画及び今後の対応策についてであります

が、本年度につきましては第１種生活灯１５８灯の

うち３灯、第２種生活灯８８４灯のうち３５３灯の

希望があったところであり、早期にＬＥＤ化するこ

とにより事業効果の発現が期待できることから、今

回の取りまとめ希望につきましてて、本議会での追

加補正をお願いしているところであり、これをもっ

て本年度分の事業は終了と考えております。 

 また、今後の推進計画につきましては、本年度中

に各町内会の実施希望の取りまとめを行いまして、

残る２カ年で実施していく予定でありますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

 以下、担当課長のほうから御説明を申し上げま

す。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ９番中村議員の１

項目めの住宅火災警報器の設置に関する２点の御質

問にお答えいたします。 

 １点目の火災報知器の普及率についてですが、上

富良野消防署に確認しましたところ、ことし５月３

１日の新聞報道によります３月末現在の上富良野町

の住宅用火災警報器の設置普及率は、議員の御質問

にありますとおり、昨年１１月１４日までに実施し

た防火査察時と同じ５７％で、広域連合消防本部が

各市町村の消防署へ照会せず、古い情報がそのまま

提供されたことによるものであったとのことであり

ます。 

 町では、時同じくして、高齢者世帯等の住宅用火

災警報器設置事業を実施していたところであり、当

事業が完了した翌日の５月１９日に上富良野消防署

へ設置情報を提供しております。 

 防火査察時以後に本事業対象の自宅持ち家の設

置、または自主設置予定が１５９世帯、第１次申請

分設置完了時点の３月２９日で２０２世帯、合わせ

て３６１世帯が普及率に算定されるべきだったと思

われ、３月３１日時点では６３.７７％の普及率に

なるようであります。 

 また、未設置者に対する普及促進については、上

富良野消防署を挙げて対策が講じられることと思い

ますが、町といたしましても、防災無線や町広報

紙、ホームページなどを活用した周知活動に協力し

てまいりたいと考えています。 

 次に、２点目の高齢者世帯等の住宅用火災警報器

設置事業の実施状況についての御質問にお答えいた

します。 

 初めに、算出基礎としました世帯数についてであ

りますが、ことし１月の第２回臨時会における補正

予算計上の際には、町で把握している昨年５月の高

齢者実態調査をもとに、高齢者世帯のうち、自宅持

ち家のひとり暮らし高齢世帯２８８と高齢者世帯６

１６を合わせた９０４世帯を積算基礎にしており、

この９０４世帯に未設置率６１％を乗じて、高齢者

５５０世帯と生活保護１０世帯を合わせた５６０世

帯と見込んだものであります。 

 未設置率の積算は、消防署の査察時点の設置世帯

と高齢者実態調査の世帯を突合し、その結果、高齢

者世帯の設置率が約３９％であることから、６１％

が未設置世帯と見込んで積算したものであります。

ただ、昨年の査察時点以後に設置した世帯数がどの

程度であるかわからず、予算積算の中ではこの６１
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％を用いて見込んだものであります。 

 未設置世帯数が５６０世帯と事業実施結果による

２８４世帯の差については、既に設置、あるいは自

主設置する世帯が合わせて１５９世帯、そのほか自

宅持ち家でなく、借家、長期入院・入所、死亡、転

出、６５歳未満家族との同居世帯などが１１７世帯

で、この差となっております。 

 この要因としては、１点目に、設置済みあるいは

自主設置予定世帯が相当数あったことと、２点目

に、算出基礎に用いた高齢者実態調査における本人

の申し出による自宅持ち家が９０４世帯ではなくて

７２９世帯で１７５世帯少なくなっており、これに

未設置率６１％を乗じると約１０７世帯の誤差が生

ずることになったものであります。 

 本事業の予算を積算する段階では、昨年秋の査察

時点以後の設置世帯数がわからない状態であったこ

とから、わかっている情報をもとに算定しているも

のであり、積算と実績に差が生じましたが、対象と

なる方々に火災報知器を設置するという当初の目的

は達成することができたものと受けとめておりま

す。 

 また、事業費に係る経過については、事業を実施

する前に参考見積もりをいただき、地元経済が停滞

する中、地元の電気店などの商工業者の経済活性化

にもつながることから、設置事業者募集登録要領を

設け、町で定める委託単価により、登録した業者と

随意契約により業務委託する内容で定めたものであ

ります。 

 設置事業者の登録については、２月に、広報、防

災無線で登録業者を募集し、登録予定事業者を対象

に事前説明会を開催して７社が登録されました。委

託単価につきましては、登録事業者にも確認し、補

正予算で計上しました６,０００円で委託契約し、

５月１８日をもって事業の完了を迎えたところであ

ります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 次に、建設水道課長、答

弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ９番中村議員の２

項目め、自転車駐車場管理に関する長期駐車自転車

についての１点目と２点目の御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、１点目の調査、管理等についてですが、通

常の管理は高齢者事業団に委託し、清掃や自転車の

点検整理業務等をお願いしており、その業務報告を

受けて長期駐車自転車の調査を実施しております。 

 駐車自転車のうち、所有者が特定できず長期放置

状態にあるものについては、１年に一度、所定の手

続を経て廃棄処分を実施しております。 

 廃棄までの手続につきましては、まず委託者から

の報告をもとに放置状態の自転車を特定し、担当職

員が調査札をつけてから１４日間経過後も調査札が

残っているものについて、長期放置自転車として長

期駐車自転車整理台帳に記載登録いたします。 

 次に、台帳登録自転車について、防犯登録や学校

通学登録のあるものは警察署及び学校へ照会し、所

有者が特定できたものは引き取り通知を郵送してい

ます。 

 最終的に所有者未定の長期放置自転車の結果を得

るまでには、２カ月前後の時間を要しております。 

 次に、当該自転車につきましては、１４日間の引

き取り告示、さらに６０日間の処分に関する告示を

行い、その後、クリーンセンターにおいて廃棄処分

を行っております。なお、廃棄自転車のうち再利用

可能なものの一部については、役場職員の事務連絡

用公用自転車として使用しており、なお残るものに

ついては、今後、公共の用途への活用を研究してま

いります。 

 次に、２点目の長期駐車自転車処分台数及び費用

につきましては、２０年度において２２台、２１年

度において１９台、２２年度において１５台、この

１５台については口述のとおり未確定となっており

ますが、２２年度分は２３年度分での再調査によ

り、あわせて処分を予定しております。 

 ２２年度分の１５台につきましては、自転車駐車

場内での隔離が不十分であったため、利用中の自転

車と混在するとともに、いたずらなどによって整理

札が損失し、事務的な手続を中断しております。現

時点において、廃棄対象として確認できた７台につ

きましては、駐車場奥に隔離し保管しているところ

です。 

 ２３年度は、降雪により自転車利用が激減する１

１月からの調査を予定しており、対象自転車の管理

方法については、前例の轍を踏まないよう改善を

図ってまいります。 

 なお、廃棄処分の費用につきましては、１台につ

き２５０円となっています。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 次に、町民生活課長、答

弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の３

項目めの２点目、生活灯ＬＥＤ化による電気料負担

の軽減額についての御質問にお答えいたします。 

 本年度の電気料負担の軽減額については、事業完

了時期にもよるところですが、７月中に完了した場

合、約７０万円、８月中の場合は約６１万円、９月

中の場合は約５２万円となる見込みであり、平成２

４年度１年間の電気料負担の軽減額は約１０５万円
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程度になるものと試算しております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 第１点目の設置普及率の情

報共有化についてお尋ねを申し上げたいと思いま

す。 

 今、担当課長から、５月３１日の北海道新聞の報

道の関係で説明があり、広域連合消防本部と市町村

との消防署に、言うなれば上富良野消防署に照会も

しないで、昨年１１月の段階の古い情報がそのまま

出されたということで、やっている職員、それから

協力した地域の人たちも、何だそのままの状況かと

いうことで、一体どうなっているのだということの

御意見等も寄せられました。 

 それで、現実の問題として、平成２２年１０月の

消防の報告では、世帯数４,７３０を設置世帯２,７

００で５７.０２％ということで、これは市街地だ

けの数字でございます。 

 したがって、この中に、例えば旭町というのは自

衛隊官舎があります。それから宮町にも自衛隊官舎

がありますけれども、昨年の１１月２２日の調査の

段階では、これは未調整ということに終わっており

ます。したがって、当然官舎でございますからつけ

ていると思いますけれども、例えば旭町は、今、官

舎の関係が除かれているということで、設置率は２

５.７％なのです。それから宮町は、宮町官舎が抜

けているものですから３８.４４ということで、非

常に低い数値になっております。したがって、私

は、これらはある面で消防自体も確認をしてやるべ

きだなという感じがいたしますけれども、これらが

入れば非常に数値が上がるのではないかなという気

がいたします。 

 したがって、これは保健福祉課が担当ではないで

すけれども、消防と保健福祉課、広域消防本部との

連携という、住宅火災警報器の設置がことしの５月

３１日までということが大きく報道されているにも

かかわらず、それらの連携が非常にとれていないの

かなという感じがしますけれども、まずその点で、

上富良野消防署との連携というのはどういう形で、

合同会議だとか、それとも打ち合わせだとか、そう

いうようなケースはどういう状況になっているか確

認をしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ９番中村議員の御

質問にお答えいたします。 

 この事業を実施する段階で、昨年の１２月１６日

に、先ほども答弁の中でお話しさせていただきまし

たが、設置の状況につきまして保健福祉課と消防の

ほうで確認がとれているところのデータだとか、そ

ういったことについて打ち合わせを行った経過がご

ざいます。 

 今後につきましても、こういった事案だとかあっ

た場合につきましては、それぞれ連携をとった中で

お互いに情報交換しながら取り進めてまいりたいな

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ある程度、私、広域連合消

防本部の情報の発信の仕方が非常に悪い。それに基

づいて、地元に聞く、それからもう一つは、保健福

祉課は今こういうことで高齢者等の設置業務をして

いるのだけれども、どういう状況になっているかと

いうことは、確認の作業は進めて情報が提供される

というようなことにしていかなければならないと思

いますので、今、課長の言うように、今後そういう

事案があった段階でということでございますけれど

も、そういう点で十分推進情報を心がけていただき

たいと思います。 

 それで、今、第１次申請設置完了時点、３月２９

日で２０２世帯と、あわせて自主設置１５９世帯で

３６１という報告を受けました。実際、私、保健福

祉課へ行ってお尋ねしますと、２０２世帯は３月１

１日の決定通知済みのものだと。そうすると、その

後、７０世帯が３月２９日、決定通知を出したとこ

ろだと。そうすると、私は、２０２ではなくて２７

２ではないかなという感じがしますけれども、その

点、課長いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） 中村議員の御質問

にお答えいたします。 

 第１次の設置につきましては、申請上がりまし

て、その決定は今議員が言われたとおりでございま

す。設置の決定をいたしまして、それから委託業者

のほうに設置決定の通知をいたしまして、その１次

分の設置が完了したのが３月２９日ということでご

ざいます。２次以降につきましては、３月１０日ま

でに申請が上がったものを３月２９日に申請者へ決

定通知をいたしまして、その後に設置業者のほうに

設置の通知をして、それから設置の業務に当たると

いうようなことでございますので、２０２世帯とい

うようなこととなってございます。 

 設置するのが、その通知を受けてから完了してい

るのが、３月３１日から４月２０日の間に設置して

ございますので、そういったことでございます。 

 失礼しました、２０２世帯につきましては、設置

業者のほうに設置の通知をいたしまして、設置しま

したのが３月２９日までにその１次分、２０２世帯
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は設置が完了しています。先ほどありました、７０

世帯以上と言った部分は２次ということで、２次の

決定が３月２９日で決定通知をしまして、それから

の設置ということになりますので、３月２９日時点

では、２０２世帯は設置が完了していましたけれど

も、７０世帯以降につきましてはその後に設置に

なっているということでございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） わかるのですよ。３月１１

日に２０２世帯、それは３月中に工事が完了したか

ら２０２で算出したと。３月２９日に決定通知書を

出した７０世帯については、工事は４月にあるか

ら、その設置普及率には参入していないのだと。そ

れは数値の取り方でございますけれども、私どもと

しては、皆さん一生懸命やっているのであれば、そ

れらも入れたほうがよかったのかなという気がして

いるので、これはあくまで工事が完了した段階での

数値ということで基本的に考えているということで

あれば、そういうことで一応理解をいたしたいと思

います。 

 それで、３月３１日時点で６３.７７％の普及率

という数値の根拠、世帯数が何ぼで設置数が何ぼで

何ぼになったかという点で、ちょっと確認をしたい

のですけれども。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） 中村議員の御質問

にお答えします。 

 全世帯数を５,２４９世帯で積算しているという

ようなことで、消防のほうから伺ってございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 根拠というのは、世帯数が

何ぼで設置数が何ぼ、そして６３.７７％になった

ということは、私は一つは２,７００という消防の

去年の１１月が、一つは大きな土台になっているの

かなという気がするのです。それに、今、設置事業

でやった部分、それからもう一つは、調査した段階

で１５９世帯ですか、もう設置済みだと、そういう

情報等も含めて加算された、割った数が６３.７７

％なので、その根拠の関係の、世帯数はわかりま

す。そうすると、２,７００とその後の関係の数値

をちょっとお聞きしたいと思ったのですけれども。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（坂弥雅彦君） 設置の基礎として

います世帯数が５,２４９世帯で、設置済みが３,３

４７世帯というようなことになるかと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 時間がなくなってくるので

すけれども、３,３４７というのは２,７００にどう

いう数値を足していったのかということがわかりま

せんか。これから言えば、６４７の差があるのです

よ。３,３４７から２,７００を引くと。そうする

と、実際は３６１でしょう。だから、どういう数値

が入っているのかということですけれども、もうい

いです、時間がないですから。残り３０分のあれが

出ましたので、ほかの関係があるのですけれども、

いずれにしましても情報共有がきちんととれていな

いと。ですから、けさ消防へ寄ってきましたら、う

ちの２３年６月１日の設置普及率は６９.４４％な

のです。ちょうど聞きに行ったら救急車の通報が

あったのですけれども、現在は、６月１日で消防と

しては６９.４４％ということで押さえていると。

ですから、恐らくこの情報も保健福祉課のほうには

来ていないのかなという気がしますけれども、一

応、事業展開の中でやったのであれば、それぞれ情

報提供をし合うというようなことがあっていいのか

なという気がいたします。 

 次に移ります。ＪＲ上富良野駅周辺の自転車駐車

場の管理についてお伺いをいたします。 

 実際に私、６月８日に行ってみて２０８台が駐輪

されている。それから、駅裏のほうにも３６台が駐

輪されている。いかに通勤・通学の皆さん方が利用

されているのかなということで感じました。 

 それで、調査の関係で、確かに私、平成１６年に

この問題について条例規則に沿ってやりなさいよと

いうことでやっておりました。その後ずっとされて

おりましたけれども、ただ、現実に調査札が平成２

２年１０月１４日付で添付をされております。言う

なれば、この自転車は放置自転車ですよ、引き取り

くださいというようなことで。それで、１０月１４

日は何枚添付をしたのか確認したいのですが。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ９番中村議員の御

質問にお答えいたします。 

 当初添付した枚数は１５枚でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） わかりました。 

 私も１５枚を、不明のやつもあるのです。答弁の

中にあった、いたずらされたのか、引きちぎられた

り。しかし、荷札のひもが、張り紙が残っている分

を含めると１５台は確かにありました。 

 それで、札をつけて１４日経過、そして長期駐車

自転車整理台帳に載せる。そして、今度は確認をし

て、その後、１４日を経過して引き取り告示を出

す。さらに６０日をして処分告示をするということ

でございますけれども、平成２２年度の関係につい

ては告示等の行為は行っていないということで確認
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してよろしいでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 中村議員の御質問

にお答えいたします。 

 先ほども御説明申し上げましたけれども、１５台

について添付した札は、事務を開始する途上で次々

と紛失して特定することができなくなりました。事

務を中止した関係で、告示事務の前段階で中止して

おります。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） それで、現実に北海道警察

に防犯登録、これが私が調べた関係では６件、それ

から学校の通学登録、上富中が３件、富良野緑峰高

校が３件、それから山部中学校にいて上富良野高校

に通学していたという、１台の自転車に２枚のラベ

ルが張ってあるのです。そうすると、これは全部学

校名と色、番号があるので、これによって学校へ照

会すればわかるはずなのです。 

 それからもう一つは、防犯登録の関係は、私、以

前、道警本部に照会したところ、防犯の関係がある

から防犯登録は１０年保存をしておきますよという

ことで、何か役場等であれば照会いただければ報告

できますよというようなことがありますので、実際

にこれらの作業が、今、課長の言うように、引きち

ぎられても現実の問題として防犯登録のやつはその

まま着いているのです。だから、何とかそういうこ

とで捜査ができなかったのかなという感じがいたし

ます。 

 それから、できればそういうことでやっていただ

きたいと思いますけれども、次に、自転車の処分の

関係です。２０年、２１年、２２年と全部で５６

台、金額にすれば１万４,０００円です。実際に２

２年度分の１５台についてはそのままということで

ございますので、私は２２年度分の１５台は、２３

年１１月に実施した状況ということになると、恐ら

くあそこ、一番奥と右側のほうと、今、長期駐車自

転車でいっぱいなのです。ですから、そうすると、

どこかに保管をするのか、２２年度分については正

式に告示手続をして処分をしたほうがよろしいので

はないかという気がいたしますけれども、その点い

かがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 中村議員の御質問

にお答えいたします。 

 現時点で掌握している台数、先ほど申しましたと

おり７台のみが確定しております。ただ、痕跡が

残っているものを数えれば、１５台に近い数字が確

認はできるのですが、ただ、それがいたずらによっ

て移動されたり、警察が独自につけた針金つきの札

のものもあります。そこら辺がちょっと混在してい

る状態でありまして、再度の調査が必要だという判

断をしております。それで２３年度にあわせて、再

度の調査に含めたいという考えを持っております。 

 それから、狭隘化しているという現状が議員から

もお話がありましたけれども、管理を委託している

高齢者事業団のほうから状況を伺いますと、現時点

であふれる状況にはない、若干の余裕を持って利用

されている状況にあるということを聞いております

ので、とりあえずは現行で掌握している部分だけ、

一番奥側にひもで羂索して、再度の混在が発生しな

いよう、今、保管しているところであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 私は、平成２２年度の１５

台というのは、これから告示して処分をしても、こ

れ以上判明する手だてが、私が言ったあれをすれ

ば、まずわかるところはわかるのです、持ち主。で

すからその点は、２２年度のものは２３年度の今の

段階で手続をして処分をしていただきたいなという

ことを申し上げたいと思います。 

 それからもう一つは、ああやって置いておくと自

転車の不法投棄の場所になっているのですよ。現実

に、調査札ナンバー４を見ましたら、一般の自転車

で幼児を乗せる座席が前にあって後ろにあるのです

よ。子供がいる人だったら、あそこにあのまま放置

しないのですよ、現実の問題として。そうすると、

転出か何かで要らなくなったのかどうかを含めて、

そのままあのナンバー４は放置をされております。

ですから、そういうものを含めると、あそこに置い

ておけばということで、何とか役場が処理するので

はないかというような傾向があるのかなという感じ

を受けますので、その点も十分調べていただきたい

と思いますけれども。それは駐輪場の奥の左側にあ

ります。色はレッドで子供用座席が２あるというこ

とになっておりますので、何とかその点も含めて検

討をしていただきたいと思います。 

 次に、生活灯のＬＥＤ化の関係です。 

 今回、３５３灯の希望があったというところで、

町長が決断をされて、これを３カ年でやるというこ

とで、今回、補正予算１,３３２万５,０００円を計

上していただいたということで、地域の皆さん方が

それだけ期待をしているのかなというものと、もう

一つは、町内会で負担の関係があるものだから一遍

にできないというような感じもあるのかなと。 

 それで、先ほど課長のほうで第１種が３灯、第２

種は８４４灯のうち３５３灯ということでございま

す。したがって、推進率から言えば３５.５％なの

かなという感じをいたします。したがって、当初予
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算の６０灯と２３年の補正の関係を含めて、合わせ

て３５６灯ということで理解をしていいのか、その

点確認をしたいと思いますが。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の御

質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、含めての数字でございま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 町内会からの申請状況を見

ますと、あくまで相談、または申請ということだけ

れども、最終的にこの３５６灯を設置をするという

ことで作業を進めているということで確認していい

のですか。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の御

質問ですが、おっしゃるとおり、今、要望のあった

ものを含めて、すべての数字で予算化をさせていた

だいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） それで、第１種生活灯と第

２種生活灯と照明する環境が違うのですけれども、

値段の関係は第１種生活灯は幾らで、第２種生活灯

は幾らかという数字がわかれば教えていただきたい

と思いますが。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の御

質問です。 

 第１種、第２種でそれぞれの設置単価が変わるも

のではございませんので、同じ値段で実施しており

ます。ただ、生活灯の電気料の負担補助率というの

ですか、その差でございますので、設置に関しては

差異はございません。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 僕は、第１種生活灯で、商

工会、商業者のところということは、どちらかとい

うと従来の白熱灯、蛍光灯でもワット数が高いもの

だから、それで値段の差が出てくるのかなという感

じはしたので、それは同じということで理解をして

よろしいですね。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の御

質問です。 

 先ほどの答えは、同じワット数での差でありまし

て、それぞれ設置するワット数で単価は違いますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） そうすると、今、第２種生

活灯の一般的なワット数と単価は幾らか。第１種生

活灯の場合は、そういう点で幾らかということがわ

かれば教えていただきたいと思うのですけれども。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の御

質問ですが、今現在ほとんどが１００ワットのもの

を、それ相当のＬＥＤ化をさせていただいていると

ころでありまして、単価的には設置する業者で多少

の差がありますので、この金額という状況では

ちょっと示されないところでありますけれども、た

またま１００ワットが１００ワット相当のＬＥＤ化

をしているのですが、それ以下のものについては、

１００ワットにするものについては補助対象にして

実施しているということで、６０ワット、４０ワッ

ト、２０ワットのやつがあるわけですけれども、そ

れについても１００ワット相当のＬＥＤにしていた

だくということで、承認して実施するように進めて

いるところです。 

 金額的には１００ワットのあれをするのと同じな

のですけれども、電気料の効果が、逆に６０ワッ

ト、４０ワットのものを１００ワット相当、おおむ

ね２０ワットぐらいの契約になるかと思いますが、

その差が縮まるということで、電気料の効果という

のは１００ワットを２０ワットにするのとは少しず

つ差が出てくるのかなということで考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 基本的には、町に申請をし

てオーケーが出れば、町内会と電気工事業者との話

し合いになってくるということでは理解をしたいの

ですけれども、それで先ほど課長のほうから電気料

金の関係で、２３年度の７月に工事が完了すれば７

０万円、８月に完了すれば６１万円、９月に完了す

れば５２万円と。今回の３５６灯を２４年の４月か

ら計算していくと１０５万円というようなことで理

解をしているのですけれども、現在、生活灯で申請

をされて、町内業者との協議によって７月完了予定

というようなもの、８月完了予定、９月完了予定と

いうもの、数字的にはわかりましょうか。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の御

質問ですが、当初予算の部分につきましては既に決

定し、実施もされているところで、まだ終了してい

ない部分もありますけれども、決定済みが７４灯

で、予算の２９７万円に対して２９５万円の決定を
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させていただいているところです。 

 その後の部分については、７月末、８月末、９月

末ということで先ほどお答えいたしましたが、その

事業計画のほうはまだ詰まっていないところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） そうすると、一応申請をし

たら決定通知書を出す。決定通知書は、今、全町内

の３５６灯分は出しているのかどうなのか、確認し

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の御

質問にお答えします。 

 先ほどお答えしましたように、当初予算の範囲内

の部分については交付決定させていただいておりま

すが、残りの部分につきましてはまだ予算がござい

ませんので、交付決定通知は出しておりません。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） あしたの補正予算で決定さ

れるから、それは出せないということはわかりま

す。そうすると、２９７万円、当初予算６０灯の分

は、一応その予算措置で７４灯をつけるということ

で理解していいのですか。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ９番中村議員の御

質問にお答えします。 

 議員おっしゃるとおり、当初予算２９７万円の範

囲内で７４灯の交付決定をしたところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 私、当初予算６０灯で２９

７万円ということになると、１灯当たり４万９,５

００円かなということで理解をしておりました。し

かし、今回そういうことで業者と町内会の話し合い

の中で、最終的に７４灯ということで、当初予算の

６０灯が１４灯もふえたということではいいかなと

いうことで、そうすると、４万１３５円の単価割合

にすればそうなのかなという気がいたします。 

 したがって、２３年の補正予算の関係で２９６灯

を割ると、１,３３２万５,０００円を割ると４万

５,０１７円だから、現実の問題としては、まだ予

算的にはつける要素があるのかなという気がします

けれども、これは予算が決定していないからどうの

こうのと論議ができませんけれども、基本的な考え

方としては、まだ灯数はつけられる余裕はあるのか

なということで考えているのですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 中村議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 予算を１００％お認めいただいた後、実は、最初

のお答えでも申し上げておりますけれども、現在申

請をいただいた部分で、一応、本年度の部分は完了

ということで押さえておりますので、追加は２４年

度、２５年度ということで予定をしておりますの

で、金額が圧縮される可能性はありますけれども、

申請を新たにふやしていただいて、金額に達するま

でというようなことは、今、想定はしておりませ

ん。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） わかりました。それで、先

ほど町長が僕の質問の中の、あっち飛びこっち飛び

のところ、町長が先に答弁するということであれ

だったもので、自転車駐車場の関係の丸運側の入り

口なのですけれども、今もずっと閉鎖されておりま

す。 

 それで、私は何回かこれらの調査札を調べるの

と、自転車の調査に行ってあれしたらば、朝早くか

ら、それから夕方からということであれなのですけ

れども、現実に栄町のほうから来る人は回ってく

る。そうすると、どちらかというと、特に通学の生

徒は時間ぎりぎりで来るものですから、あの前にど

んどんどんと、言うなれば駐輪台に置かないで、恐

らくそれが高齢者事業団の皆さん方がそれぞれ整理

をされているのかなという承知をしているのですけ

れども、できれば夏期の期間はあそこをあけて、人

間の動線というのは近いところから駅のほうへとい

う形になってくるので、何とかそれらを配慮するよ

うな形ということで、検討していただくということ

で町長の答弁がありまして、ここをあけたらどうだ

といったら、私たちは助かるよというようなこと。

帰りも駅からおりて、駐輪場で自転車を持ってあの

裏口から出ていけるという体制があるものですか

ら、最初はマナーの問題、管理者の問題ということ

で説明を受けたのですけれども、それらの関係、小

さいことだけれども、そうするとあそこのごみ捨て

場ほどではないけれども、放置自転車の状況を、も

うちょっと体制が変わってくるのかなという気がし

ますので、その点もぜひ実施をしていただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 駐輪場の北側の出入り口の

開放についての御質問でございますが、冒頭申し上

げましたように、まずマナーが近年向上してきてい

るということは伺っております。私も、入り口から
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覗いてみる程度のことしか知り得ていませんが、た

だ、子供たちが非常に短い時間に一気に利用すると

いうような実態も、それは理解しておりますけれど

も、何と申しましてもマナーがまた戻ってしまっ

て、非常に乱雑に置かれたりするようなことになる

と不幸なことになりますので、少し試行的にさせて

いただきたいと思いまして、その後に判断させてく

ださい。 

 以上でございます。 

○９番（中村有秀君） わかりました、終わりま

す。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、９番中

村有秀君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１０番和田昭彦君の発言を許します。 

○１０番（和田昭彦君） 私からは、さきに通告し

てあります２項目５点について、町長並びに教育長

の見解をお伺いしたいと思います。 

 まず１点目の農業の振興についてですけれども、

一昨年、昨年と２年続きの異常気象の上に、今春の

不順な天候によって春耕期の農作業が大変におく

れ、出来秋が心配されている状況にあります。この

ように、異常気象が地球規模で起こって、この気象

状態が恒常化しつつあり、我々、自然相手の農業者

にとって、そして自然の恵みをいただいて生活して

いる農業者にとっては、厳しい農業経営がこれから

もますます続いていくのではないかと心配していま

す。 

 また一方で、上富良野の農業後継者がいるという

ことを答えている農家は３０％にも満たず、また、

後継者となるべき子供がいながら後継者として育て

ていない農家も多く、経営主の高齢化により農家戸

数の減少がこれから加速されることが予測され、我

が町の農業を取り巻く状況はますます厳しさを増し

ています。 

 このように、基幹産業としての農業を支えるため

に、平成２１年に第６次農業振興計画が発表された

わけですけれども、その振興策がきめ細かく執行さ

れることが、これからの我が町の農業にとって大切

なことだと思いますけれども、今回は第６次農業振

興計画に盛られていなかったことで、余り予算のか

からない次の３点について推進してはどうかと提案

したいと思います。 

 まず１点は、後継者不足から離農が予想されるわ

けで、当然、農地が流動化されます。流動化される

農地が効率よい経営ができるように、交換分合、交

換耕作を政策的に推進して農地の集積化を図っては

どうかということです。 

 第２点は、都会の子供たちとの交流をする農家民

泊を推進することによって、彼らから逆に農業のす

ばらしさを学び、そのことで農村の活性化が図られ

るとともに、後継者の育成にもつながると思います

が、どうでしょうか。 

 それから３点目に、このように厳しい農業経営を

進めていくために、視野を広め客観的に農業を見つ

めることのできる後継者を育てるために、専門大

学、農業系の大学への進学や外国への研修、あるい

は国内の先進地への研修を奨励して、そのための奨

学資金を無利子で貸与して、町に戻って経営に参画

するようになってから返済する制度をつくってはど

うかと思います。 

 次に、上富良野高等学校の振興について、教育長

にお伺いしたいと思います。 

 上富良野高等学校は、昨年、定員オーバーする４

２名の新入生が入学し、４００名を超える野球部を

応援する会などが設立されるなど、地域と学校が一

体となって振興に取り組むすばらしい形が生まれて

大変喜ばしく思っていました。しかし、今年度の入

学者は２７名で、一昨年までの人数に戻ってしまし

ました。 

 今年度、学力アップ対策として１００万円の予算

が計上され、一定の成果が期待はされるものの、今

後も定員を満たない状態が続けばキャンパス校化し

て、やがては廃校という運命をたどるのではないか

と思います。そのようにならないために、思い切っ

た振興策に取り組むべきではないかと思います。 

 それで、まず１点は、上富良野高等学校教育振興

会は、広く町内の関係団体の代表で構成されていま

す。この会が資金的な支援だけではなくて、平成１

８年に統合反対の存続運動で集めた８,４２１名の

署名と、今年度の入学者数２７名のギャップを重く

受けとめ、いかに定員を確保するか、それぞれの立

場から議論を深めていくべきだと考えますけれど

も、いかがでしょうか。 

 それから、特色のある学校にするための一つの方

法として、今、国が観光立国を目指して観光産業の

振興に力を入れているのにあわせて、観光施設、業

者等と提携して観光ビジネスコースを設けることを

道教委にお願いしてはどうかと。 

 以上、町長と教育長から回答をお願いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番和田議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず１項目め、農業の振興に関する３点の御質問

にお答えさせていただきます。 

 ことしの農作業等の状況は、行政報告でも申し上

げたとおり、４月下旬からの天候不順により畑作物

の播種期が５日から２週間程度おくれたことから、
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今後の生育について心配しているところでありま

す。 

 また、基幹産業である農業の後継者不足につきま

しては、私といたしましても議員と同様に大変危惧

をしているところであります。 

 まず、１点目の農地の集積化に関する御質問でご

ざいますが、農地の集積化は農作業の効率化を図

り、経営安定に向けて大変重要であり、これまでも

町内各地区の農地利用改善組合が主体となり、農業

委員とともに農地の売買及び賃貸借のあっせんの際

に積極的に推進していただいております。 

 また、町といたしましても、基盤整備事業の中で

引き続き換地事業を積極的に推進し、農地の集積化

を図ってまいります。 

 交換分合や交換耕作による農用地の集積化は、通

作時間の短縮、作業効率の向上、大型機械の効率的

利用など、省力化や生産コストの低減が図れること

は承知しております。 

 国の補助を受けて行う交換分合等の制度もありま

すが、これには一定地域の耕作者の半数以上の同意

や農地価格の評価など課題も多くあることから、町

が取り組みを行うことは現状では厳しいものと考え

ております。 

 次に、２点目の農家民泊についてですが、現在、

町内においては修学旅行生等を対象に宿泊を伴う農

業体験を受け入れる農家が１軒あり、昨年は述べ約

３２０名の受け入れ、本年も約３００名程度の受け

入れを予定しております。また、日帰りの農業体験

につきましても、昨年は１２軒の農家が約３５０名

の受け入れを行っており、本年は８軒の農家で６０

０名の受け入れを予定している状況にあります。 

 これらの取り組みが後継者の育成につながること

となれば幸いと思いますが、むしろこれからの次代

を担う子供たちに農業のすばらしさと上富良野の豊

かな自然を伝えるとともに、農業の６次産業化や農

村地域の活性化につながっていくことを期待してお

ります。 

 次に、３点目の後継者育成に向けた修学資金の貸

付制度についてでありますが、まず、農業大学等へ

進学される方への修学資金の貸しつけにつきまして

は、北海道が行っております就農支援資金制度の中

で、教育研修資金として貸付限度額が月額５万円の

就農研修資金を借りられることから、これらの制度

を御活用いただくことで、現時点において町独自で

修学資金を貸しつけすることは考えておりません。 

 また、海外研修の奨励につきましては、本年度か

ら実施をしている中山間地等直接支払制度における

上富良野町営農推進事業の中で、農業研修事業とし

て国外及び国内への研修に対する補助を行うことと

なっており、これらの制度を活用してまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長答弁。 

○教育長（北川雅一君） １０番和田議員の２項目

め、上富良野高等学校の振興に関する２点の御質問

にお答えをいたします。 

 １点目の定員確保についてでありますが、現在、

町は上富良野高等学校教育振興会を介して、上富良

野高等学校に対しさまざまな支援をしております。

特に２２年度からは、生徒が持っている目標・夢を

達成することを目的に、生徒、保護者、先生に、メ

ンタル面に対する指導・助言を行う上高ドリカムサ

ポートシステム事業、学力の向上とクラブ活動の充

実を図る目的で学校支援ボランティア事業を、今年

２３年度からは学力向上対策としてＶＯＤシステム

事業を、学校、教育振興会と協議検討を加え新規事

業として支援をしているところでございます。 

 これらの支援事業により、生徒個々の目標・夢が

達成されることで、上富良野高等学校に対する評価

も変わり、一定の成果が上がると期待をしていると

ころでございます。また、これまでも地元中学校は

もとより、富良野地区の中学校に訪問し、生徒支援

策を説明するなど、定員確保のため行動をしており

ます。 

 今後におきましても、今まで以上に学校、教育振

興会等の中で定員確保等に対し議論を深めてまいり

たいと考えております。 

 次に、２点目の観光ビジネスコースの設置につい

てでありますが、職業学科等への転換については、

富良野緑峰高校との関係、また、学校の施設機能の

問題もあり、条件を満たすことは極めて困難ではな

いかと思っております。しかしながら、上富良野の

子供が入学したいと思う魅力のある学校づくりのた

めに、今後においても、学校、教育振興会等におい

て協議、検討を重ねてまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 交換分合、交換耕作につ

いては、以前の定例会でも質問させていただいたの

ですけれども、第６次農業振興計画の中に盛り込ん

でほしいということなのですけれども、時期的に無

理だったのか、これが引き継がれないで名前が振興

計画の中に載っていなかったので、今回また提案さ

せてもらったわけなのですけれども、町長も十分こ

のことについては重要だということを認識されてい

るので、ぜひそのように実行していっていただきた
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いと思います。 

 交換分合は、条件が必ずしも一致しないことが当

たり前で、大変難しいのです。全く同じ条件だった

ら交換するということも簡単なのですけれども、条

件が一致しないことが多いので、成立させるために

は間に第三者が入って、それを町が政策的に将来的

なことを考えて交換したほうがいいのではないかと

いう指導を加えていってほしいということで、政策

的に進めてほしいということを申し上げたのですけ

れども、いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 和田議員の農地の集積等に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 交換分合、あるいは集積等のみを単独に行うとい

うようなことになりますと、さっきの答弁でもお答

えさせていただきましたように、国の制度を用いて

展開することも方法としては可能でございますが、

議員も御案内のように、現実の問題としてまず評価

を、それぞれ皆さん思い入れを持って耕作されてい

る農地を評価して、そしてさらにそれを集積すると

いう、それだけを単独に事業として行うということ

は、地域なり地区なりが相当の熱意を持って取り組

むというようなことになれば、これは可能性はない

わけではないでしょう。むしろ、私といたしまして

は、離農等のきっかけで農業委員会が中心となって

行っております農地の集積がこれからも着実に行わ

れていくこと。さらには、基盤整備等を通じて行わ

れる換地による集積、これらが着実に推進していく

ことによって、町としての体制も徐々に整っていく

のではないかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） そのように実施に力を入

れていっていただきたいと思います。 

 次に、農家民泊ですけれども、１２月定例会では

観光振興の立場からグリーン・ツーリズムを推進し

てはどうかという提案をさせていただいたのですけ

れども、今回は、農家民泊によるグリーン・ツーリ

ズムの推進は、農村部を活性化させる大きな要素を

持っているということで提案をいただいたわけで

す。 

 農業は、だれにも指図されないで自分の考え方で

仕事ができるという、そういう点でいい点がある反

面、ややもすると自分の殻に閉じこもるというか、

閉鎖的になりがちで、そのことが農業の発展を妨げ

てきたということもあるのではないかというふうに

思うわけです。 

 それで、農家民泊で、都会の子供たちとの交流に

よって、農業が単に食料を生産する職業にとどまら

ず、人間性回復といいますか、人間教育の場として

も大きな役割を担っているということを、彼らから

必ずや教えられると思うのです。そういうことだと

思うのですけれども、ところが閉鎖的な農家では

日々の営農に追われて、農業の厳しさとか農作業の

つらさとか、そんなことが前に出てしまって、それ

を見て育つ子供たちは農業はやりたくないというこ

とで後継者が育っていかないということもあると思

うのです。しかし、そういう都会の子供たちが来

て、環境が変わって生き生きとしている姿を見るこ

とによって、本当の農業のよさを知らしめられると

いうか、そういうことの期待が多いにあると思うの

です。そのことによって、後継者もそういう姿を見

て農業をやろうではないかというふうな気持ちに

なってくれる子供も結構出ているのではないかと期

待するわけなのです。 

 教えるということは大変なことなのですけれど

も、曲がりなりにも小さな子供たちに教えるという

ことは、自分が学ぶことなのです。自分が学ぶとい

うことは、それだけ自分が高まっていくということ

になっていきますから、そういう姿を見せることに

よって、僕は農村というのは活性化していくという

ふうに思います。そういうことからも、ぜひ農家民

泊を進めていってもらいたいと思うのですけれど

も。 

 １２月に旭川市で行われた農家民泊によるグリー

ン・ツーリズムの講習会に、農業振興班からたしか

１人講習を受けに行っていたと思います。彼がそう

いう前向きな気持ちで参加していたようなので、そ

れに期待していたのですけれども、その辺どのよう

に考えているか答弁願いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 和田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 このグリーン・ツーリズムが提唱されてから久し

いわけでございますが、議員がお話になりました、

特に農業者、一次産業の皆さん方、自己完結型職業

でございまして、とかく内向きな部分があるのかな

というようなことは、以前はそういうイメージも

あったというふうに理解しておりますが、ここ近年

におきましては、後継者の方々、あるいは農業者そ

のものが非常に情報が豊富に収集できますので、以

前のようなそういう内向きな部分はなくなってきて

いるのかなというふうに理解しております。 

 農家民泊等につきましては、まず、民泊というこ

とになりますと、農家のおたくに修学旅行生等に泊

まっていただくことになりますと、ある程度、準備

等も当然必要でしょうし、あるいは、いろいろな規
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則、決まりというものもクリアしなければならない

ということで、それなりのハードルもあろうかと思

います。そういうことに先進的に取り組んでおりま

す道内の市町村の方とお話しする機会もございます

けれども、私が知り得る範囲内ですと、地域がそう

いう機運を持ちまして、地域として皆さんで支え

合って取り組んでいるというような事例が、私とい

たしましては多いのかなというふうに理解しており

ます。ですから、町内におきましても、そういう農

家のおたくに泊まるということに必ずしも固執しな

い方法等がもしあれば、そこは町内のほかの業態の

方とすみ分けしてということも展開できるかと思い

ます。 

 まず、それ以前に、私といたしましては、そうい

うことをまず体験していただくような、日帰りでも

受けて、そして都会の子供たちと触れ合ったりし

て、農家の後継者等も新しい方々と接することに

よって、農業そのものをみずから見直すという機運

も、きっかけもできるでしょうし、それらについて

はぜひ普及していただくようなことを期待もしてお

ります。 

 私事で大変恐縮ですけれども、実は私の家で、こ

としに入ってもう４度目か５度目の受け入れをして

おりますけれども、非常に新鮮な感じで受け入れさ

せていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 今、農家民泊を上富良野

では１軒やられているということで、多分、東中の

方だと思いますけれども、最初から１０軒も２０軒

もというのではなくて、１年に２軒、３軒とか、少

しずつそういうことに取り組む人が輪を広げていく

ように、町の農業振興班で、ぜひ枠組みをつくって

奨励をしていただきたいと思うのですけれども、農

家に泊まるといってもそんなに難しく考えないで、

例えば子供が大きくなって町外に就職したとかでい

なくなって部屋が一つあいたとか、高齢の年寄りが

亡くなって部屋があいたとか、そういうことで新た

に宿泊施設をつくるとかそういうのではなくて、あ

いている部屋に泊まっていただくという、最初はそ

ういうことから出発するので十分かと思いますの

で、ぜひ町のほうで音頭をとってやっていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 和田議員の農家民泊につい

ての御質問にお答えさせていただきます。 

 農家民泊につきましては、単独で取り組む事業に

なり得るかどうかということは、まだそこまで上富

良野町では成熟していないのかなというふうに理解

しております。しかしながら、今年度から取り組ん

でおります中山間地等の事業、そういった事業の中

で勉強する機会もつくれますので、そういうきっか

けづくりに町が情報提供していくなりということに

ついては意を用いてまいりたいと考えておりますの

で、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 次に、３点目の農業後継

者の研修に対する融資なのですけれども、国などの

融資対策があるということで、確かにそれを活用し

てもらうことも重要かと思いますけれども、この町

で農業後継者にこれだけ育成に力を入れているのだ

ということを示す意味で、ぜひ町で融資をしてもら

いたいということで提案させていただいたのですけ

れども、これも融資ですから利息は取らないから、

もちろんふえるわけではないのですけれども、看護

師の獲得のような、職場について何年かしたら返済

しないでいいという、そういうような問題ではなく

て、町から出してもらったということは、その分、

真剣に勉強しようという気持ちにもなれますし、ま

た、帰ってきてからそれを返すということは一つの

励みになりますので、本当は町としてそういう制度

を設けていただきたいというふうな気持ちなのです

けれども、どうでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 和田議員の後継者等に対し

ます研修補助等についての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 農業大学等への修学資金につきましては、北海道

のほうで用意されております制度がございますの

で、私といたしましてはそちらのほうを活用してい

ただくことがいいというふうに理解しております。 

 また、町独自では、現在、後継者等にサポート、

応援する制度も設けておりますし、先ほどもお答え

させていただきましたが、中山間地事業の中におき

まして、新たに研修等を行う方々に対しまして助成

をする仕組みも設けておりますので、私は、今この

推移を見てさらに改善の余地があるとすれば検討し

てまいりますが、今設けたばかりでございますの

で、この制度の行方を少し見守らせていただきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） それでは、２項目めの上

富良野高等学校の振興についてお尋ねしたいと思い

ますけれども、これまで上富良野高校の存続を危ぶ

んでいる一人として２度ほど一般質問してきたので

すけれども、町長、教育長がかわられたということ

で、向山町長はどのように考えておられるかお聞き
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したいということで、今回、質問させていただいた

わけです。 

 前町長からは、上富良野高等学校の存続は最重要

課題であるという答弁をいただいたのですけれど

も、向山町長の考え方はどうなのか聞かせていただ

きたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 和田議員の上高の存続に関

する御質問にお答えさせていただきます。 

 前尾岸町長の当時からの方針と私の方針とは、何

ら差異もございませんし、むしろ新しい校舎を建設

するなど、町民の皆さん方がしっかりと築いてこら

れたこの実績を私も踏襲して、さらにしっかりと存

続が担保されるような、そういうことに汗をかいて

まいりたいというふうに考えておりますので、従来

の方針をそのまま継続して実のあるものにしていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 平成１８年に２間口で４

０名に満たないで、特例２間口という措置がとられ

たわけなのですけれども、このとき町では統合反対

の存続運動を進めて８,４２１名の署名を集め、そ

の署名の最後に、私たちは地域の総意を持って上富

良野高等学校を存続させていただきたく署名を、

もって強く要望いたしますというふうに文書を高等

教委に出しているわけなのですけれども、そのとき

町長は議員としてこの嘆願書を議会で可決していた

ので十分御承知おきかと思いますけれども、この

８,４２１名の署名とことしの２月の２７名の数字

のギャップをどのように町長は認識しておられます

でしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 和田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 当時、私も議員という立場で存続活動のお手伝い

をさせていただいた記憶がございますが、上富良野

高等学校を存続してほしいという、この町民の気持

ちは、当時、相当熱い思いを持って町民がその意思

を表示された結果が８,０００名以上の署名につな

がったものだというふうに考えております。しか

し、一方では現実に、北海道教育委員会の方針とい

たしましては、やはり生徒数が減少する学校につい

ては、高校の適正配置という大前提がございますの

で、その中で生徒数が減少していく学校について

は、粛々とそういう計画に基づいて推進されている

という実態も片方ではありまして、そういう中で、

存続に向けてどのように生徒をしっかりと確保して

いくかということ、その現実と町民の思いというも

のには、やはり現実の問題がそこにありますので、

ギャップがあることも承知しております。 

 今、町で取り組もうとしておりますのは、その

ギャップを埋めるための方策でございますので、ぜ

ひその点は御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 平成１９年に、本来なら

４０名以上の入学者を獲得していたら１間口になら

ないで済んだわけなのですけれども、１９年に２６

名の入学者しかいなかったということで１間口に

なってしまったのが返す返すも残念でならないので

すけれども、いずれにしても今後とも上富良野高等

学校を存続させるための最低条件として、やはり昨

年のように定員以上の応募者を集めることだと思い

ます。 

 町長が行政報告の中で、５月１１日に教育委員会

とともに北海道教育委員会教育長を初め所管部局を

訪問して上高存続の要請を行ってまいりましたとい

う報告がありましたけれども、そこでどのような内

容の話をされたか、感触はどうだったのか、お聞か

せ願いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 和田議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 先般の５月に教育関係者の皆さん方ともども、北

海道教育委員会のほうに高校の存続について要望さ

せていただいたところでございます。その中で、高

橋教育長等からもお話しいただきましたけれども、

まず、皆さん方の地域の思いは痛いほどわかってい

ただいております。しかしながら、高校の適正配置

という部分につきましては、これは教育長以下北海

道教育委員会の方々の思いだけでは、心だけでは、

なかなかそれはどうこうできる状態のものでもござ

いませんので、ただ１点、存続に向けての取り組み

に対して、教育委員会としてはしっかり応援させて

いただきたいという言葉をいただいてきているとこ

ろでございます。 

○議長（西村昭教君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） そういう答弁をいただい

たということで、ぜひ存続に対する取り組みを全町

一丸となって進められるように、よろしくお願いし

たいと思います。 

 ２項目めの特色ある学校にするための一つの方法

ということで、観光ビジネスコースを設けてはどう

かということを提案させてもらいましたけれども、

１間口の普通科課程ということで、それは職業課程

に変えるということは、これは大変なことなのだと
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いうふうには理解できるのですけれども、例えば普

通科課程のままで総合学習の時間とかその他の選択

科目などの時間を使って、近隣の市町村で観光施設

で働いている人方を講師として呼んで勉強させてい

ただくとか、中国語とか韓国語の初歩的な会話を３

年間でマスターして、卒業するときには即戦力とし

て観光施設や職場で働けるという、そういう卒業生

を育ててはどうかということを考えたのですけれど

も、教育長いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） １０番和田議員の御質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

 基本的には普通学科でございますので、その範囲

のカリキュラム等の動き方になってくると思いま

す。今言われた観光に関しての語学研修、ある程

度、部活ですとかいろいろな部分の対応はこれから

の部分で図られていくというふうには考えはつくの

ですけれども、このカリキュラムの中で果たして高

校がどういう対応をしてくれるのか、そういう動き

方をこれから十分にお話をさせてもらわなければな

らないという状況でございます。基本的には普通学

科でございますので、そういう動きの中で対応して

いかなければならないということが一つ条件になっ

てくるのかなと思います。 

 それと、先ほど町長もお話ししていたように、基

本的に新たな高等学校に関する指針が１９年に出さ

れてございます。かなり１間口の厳しさというのは

正直言ってございます。今の中で４０名、定員をき

ちんと確保していかなければならないという状況で

ございますけれども、上川の南学区自体が正直言っ

て人口減になってきております。プラス富良野地区

もやはりなくなって、人数が少なくなってきている

状況を踏まえながら今後も対応していかなければな

らないという状況でございますので、そんなことを

含めながら高等学校との調整を図りながら対応して

いかなければならないというふうに今の段階で考え

てございますので、御理解を賜りたいというふうに

思います。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１０番

和田昭彦君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。再開は１１時といたしま

す。 

─────────────── 

午前１０時４２分 休憩 

午前１１時００分 開議 

─────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、５番米沢義英君の質問を許します。 

○５番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました点について、町長及び教育長に質問いたしま

す。 

 第１番目には、防災体制の強化についてお伺いい

たします。 

 東日本大震災が発生してから３カ月が過ぎまし

た。巨大地震と津波の上に福島原発事故の被害が加

わり、多くの人たちが犠牲になり避難生活を余儀な

くされているという状況であります。また、今、多

くの地元の人たちが新たな復興に向けて、そしてま

た、関係機関の協力体制が始まっております。 

 今回の震災においては、改めて防災とは何か、人

の命をどう守るのか、地域のコミュニティーをどう

育てるのかという点でも問われている、さまざまな

課題も明らかになってきています。町においては、

十勝岳等の噴火や地震、火災、また洪水などの自然

災害に対するふだんからの対応の強化が改めて求め

られていると同時に、防災対策そのものの見直しも

見直さなければならないと考えています。 

 物資の供給体制、あるいは電源が切断された場合

の対応、また、飲食等の供給体制などなどさまざま

な課題があると考えています。また同時に、一部の

避難施設等においては耐震化、あるいは消防、庁舎

を見ても耐震化が全くなされていないという状況が

あります。災害本部が倒壊しては、司令塔が倒壊し

てはその機能を発揮することができません。そうい

う意味では、きちんとした対応が求められていると

考えられます。 

 さらに細かく点検すれば、多くの課題がまだまだ

あります。そういう意味では、災害に強いまちづく

りをどうつくるのか、これが町にも求められてお

り、防災対策、そして計画そのものも見直さなけれ

ばならないと考えています。 

 一つ目に伺いたいのは、災害に強いまちづくりを

推進する上で、一つ、災害対策本部となるべき庁舎

や消防署、あるいは避難所となる小中学校及び公共

施設、病院、福祉施設。二つ目には、ライフライン

である上下水道や電力のバックアップ体制、通信体

制、橋梁や堤防などの土木構造、これらの耐震化の

再検討と今後の対応が求められていると考えます

が、この点についてお伺いいたします。 

 二つ目には、今回の震災被害の教訓を受けて、上

富良野町における災害対策の総点検を行い、また同

時に、上富良野町の防災計画そのものを再検討する

必要があると考えますが、この点についてお伺いい

たします。 

 次に、消防力の強化についてお伺いいたします。 

 上富良野町においては、十勝岳などの噴火を想定

した災害計画、あるいは地震、あるいは洪水に基づ
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いた対策計画が立てられております。災害はいつ押

し寄せてくるかわかりません。そのためには、ふだ

んからの備えが何よりも大切です。また同時に、初

動体制のおくれがあっては、救出できる被災者まで

救出できなくなるというおそれがあります。救助体

制の強化のためには、何といっても消防力の強化は

欠かせないと考えています。 

 しかし、富良野圏域と上富良野町における消防職

員数は、国の基準を大幅に下回っているという状況

であります。 

 以上のことを踏まえて、消防職員数と消防車など

の体制、国の基準数、町の消防職員数について、現

状はどのようになっているのかお伺いいたします。 

 次に、福祉施設について伺います。 

 自然災害等においては、高齢者や障がい者など体

の弱い人たち、子供たち、こういう人たちをどう守

るかということが求められてきます。そういう意味

では、避難誘導と避難施設の確保は絶対欠かせない

大きな問題であります。 

 上富良野町の計画では、この点の高齢者や障がい

者、体の弱い人々に対する避難施設における明確な

計画というものはまだ持っておりません。避難施設

については、一時確保をしたとしても、その後の支

援体制は明確に定まっておりません。各地では、福

祉避難施設の指定も行っているところであります

が、上富良野町においては福祉避難施設の指定は１

カ所もないというのが現状であり、早急にこの点で

も整備と指定をすることが大切だと考えますが、今

後の対応についてお伺いいたします。 

 次に、住民票の発行についてお伺いいたします。 

 住民票の発行については、公共施設等が基本と

なっております。一部自治体では、最寄りの公共施

設や郵便局等、あるいはコンビニなども利用して、

住民の利便性を考慮した中で住民票を発行する自治

体も出てきておりますが、町において今後の対応に

ついてお伺いいたします。 

 ５番目に、公契約制度についてお伺いいたしま

す。 

 この間、少なくない自治体では、貧困と格差の拡

大や官製ワーキングプアが社会的な問題となった現

状の中で、自治体と事業者、下請業者等の間におけ

る良質な仕事の確保や賃金の確保、地域での資材の

調達などを目指して、町としての公契約制度を結ぶ

条例をつくる自治体が出てきておりますが、この間

の質問に対しては、まだ明確な答弁がなされており

ませんが、どのように考えておられるのかお伺いい

たします。 

 次に、６番目には給食センターの問題についてお

伺いいたします。 

 富良野圏域における給食センターの位置づけは、

将来的には富良野の給食センターに統合するという

のが計画に載っております。今、多くの自治体で食

中毒や災害時における食料の確保、こういう問題を

どうするかということが課題になっております。万

が一、災害が起きた場合に備えて、１カ所という点

になれば、またその被害のリスクは拡大し、必要最

小限に食いとめるという点でも、給食センターの統

合の見直しは絶対必要だと考えますが、この点に町

長及び教育長の見解を求めます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。なお、２項目めの消防力

の強化につきましての御質問につきましては、担当

課長より答弁をさせていただきます。 

 まず、１項目めの防災体制に関する２点の御質問

にお答えいたします。 

 １点目の耐震化等に関する御質問ですが、公共施

設等につきましては、平成２１年２月に上富良野町

耐震改修促進計画を作成いたしまして、学校など利

用形態の区分ごとに面積や階層による一定の施設規

模を超える特定建築物について耐震化を図るべく検

討を行い、早期の改善を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 また、上下水道等につきましては、更新計画によ

る更新時には、耐震性を持った設備に切りかえを

行っており、引き続き計画的に整備を進めてまいり

ます。 

 なお、電力や通信インフラ等につきましては、そ

れぞれの事業者において対応されるものと理解をし

ております。 

 さらに、橋梁等につきましては、今後調査を行っ

た上、その結果に基づき検討させていただきたいと

思っております。 

 また、これらの中には、町単独での取り組みには

かなりハードルの高いものも想定されますことか

ら、今後、国などの制度活用や要望を行いながら改

善が図られるよう努めてまいります。 

 ２点目の防災計画の再検討につきましては、さき

の議員にも答えさせていただいているとおり見直し

も必要と認識しておりますので、今後、研究検討を

進めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の福祉避難施設についての御質問に

お答えいたします。 

 まず、避難所の指定につきましては、災害時の住

民等の安全を確保するため、現在、洪水、火山、そ

の他の災害に応じて町内５３カ所を避難所として指

定しております。町でも、高齢者、障がい者のほ

か、妊産婦、乳幼児、病弱者等で避難所での生活に
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支障を来すため、避難所生活において何らかの特別

な配慮を必要とする方々がふえてきていることを認

識しております。 

 福祉避難所について、その指定には一定の条件や

機能が必要でありますので、当面すべての要件を満

たさないまでも、それに近い機能を有すると思われ

るラベンダーハイツ、保健福祉総合センター、また

社会教育総合センターにおいてそのような対応を

図ってまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの公共施設、コンビニ等での住民

票発行に関する御質問にお答えいたします。 

 就労、生活形態などの多様化に伴いまして、住民

票を最寄りの公共施設やコンビニなどで交付できる

システムの導入は、住民サービスの向上にもつなが

るものであると理解をしております。しかし、その

初期費用及び維持管理費用は極めて多額であり、今

後の研究課題とは思いますが、当面は窓口サービス

の向上について実現可能なものから取り組んでまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、５項目めの公契約制度についての御質問に

お答えいたします。 

 公共工事の入札及び契約に関しては、談合事件や

収賄事件等が後を絶たない現状を受け、より入札の

透明性の確保や公正な競争の促進、適正な施工の確

保、不正行為の排除の徹底などが強く求められてお

ります。このような背景の中で、公契約制度は議員

御質問にもありますように、自治体と事業者間で良

質な仕事の確保や労働者の賃金確保のために契約を

締結する制度であり、全国の一部自治体において公

契約条例を制定している現状にあります。 

 町といたしましては、現在のところ条例制定の考

えはありませんが、公契約の趣旨を尊重し、上富良

野町発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱を平

成２１年１２月１日から施行し、関係業界にも周知

するなど、公共工事における適正な労務管理につい

て指導を行っているところであります。 

 また、特に労務提供型の委託契約につきまして

は、最低制限価格を引き上げるなどの配慮を行いな

がら、過度なダンピングが生じないような措置も講

じているところであります。 

 今後におきましても、指導要綱の徹底に加え、労

働契約の基本となります労働基本法、最低賃金法、

建設業法などの関係法律の遵守について適切に指導

してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

 給食センターにつきましては、教育長のほうから

お答えさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） 防災担当課長、答弁。 

○防災担当課長（伊藤芳昭君） ５番米沢議員の２

項目め、消防力の強化に関する消防職員数と消防車

両台数についてお答え申し上げます。 

 上富良野消防署に確認したところ、平成２３年４

月１日現在、消防職員数は国の基準で２４５名でご

ざいます。富良野広域連合といたしまして２４５

人、現有人数につきましては１２２人、充足率は４

９.７％でございます。上富良野消防署といたしま

しては、国の基準７７名、現有人数２８名、充足率

３６.３％でございます。 

 続きまして、消防車両台数について説明申し上げ

ます。国の基準では、富良野広域連合２４台、現有

台数は２０台、充足率８３.３％でございます。上

富良野消防署といたしましては、国の基準６台、現

有台数３台、充足率５０％でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ５番米沢議員の６項目

め、給食センターに関する御質問に私のほうからお

答えをいたします。 

 議員御承知のように、平成２１年４月１日から、

上富良野、南富良野、富良野地区の三つの給食セン

ターが広域連合に移行し、安心・安全でより充実し

た給食の提供を基本として運営を始めて３年目を迎

えているところでございます。 

 給食センターの今後の対応についてであります

が、移行期の平成２０年１月に策定した学校給食を

広域連合に移行する基本方針に基づき、平成２５年

度までに施設の一本化に向けて富良野広域連合にお

いて協議、調整を進めているところであります。こ

のことから、現在のところ再検討に対して回答する

状況に至っていないことを御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 防災の体制についてお伺い

いたします。 

 防災といっても広くありますが、まず、きのうの

質問でもありましたけれども、上富良野の消防本

部、その庁舎等は耐震化の構造に至っておりませ

ん。そういう意味では、また同時に避難指定されて

いる施設もあります。そこもよく見ますと耐震化に

なっていない避難施設であったりだとか、そういう

ところもたくさんあります。そういう意味では、耐

震化促進のための計画をきちんと全体で見直すとい

うことが必要になってきているというふうに考えま

す。 
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 そういう意味では、この点、町長は今後の計画の

中でどのように位置づけられて実行計画を持とうと

されているのか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の防災に対しま

す、特に耐震化についての御質問にお答えさせてい

ただきますが、このたびの３.１１の大震災の状況

を見るにつけ、防災計画のあり方、とりわけこの地

方におけまして想定できることといたしまして、耐

震化等については非常に重く受けとめなければなら

ないというふうに理解をしております。現在、促進

計画を持っておりますけれども、今の現計画のまま

でいいのかどうかということは、これはしっかりと

検証しなければならない課題だというふうに理解を

しております。 

 そういう意味におきまして、今、防災計画全体の

中も含めまして、特に避難場所と指定をしているよ

うなところを重点的に、今後どのように耐震化に向

けて取り組んでいけるのか、検証を進めてまいりた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そういう耐震計画を見直す

ということが、今回の震災等において大変大きな課

題になってきております。そういう意味では、いつ

までにこれをどういう方向で実行するのかという詳

細な計画を早期に立てる必要があるというふうに思

いますが、今、答弁の中にはそういうものも含めた

計画をいつまで持つのかという点では、そこら辺は

どう対応されるのかお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

いたしますが、促進計画を見直し、さらに、実際、

実施計画をどのように持つかということにつきまし

ては、この場で時期を明示することはできません

が、いずれにいたしましてものんびりと構えておら

れるものではないという認識は持っておりまして、

加えて、それらの計画を促進するに当たりまして

は、財政計画がしっかりとあることが前提となって

まいりますので、総合的にしっかりと皆さん方にお

示しできるようなものの見直しを進めてまいりたい

と考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） やはりライフラインと電力

も含めて通信体制もあります。消防での本部体制を

とった場合に、いろいろな通信等の電力源が必要に

なってくるかと思いますが、この点で問題だと考え

ているのは、消防にある電力源では十分賄えないと

いう実態があるというふうに思いますが、この点は

どのようにお考えですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 電力の確保につきましては、現在、自家発電装置

を消防のほうで設備しておりますけれども、これは

役場の本庁舎のほうに供給するというようなことを

想定されていないことから、消防の部分についての

電力供給は確保されるものかと思いますが、本部機

能は、現在、消防のほうに設定することを想定して

おりますので、本庁舎のほうにどういうような必要

があるのかということは、実務をしっかりと詰め

て、今後のあり方についてまた検討して、皆さん方

にそのあり方について御説明されていただく機会を

いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） いっとき電力が足りなく

なったという話も聞いておりますので、そういうこ

とも含めて、やはり現状のシステムの洗い直しとい

うのがどうしても必要だというふうに考えていま

す。 

 例えば、避難施設の指定になっている老人ホーム

や、医療で言えば病院などがありますが、病院で言

えば７時間余りだそうですが、老人ホームでしたら

４時間余りの電源確保。そのほかに避難施設はあり

ますが、そういった非常電力源がないところもたく

さんあります。これはどうするのかということも含

めた中での検討というのも当然必要だというふうに

思います。万が一、富良野圏域で地震等が起きた場

合、そういうことも含めて防災計画の中には地震も

起きると。しかし、確率としては低いけれども、震

度５から６ぐらいの地震も起き得るのだということ

が書かれております。そういうことも含めた自治体

ですから、万が一に備えたこういった体制づくりと

いうのは当然必要だというふうに考えております

が、この点、もう一度明確に答弁していただきたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の防災にについて

の御質問にお答えいたします。 

 公共施設等の対応につきましては前段お答えさせ

ていただきましたが、今お尋ねいただきました避難

所の電源確保、これらにつきましては、避難所の中

には公共施設ではない民間の施設もございまして、

それらの電源の確保状況がどういうふうになってい

るかということは、今、私の知り得る範囲内では把

握できているかどうかお答えしかねますが、しか
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し、想定の中では、きのうは想定の話題も出ており

ましたけれども、仮に大きな災害が起きまして、こ

の地で、この富良野エリアで被災がなくても、途中

の送電システムにトラブルが起きれば、当然ここも

電源供給が絶たれるわけでございますから、そうい

う場合もあり得ますので、この電源の確保等につき

ましては、残念ながら今まで十分な経験を持ち合わ

せていないことから、今回の地震を教訓にしっかり

と上富良野町でどうあるべきかということを詰めて

いきたいというふうに考えております。 

 また、通信等のインフラにつきましても、通信の

確保につきましては、我々素人ではなかなか取り組

めるものではございませので、ただ、消防の関係だ

けについて私が思い浮かべる範疇で申し上げます

と、例えば衛星を介しての携帯電話だとか、そう

いったことの備えは、今後、検討課題になってくる

のかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 町の防災計画全体は、確か

に風水害や地震も十勝岳の噴火も書かれております

が、総体的には上富良野町だけで起きた場合の想定

であって、町長おっしゃったように、富良野圏域や

近隣の町村で起きた場合の被害の想定というものは

余り明確にされていない部分があり、そういう意味

では、いつどこでどういう災害が起きるかわかりま

せんので、過度にそういう問題を広げて心配すると

いうことではないにしても、そういったバックアッ

プ体制や人の命を守る、この点からの災害に対する

対策というのは絶対必要だと思います。 

 この防災計画を見てみましたら、給水の確保はど

うするのかという問題、食料の確保はどうするの

か、医療の確保はどうするのかという問題で、町立

病院に薬品の備蓄があるのかといったら、ありませ

んという話で、ほかの薬局などでもそういった対応

が本当になされるかというと問題があります。 

 給水においても上下水道班が確保するということ

になりますが、この班がまた現場に出向いた場合、

そういった体制がとれるかという問題があります。 

 きのうもありましたけれども、福祉協議会が物資

の供給体制を振り分けするということになります

と、そういった福祉協議会の位置づけがどういう位

置づけになっているのかということも、この防災計

画には出てきておりません。そういう意味では、そ

ういうもろもろの計画の見直しというのが、当然図

らなければならない課題がたくさん、今回改めてお

互いに課題の共有を指摘したいと思うものですか

ら、こういう質問をしておりますが、この点はどう

いうふうに認識しているのか、もう一度確認したい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の防災対策につい

ての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、冒頭申し上げておきますが、防災計画の見

直しが必要であるということは、まず申し上げてお

きたいと思います。その中で、防災計画を見直す中

で、今、議員からもお話ございました日常生活を確

保するための方法、あるいは電気、水道、そういっ

たインフラの部分もあります。さまざまな課題とな

るであろう、対処しなければならないであろうとい

うもの、それぞれ現場計画を見直す中で、いろいろ

な想定できるものを拾い上げまして、それが緊急に

対応を要するもの、さらには近年中に対応しなけれ

ばならないもの、あるいは将来の備えとして一定程

度の時間をかけながら整備をするもの、そういった

ものをしっかりとまず現実を見つめ直して、将来に

向けてどうするかということの組み立てがまだなさ

れておりませんので、議員がお話のような部分を含

めました見直しを進めてまいりたいというふうに考

えておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ぜひそういう体制を早急に

見直しして、着手していただきたいというふうに考

えております。 

 次に、消防力の強化という問題についてお伺いい

たします。 

 今、担当課長も答弁しましたが、富良野圏域の消

防職員数は４９.７％です。上富良野町の消防職員

数はさらに低くて、７７人に対して現有数が２８人

という形になっております。これは何をあらわして

いるかということになれば、１人２役も３役も５役

も６役もやっているという形になります。 

 確かに財政力の問題があって、なかなか充足でき

ないという問題もあるかというふうに思います。ま

た同時に、富良野圏域の連合体ということもありま

すが、しかし、自賄いという形もとっておりますの

で、その中でどれだけ消防力を高められるかどうか

ということも、各自治体では今問われているという

ふうに思います。北海道全体の消防力、消防職員の

状況を見ましたら、下から数えたほうが早いとい

う、そういう職員数になっているというのが現状で

す。 

 私は、こういうときに、町長は今後、ただ財政が

ないというだけではなくて、地域の安心・安全を守

るそういう立場からも、こういった広域連合全体の

見直しとあわせて、この上富良野町の消防職員数や

消防車両数の見直しというのは、課題の一つとして



― 74 ―

上げて当然しかるべきだというふうに考えておりま

すが、この点、町長どのように考えておられるの

か。全く不足だというふうに私は思いますが、この

点どういうふうに考えておられるのかお伺いいたし

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の消防力について

のお尋ねにお答えさせていただきたいと思います。 

 先ほど担当課長のほうから充足率等について、上

富良野署、さらには広域連合の数値をお示しさせて

いただきましたけれども、国が示しております基準

につきましては、議員御案内だと思いますが、これ

は全く無視するものではございませんが、国が机上

でそれぞれの係数を用いてはじいた数字が、今ここ

で述べられております車両数であり、人数であるわ

けでございまして、特に充足率というものの定義に

つきまして、これを満たさなければならない、ある

いは充たす必要があるというような、そういう定義

づけられたものではないというふうに伺っておりま

して、できれば高めてほしいと、高めることが望ま

しいというふうに理解していただいていいというこ

とで、消防のほうからはお話を伺っているところで

ございます。 

 であるから軽んじていいのかということとは全く

別でございまして、限られた財政の中で住民の安

心・安全を守るということは、すべてに超越して優

先されるべきものだというふうに理解しておりまし

て、そういった財政の状況と、一方では十分な体制

を整えなければならないというようなことから、広

域連合というものができてきたというふうに理解し

ておりまして、そういうお互いに補完し合うことに

よって、３分の１でありましても、３分の１が３カ

所集まることによって１００になるわけでございま

すから、今後そういうようなことで、広域連合の本

来の意義を、役割をしっかりと果たすことによっ

て、国が示しております充足率に近づけるような、

そういう努力はしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 国の基準で机上の論議だと

いうことにはならないことで、町長おっしゃいまし

た。 

 私が述べたいのは、広域連合の４９.７％よりも

低いのですよ、町長。全道的には７１％平均ぐらい

になっています。それからも低い。先ほども前段で

述べましたけれども、活断層だとか災害が何らかの

感じで一気に起きた場合、これはどうするのかとい

う問題になります。自分たちのところで避難、誘

導、あるいは被災者の支援体制がやっとで、それで

は手が回らないという話があります。それで、上富

良野町は自衛隊だとか近隣の計画も立てているけれ

ども、これとて分散される可能性もあるわけですか

ら、そういうときにどうするのかということは、必

要最小限自賄いでできる防災体制の強化というの

は、町長必要だと私は考えています。そういう意味

では、もっと充足率を早目に引き上げるべきだとい

うふうに思いますが、この点どうですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 充足率にこだわるわけではございませんが、十分

な体制を整えるということは、これは永久の課題で

あると思います。現在、上富良野町の中において、

上富良野署の中において現有の人数で災害時に対応

できるかということの理解に対しましては、これは

先ほども申し上げましたように、広域連合等が一つ

の組織として動くわけでございますし、あるいはそ

れを補完していただく自衛隊の方々の部分、あるい

は消防団員の機能と、そういったものを重層的に組

み立てた中で、さらに十分な上富良野の町民の皆さ

ん方の安心・安全を保つために、不安を抱かざるを

得ないような状況だということが、今後さまざまな

機会を通じて検討していく中で生じてくるようなこ

とがあれば、これは皆さん方に充実をしていくよう

な方向に向けての御相談も申し上げますが、今まだ

そういう検討に入っている段階でもございません

し、それらの推移につきまして、今、断定的に申し

上げられませんが、今後そういうような議員からお

話ありましたようなことに、地域として、地区とし

てこたえていけるような体制になっているかどうか

ということは検証させていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 全く物事を正面から見ない

態度だと私は思うのです。 

 福島原発においても、そういうことは起き得ない

ということで起きたわけですよ。そういう意味で

は、いつ何どき自然災害というのはどういう形で起

きるかわかりません。そういう意味では、きちんと

した早急に消防職員数を引き上げるということは絶

対必要です。 

 例えば、これは総務省の消防庁の消防力整備指針

というのがありまして、そこの第１条の趣旨の中に

は、そういった災害予防、緊急業務、人命の救助、

こういったものに対応した消防職員数の人員が定め

られているのだということが大まかに掲げられてお

ります。そういうことからしても、やはりこういっ

た消防職員数をふやすということは、私は何ら問題
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はない、災害時に備えた体制力をふだんからつけて

おくという点でも絶対必要だというふうに思います

が、３６.３％ですよ、普通だったら平均で５０％

ラインなのかなと思いますよ。だけれども、３６.

３％でどういうふうな初動体制がとれるのかという

問題です。 

 確かに近隣住民の防災組織なども活用するでしょ

う、消防団なども活用するでしょう。だけれども、

やはり基本は消防職員の初動体制がきちんととれる

かどうか、それによってそういった体制を動かせる

かどうかも決まってくるわけですから、阪神・淡路

大震災でもこういう問題が大きくクローズアップさ

れました。この点、もう一度考えなおして消防職員

の充足率を早急に引き上げるべきだと思いますが、

これは拒否されますか、どうですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 消防力の整備につきましては、整備率が高まれば

高まるほどいいということは、これは全くそのとお

りでございまして、何ら違う考えを持っているもの

ではございません。しかしながら、現実の対応とい

たしましては、今日に至るまでの過去の経験等も非

常に重要でございまして、そういう中から今の上富

良野の消防体制、消防力が、数字だけではなくて、

現実に住民の安心・安全のために必要最小限の備え

になっているかどうかということは常に検証してお

りますので、議員がお話のような課題が、今後、現

場等から寄せられてくるようなことが生じれば、そ

れは検討してまいりますが、今のところ早急にこれ

を見直すというような状況にないということだけは

御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番、米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 現場から上がってくるかど

うかという論議以前の問題ですよ。現場は、広域連

合等で経費の節約をしなさいと言われているので、

なかなかそういったことを思っていても言い出せな

いのではないですか、町長。いつも町長おっしゃっ

ているように、子育てにしても何にしてもトータル

なのだと。トータルだから、どれ一つを欠けても子

育てはできないのだということを言っていますよ

ね。それと同じというふうにはいかないにしても、

こういうものもすべてそれぞれがきちんと一定の消

防力や安全対策を施してこそ、消防力や住民の安全

を守れるわけですから、この点、町長は全く無視さ

れるおつもりですか。もう一度、答弁をお願いいた

します。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきますが、幾度もお答えさせていただ

いておりますが、現在の消防体制の中におきまし

て、とりわけ効率的な消防活動ができるようにとい

うことで、せっかく広域体制がしっかりと組まれ

て、それに実が上がるように努力をしている最中で

ございます。そういったことにこれからはしっかり

と対応してまいりまして、上富良野、あるいは富良

野圏域の安心・安全がトータルでしっかりと守られ

るようなことが、今、私がするべきことだというふ

うに理解しております。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 前段の防災計画の見直しと

消防力の強化というのは、全く統一されていないで

すよ、ばらばらですよ。こういう中で防災計画の見

直しをやるといったら、とんでもない話ですよ。こ

ういうものも見直してこそ、防災体制の全般的な見

直しの部分ですから、当面、やはり５０％以上、全

道平均で７０％ぐらいの、道の資料を見ましたらそ

うなっていますので、そういったところまで最低基

準を引き上げるべきではないですか。この点どうで

すか、町長。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

いたしますが、充足率を一つの数値として押さえ

て、それを前提にして、この上富良野消防署の体制

をどうするかということは、今、想定はしていない

ことは何度も申し上げております。ただ、富良野圏

域の中の上富良野の地域として、しっかりとした消

防体制が組まれているかということについては、こ

れは常に検証するということは申し上げております

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 消防職員の防災計画も含め

てなのですが、検証するのであればきちんと検証し

てくださいよ。そうしたら、何のための総務省が示

した消防力の整備指針というものがあるのかという

問題ですよ。これは全く言葉だけの論議で書かれた

と、机上の議論で書かれた問題だから、これはさほ

ど大したものではないというふうな判断に私は聞こ

えるのですが、この消防指針というのは町長どうい

うふうにお考えですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

いたしますが、消防庁で出しております指針等につ

いてどういうことが書かれているかは、今、知り得

ませんが、いずれにいたしましても先ほどから申し

上げておりますように、住民の安心・安全を守る大

きな仕組みとして消防があるわけでございますの

で、それについて住民の皆さん方に不安などを与え
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ることのないような実態の仕組みづくりに私はしっ

かりと対応してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 全く答弁らしい答弁ではあ

りません。そして、能動的な思考ではないのです、

これは。単に広域で応援してもらうからいいのだと

いうだけの、そういった防災計画を立ててしまえ

ば、これは元も子もありませんよ。上富良野町がど

ういう防災計画をしっかり持つのかということが

あって、それに対する近隣の支援体制がどうなの

か、消防職員数はどうするのかということも含め

て、私はきちんと町長やるべきだというふうに考え

ます。そういう意味では、逃げることなく、こうい

うものに対する消防職員の充足率の引き上げをやら

ないという、考えていないということに全く等しい

と思いますが、それでは上富良野町の安心・安全と

いうのは言葉だけに終わってしまうというふうに私

は考えておりますので、この点、町長の答弁自体が

全くおかしいと思います。 

 次の項に移らせていただきたいと思います。 

 福祉施設の問題ですが、この点については一定の

条件の整備が、機能が必要だということで書かれて

おりますが、これをラベンダーハイツ、保健福祉総

合センター、社会教育総合センターにも対応を図り

たいということなのですが、それなりの施設という

ことになる以前に、構えとして、指定場所としてき

ちんと位置づけるということが前提ではないかとい

うふうに思いますが、これはそれに伴った整備とい

うのは当然必要だと思いますが、この点はどうで

しょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の福祉避難場所に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 町といたしまして、福祉避難場所として特化した

施設は持ち合わせておりませんが、先ほど申し上げ

ましたような、ラベンダーハイツ、あるいはかみ

ん、あるいは社教センター等につきまして、福祉避

難場所となり得るような、そういう整備につきまし

ては、これは防災計画の見直しの中で含めまして整

備を必要とするもにについては、これは整備を図っ

てしっかりと体制を整えていかなければならないと

考えておりますので、この点につきましてはしっか

りとした、住民に安心していただけるような福祉避

難所としての機能を持ち合わせられるような、そう

いうことに一歩でも近づくように努力してまいりた

いと考えております。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 少なくとも、こういう避難

施設という形で、福祉センターにしても、ラベン

ダーハイツにしても、一般の被災者も避難してくる

というような施設にもなってきております。どこへ

避難するかというのは、指定はありますけれどもそ

れぞれの判断にゆだねられる部分があります。そう

いうことを考えたら、ここに避難してきた場合の体

制づくりだとか、場所が狭くなったりだとか当然し

ます。そういった場合の場所の確保も、当然一定部

分、そういう避難施設ということであれば必要な部

分が出てくるのだろうと思いますが、そういうもの

も含めて、器材も含めてなのですが、検討する必要

が早急にありますし、そういう意味では、こことこ

こは最低必要というふうにきちんと備えて、そう

いった器材も整えようとういような指定施設という

のは早急に指定すべきだと思いますが、この点確認

しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきますが、福祉避難所の必要性につき

ましては、これは議員がお話のように私も考えを同

じにするものでございます。 

 きちんとした形で定義づけて、ここが福祉避難場

所というような位置づけ、形にこだわるものではな

くて、福祉避難場所につきましては、題して二次的

な避難のときに初めてその機能を求められるという

ふうに理解しておりますので、今、仮に福祉避難場

所として申し上げましたようなところが、実際そう

いう役割を果たし得ない状況だとすれば、それはそ

ういう状況にこたえられるような、整備をできるよ

うな防災計画の中にしっかりと位置づけて、早い整

備のものに区分けしていくような、そういう認識を

持って取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 一次避難であったとして

も、防災計画の中ではそういう弱い人たちを早急に

想定される場合は、早急にそういう場所に避難させ

ますよということが明記されているわけですから、

二次避難も当然そうですが、そういうことも含めた

避難施設の確保というのは絶対必要ですし、町長も

おっしゃっていますように早急に整備したいという

ことであれば、こことここについては必要最小限確

保して、それで足りない場合はどことどこを対処す

るのかということまで含めた計画が必要だというふ

うに述べて、早急にこの点改善していただきたいと

思います。 

 次に、給食センターの問題についてお伺いいたし

ますが、給食センターは御存じのように今までの流
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れの中で、震災あるいは食中毒等が起きた場合に、

リスクを必要最小限に食いとめる。それでもなおか

つだめな場合もあるかもしれませんが、しかし、行

政と考えなければならないのは、今、計画では２５

年までに施設の一本化に向けた調整を図りたいとい

うことで述べております。 

 この防災計画の中には、万が一、災害が起きて食

料が調達できない場合、学校施設を初め給食セン

ターを活用するということがきちんと書かれている

のです。こういうことも含めた場合、そこに給食セ

ンターがないとした場合、この防災計画そのものが

全く役に立たない、無意味だということになるわけ

です。 

 今後、見直すということで、そういう問題解決を

図ろうとしますけれども、今すぐこういう問題に対

処できるような位置づけとして、必ず上富良野町に

も給食センターを存続させるという方針を、広域連

合の問題ではありますけれども、何よりも町の方向

性としてもきちんと持つ必要があると思いますが、

この点、まず町長からお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の給食センターに

つきまして、私のほうからまずお答えさせていただ

きますが、議員お話のような給食センターの防災上

の観点からの視点につきまして、当然そういったこ

とも、今後、広域の協議の中で課題として浮上して

くるものと類推できますが、そういったことをこれ

から検討しようという途上でございますので、検討

の経過を踏まえた中で、今後、上富良野町独自とし

て個別の計画を持つ必要があるのかどうかというこ

とは、その次の段階での検討になろうかと思いま

す。現在まだそういうような状況に立ち至っており

ませんので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 米沢議員の御質問でござ

いますけれども、今、町長が申し上げましたとお

り、今後の対応として２５年、一応、位置づけして

ございますけれども、今そういう心配も広域連合の

中で、これからの一つの状況判断の中で進めていか

なければならない部分がたくさんあるかというふう

に思います。 

 いつ災害が起きるかわからないという状況もござ

いますので、事務レベルでどういう形で進めるかと

いうのも、早急にもう一度こちらのほうで提起させ

ていただきながら対応していきたいということで、

今の段階で質問にお答えをさせていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、５番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、一般質問を終了いたします。 

 昼食休憩といたします。午後１時より再開いたし

ます。 

─────────────── 

午前１１時５７分 休憩 

午後 １時００分 開議 

─────────────── 

○議長（西村昭教君） 午前中に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第１号専決

処分の承認を求める件（平成２３年度上富良野町一

般会計補正予算（第１号））の件を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１号専決処分の承認を求める件（平成

２３年度上富良野町一般会計補正予算（第１号））

の専決処分を行いました要旨について御説明申し上

げます。 

 本件は、去る３月１１日に発生いたしました東日

本大震災に伴い、その被災者の方々の受け入れのた

め教員住宅１０戸、公営住宅６戸をもって対応する

こととしたため、その住宅の整備費、また、被災地

の支援のために職員の派遣経費、合わせて８８４万

円を予算措置することとし、その財源を予備費から

充用することで補正予算を調整し、４月１日付で専

決処分を行ったところであります。 

 このようなことから、地方自治法の規定により、

予算の内容を議会へ御報告するとともに、承認をい

ただくために本議案を上程した次第でございます。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

案を順次朗読しながら御説明をいたします。 

 議案第１号専決処分の承認を求める件。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 記。処分事項。平成２３年度上富良野町一般会計

補正予算（第１号）。 

 裏面をごらんください。 

 専決処分書。 

 平成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第１

号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。 

 平成２３年４月１日。上富良野町長向山富夫。 

 次ページに移ります。 

 補正予算の概要につきましては、議決項目の部分

につきましては説明をし、予算の事項別明細書につ
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きまして省略させていただきますので、御了承をお

願いいたします。 

 平成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第１

号）。 

 平成２３年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表。歳入歳出予算補正。 

 １、歳出。２款総務費８８４万円、１２款予備費

８８４万円の減。歳出合計はゼロ円であります。 

 以上で、議案第１号専決処分の承認を求める件

（平成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第１

号））の説明といたします。 

 御審議いただき、御了承くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第１５号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第１５号専

決処分の承認を求める件（平成２３年度上富良野町

一般会計補正予算（第２号））の件を議題といたし

ます。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１５号専決処分の承認を求める件（平

成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第２

号））の専決処分を行いました要旨について御説明

申し上げます。 

 本件は、６月１０日から１１日の集中豪雨によ

り、道路、河川等に被害が発生いたしましたことか

ら、緊急に対応するために災害復旧費１,１５０万

円の予算措置を講じ、歳入の財源全額を特別交付税

として補正予算を調製して、６月１１日付で専決処

分を行ったところであります。 

 このようなことから、地方自治法の規定により、

予算の内容を議会へ御報告するとともに、承認をい

ただくために本議案を上程した次第でございます。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

案を順次朗読しながら御説明をいたします。 

 議案第１５号専決処分の承認を求める件。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 記。処分事項。平成２３年度上富良野町一般会計

補正予算（第２号）。 

 裏面をごらんください。 

 専決処分書。 

 平成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第２

号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。 

 平成２３年６月１１日。上富良野町長向山富夫。 

 次ページに移ります。 

 なお、補正予算の概要につきましては、議決項目

の部分につきましては説明をし、予算の事項別明細

書につきまして省略させていただきますので、御了

承お願いいたします。 

 平成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第２

号）。 

 平成２３年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,１５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６０億６,０５０万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表。歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。１０款地方交付税１,１５０万円、歳

入合計は１,１５０万円であります。 

 ２、歳出。１３款災害復旧費１,１５０万円、歳

出合計は１,１５０万円であります。 

 以上で、議案第１５号専決処分の承認を求める件

（平成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第２

号））の説明といたします。 

 御審議いただき、御了承くださいますようお願い
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申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第２号平成

２３年度上富良野町一般会計補正予算（第３号）の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程いただき

ました議案第２号平成２３年度上富良野町一般会計

補正予算（第３号）の提案要旨について御説明申し

上げます。 

 １点目は、平成２２年度の各会計の決算確定に伴

います繰越金及び繰入金の補正であります。 

 一般会計における実質収支では、１億９,３３７

万３,０００円となったことから、当初予算の繰越

金の計上額等を差し引いた１億６,３３７万３,００

０円を補正するものであります。 

 また、国民健康保険特別会計など五つの特別会計

において、翌年度へ繰り越しの手続をとることに伴

い、一般会計が繰り戻しを受ける必要のあるものに

ついて予算を計上しております。 

 ２点目は、昨年度、敷設した携帯電話伝送路につ

いて、一部北電柱及びＮＴＴ柱の貸し付けを受け強

化しているところですが、今般、同地区において通

信設備事業者が光ファイバーケーブルを敷設する計

画があり、その結果、北電柱及びＮＴＴ柱が強度不

足により、立てかえが必要となったところでありま

す。それに伴いまして、本町分の伝送路についても

敷設がえの工事が必要となり、その経費については

共架契約等により、借り主である上富良野町が負担

することになっていることから、所要の経費を計上

するものであります。 

 ３点目は、緊急雇用創出事業についてですが、当

初予定しておりました保育士の未就職卒業者雇用事

業について募集を行ったところ、対象者がいなかっ

たことから事業の廃止を行うとともに、今般、北海

道より追加募集があり、かみふらの定住移住促進事

業を新規事業として採択されましたことから、所要

の経費を計上するものであります。 

 ４点目は、乳幼児等の医療費助成の対象者拡大に

ついての補正ですが、現在、３歳未満の乳幼児等に

対して医療費の助成を行っているところですが、そ

の制度が本年９月末をもって時限を迎えますことか

ら、新たに対象者を就学前児童までに拡大するとと

もに、２カ月間前倒しをして実施することとしたた

め、所要の経費を計上するものであります。 

 ５点目は、省エネ型生活灯設置補助についてです

が、当初、６０灯を予定して予算措置をしていたと

ころですが、各町内会より要望をとったところ、昨

今の省エネ意識の高まり等により、予定を大きく上

回る３５６灯の設置希望があったことから、当初の

設置目標を上方修正し対応することとしたため、増

額補正をお願いするものであります。 

 以上、申し上げました内容を主な要素といたしま

して、財源の調整を図った上で、財源的に余剰とな

る部分につきましては、今後の財政需要に備えるた

め予備費に留保することで、補正予算を調製したと

ころであります。 

 それでは、以下、議案につきましては議決対象項

目の部分につきまして説明をしてまいります。 

 議案第２号平成２３年度上富良野町一般会計補正

予算（第３号）。 

 平成２３年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億７,９３９万３,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６２億３,９８９万３,

０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税２７７万円、１４款国庫支出金３５万

円、１５款道支出金５５６万７,０００円、１７款

寄附金４万９,０００円、１８款繰入金７２８万４,

０００円、１９款繰越金１億６,３３７万３,０００

円、歳入合計は１億７,９３９万３,０００円であり

ます。 

 次ページに移ります。 
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 ２、歳出。 

 ２款総務費６２８万５,０００円、３款民生費４

０万６,０００円、４款衛生費２,２５４万８,００

０円、５款労働費３３６万８,０００円、６款農林

業費１７３万９,０００円、７款商工費１,３８０万

円、９款教育費３万円、１２款予備費１億３,１２

１万７,０００円、歳出合計は１億７,９３９万３,

０００円であります。 

 以上で、議案第２号平成２３年度上富良野町一般

会計補正予算（第３号）の説明といたします。 

 御審議いただき、御了承くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) １５ページの乳幼児医療費

の関係で、今回、就学前までの医療費の助成という

形で、予算化された部分があると思います。 

 そこでお伺いしたいのは、久しく乳幼児医療費の

問題については、改善を図るという形で今回の経過

に至ったわけですが、今、私たち署名運動を行って

おりまして、中学校までの医療費の無料化というこ

とで、大変反響を呼んでいるところです。せめても

小学校６年生ぐらいまでは、医療費無料化にしてほ

しいというそういう声が、またたくさん寄せられて

います。 

 今回、この予算を見ますと、就学前という形に

なっております。そうしますと、やはりそういった

要望から、ちょっとかけ離れている部分があるのだ

ろうというふうに思います。大変前進面では、改善

された部分では大いに評価したいというふうに思い

ますが、今後、こういった問題に対して今回で最終

的な打ち切りにするのかどうなのか、この点、もう

これ以上改善されないのか。 

 それと、もしも小学校６年生までの医療費の無料

化を拡大した場合、この資料によれば町の負担と自

己負担を合わせれば、単純に対象年齢が６５５人

で、受診件数は６０件という形で、医療給付見込み

が２００万円。そのうち、１００万円、１００万円

がそれぞれ自己負担と町の負担というふうになって

おります。単純に計算しましても、６年生までの入

院費を無料化にした場合に、当然財源も圧迫するこ

となく、そこまで改善できる予算を十分改善でき

て、大いに喜ばれると思いますが、そういうものも

含めて今回改善の対象として十分な審議されたのか

どうなのか、あわせてお伺いしておきたいと思いま

す。 

 予算上で言えば、そう多くない、若干その年度に

よっては変動するかというふうに思いますが、２１

年度聞きましたら４６件でしょうか、その前は３８

件で、インフルエンザとかいろいろな変動があれ

ば、当然上がったり下がったりしますが、そう大き

く変化はしない状況があるというふうに思います。 

 この間、私は何度も言いましたけれども、高学年

になれば一定免疫力もついて、抵抗力もついて、受

診回数も減るということが、町の資料から見ても明

らかになっておりますので、こういった部分も含め

た対象年齢の小学校６年生までの拡大というものも

検討されてみてはどうかというふうに思いますが、

この点お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢議員の乳幼児の

関係の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 委員会等で申し上げましたので、繰り返しになる

かと思いますけれども、町長におきまして、子育て

支援の分野で医療費の助成というか、無料の措置を

どうあるべきかということを現場のほうに指示をし

て、改善検討を加えてきたわけであります。 

 また、特に現行制度の医療制度関係につきまして

は、９月いっぱいで時限期間の３年を経過すること

から、検討については昨年から着手をしてまいりま

した。 

 町長の思いはできるだけ、今、議員からお話あり

ましたように、小刻みでやることはいかがなものか

なという思いも持っていたようでございますので、

現場におきましてあらゆる角度から検討をしました

結果、就学前の幼年期につきましては、非常にまだ

体の状態といいますか、まだ成長の初期の段階でご

ざいますので、受診機会が非常に多いと。体調を崩

す機会も多くて、受診機会が多いというようなこと

を念頭に、そういう期間を対象にして、受診機会を

十分に与えるということで医療費の無料化を恒久的

にやりましょうという現場の提案を受けて、町長を

交えて議論をした結果、町長も決断に至ったという

ことでございます。 

 今後の改善については、これで終わりかというこ

との御質問あったかと思いますが、今、申し上げま

したように、町長におきましては段階を経ていくと

いう思いがないようでございますので、状況なり実

態が大きく変わらないとすれば、これが一つの節目

かというふうに思っているところでございます。 

 ただ、就学前までのそのラインで、今、前段申し

上げましたようなことが果たして実態として変化が

ないのかについては、現場としては少しそういう動

向をしっかり見きわめることが、行政としての課題

だなという認識を持っているところであります。そ
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ういう観点で、関係条例も上程していますので、御

理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) 署名集めていましたら、

やっぱり情報は早いので、中富良野町や比布町でも

やっていると、上富良野町でぜひやってほしいとい

う声が多いですよね、やっぱりね。そういうことも

含めて、今回、政策的にきっちり思い切った政策を

とって、そういう人たちの要望にこたえる必要が

あったのではないかと。確かに、就学前まで拡大し

たという点では、一定の評価はありますが、しか

し、まちづくりの子育て支援だとか毎回言っており

ますが、そういうものを含めて思い切った政策の中

にこそ、そういう人たちが引きつけられて上富良野

町に住んでみたいだとか、いろいろな形で単純には

いきませんが、思いになるというふうなのは実際あ

ります。 

 そういう意味で、もう一度確認しておきますが、

住民要望がこれからまた出てくると思いますが、そ

ういった今、改善されてすぐどうのこうのという話

にならないにしても、そういった要望に対して今後

対処し得るということも考えておられるのかどうな

のかお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の乳幼児医療に関

します御質問にお答えさせていただきます。 

 私の思いといたしましては、すべてのあらゆる

テーマに対して、事象に対しまして手厚くしていっ

てあげられることが、これは望ましいことは申すま

でもございません。しかしながら、行政運営の中で

限られた貴重な財源を用いての施策でございます。

医療だけではなくて、さまざまな子育ての分野に

限って申し上げまして、さまざまな方々からさまざ

まな思いを寄せられております。そういったことを

総合的に勘案して、行政効果が高まるような施策は

何かということで判断して、今回御提案させていた

だいておりますので、また、将来諸般の情勢が変

わったような違う環境になった段階では、それは断

定できませんが、その時々の行政課題に対して適切

に対処するのが私の役割でございますので、そうい

う認識は常に持っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了します。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第３号平成

２３年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第３号平成２３年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまして

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、平成２２年度会計の

決算により、平成２３年度会計への繰越額が６,２

２２万１,０００円と確定したことから、当初予算

の繰越金３,５００万１,０００円に２,７２２万１,

０００円を増額計上し、所要の補正をするものであ

ります。 

 次に、歳出につきましては、平成２２年度の一般

会計繰出金の金額が確定したことにより、所要の補

正をするものであります。 

 また、収支残額の２,６３１万４,０００円を予備

費に充当し、平成２３年度会計の不測の事態に対応

しようとするものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては省略させていただきますので、御了承

願います。 

 議案第３号平成２３年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２３年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,７２２万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１４億１,１１３万８,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 
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 １、歳入。 

 ９款繰越金２,７２２万１,０００円、歳入補正合

計は、同額の２,７２２万１,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 １０款諸支出金９０万７,０００円、１１款予備

費２,６３１万４,０００円、歳出補正合計は２,７

２２万１,０００円であります。 

 以上で、議案第３号平成２３年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）の説明とさせ

ていただきます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第４号平成

２３年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第４号平成２３年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまし

て提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、平成２２年度会計の

決算により、平成２３年度会計への繰越額が３３万

１,０００円と確定したことから、当初予算の繰越

金１,０００円に３３万円を増額計上し、所要の補

正をするものであります。 

 次に、歳出につきましては、平成２２年度の保険

料の精算に伴う広域連合納付金及び一般会計繰出金

の金額が確定したことにより、所要の補正をするも

のであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては省略させていただきますので、御了承

願います。 

 議案第４号平成２３年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２３年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１億１４４万１,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰越金３３万円、歳入補正合計は、同額の３

３万円であります。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金１８万２,０００円、３款諸

支出金１４万８,０００円、歳出補正合計は３３万

円であります。 

 以上で、議案第４号平成２３年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明とさ

せていただきます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第５号平成

２３年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（坂弥雅彦君） ただいま上程され

ました議案第５号平成２３年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第１号）につきまして提案の要

旨を申し上げます。 

 １点目は、本会計の平成２２年度分の精算を終え

て、２３年度会計への繰越額が確定したことから、

歳入歳出既決予算額に２,２２０万４,０００円を追

加し、予算総額を７億９,７４０万３,０００円にし

ようとするものであります。 

 ２点目には、繰越額のうち平成２２年度に町一般

会計から繰り入れを受けた給付費の負担給与費、事

務費の精算によって確定しました３５５万１,００

０円を町の一般会計へ繰り出しますほか、平成２２

年度に既に納付を受けた後に減額が確定いたしまし

た介護保険料を還付することと、精算に伴う臨時特

例基金６万６,０００円を当該基金へ積み戻すよ

う、それぞれの科目へ計上するものであります。 

 ３点目には、平成２２年度の給付にかかわります

国及び道支払基金交付金の概算払いに対する精算額

が９月ごろに予定されることなどを含めまして、今

年度の介護保険会計運営の安定対応に資するため、

予備費として１,８５４万８,０００円を計上するも

のであります。 

 以下、議案を朗読いたしまして説明といたしま

す。 

 議案第５号平成２３年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成２３年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,２２０万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７億９,７４０万３,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ８款繰越金２,２２０万４,０００円、歳入合計

２,２２０万４,０００万円。 

 ２、歳出。 

 ５款基金積立金６万６,０００円、６款諸支出金

３５９万円、７款予備費１,８５４万８,０００円、

歳出合計２,２２０万４,０００円でございます。 

 以上、議案第５号平成２３年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第１号）の説明といたしま

す。 

 御審議いただき、お認めくださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第６号平成

２３年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程され

ました議案第６号平成２３年度上富良野町簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）の補正の要旨につ

いて御説明申し上げます。 

 内容は、平成２２年度会計の決算に伴う収支の精

算差額を平成２３年度会計に繰り越し、同額を一般

会計へ繰り出すものとなっております。差額の内訳

につきましては、収入では使用料の増を主要因とす

る収入合計１２万１,０００円の増額と、歳出側で

は電気料、修繕費、量水器購入費などの執行残６３

万２,０００円の合計額である７５万３,０００円と

なっております。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第６号平成２３年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２３年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７５万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ６,９５９万３,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
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分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをごらんください。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金７５万２,０００円、歳入合計７５万

２,０００万円。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金７５万２,０００円、歳出合計７５万

２,０００円。 

 以上、議決項目のみ御説明申し上げました。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第７号平

成２３年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程され

ました議案第７号平成２３年度上富良野町公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）の補正の要旨に

ついて御説明申し上げます。 

 内容につきましては、平成２２年度会計の決算に

伴う収支の差額を平成２３年度会計に繰り越し、同

額を一般会計へ繰り出すものです。支出差額の内訳

につきましては、歳入の下水道使用料を主要因とす

る７８万９,０００円の増額と、歳出では職員給与

費や修繕費、予備費などの執行残１１３万８,００

０円の合計額１９２万７,０００円となっておりま

す。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第７号平成２３年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２３年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１９２万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４億７,７０５万７,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをごらんください。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 第１表。歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金１９２万６,０００円、歳入合計１９

２万６,０００万円。 

 ２ページへ参ります。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金１９２万６,０００円、歳出合計１９

２万６,０００円。 

 以上、議決項目についてのみ御説明申し上げまし

た。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第８号平

成２３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会

計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ただいま

上程されました議案第８号平成２３年度上富良野町

ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第１号）
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につきまして提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、平成２２年度のラベンダーハイツ事業

特別会計の決算におきまして、繰越金が１,４９１

万１,０００円と確定いたしましたことから、当初

予算に計上している３００万円との差額１,１９１

万１,０００円を繰越金に補正するものでございま

す。 

 ２点目は、同額を予備費に計上いたしまして、ラ

ベンダーハイツ事業における利用者のサービス利用

状況等に対処し、今後の施設運営に支障が生じない

よう不測の事態に備えようとするものでございま

す。 

 なお、今後におきまして事業の収支状況を見きわ

め、基金への積み立てを検討してまいりたいと考え

ております。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号平成２３年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２３年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,１９１万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億５,４０４万円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金１,１９１万１,０００円、歳入補正額

の合計は、同額の１,１９１万１,０００円でござい

ます。 

 ２、歳出。 

 ６款予備費１,１９１万１,０００円、歳出補正額

の合計は、同額の１,１９１万１,０００円でござい

ます。 

 これをもちまして、議案第８号平成２３年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

１号）の説明といたします。 

 御審議くださいまして、議決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第９号上

富良野町表彰条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程いただき

ました議案第９号上富良野町表彰条例の一部を改正

する条例につきまして、提案の要旨を御説明申し上

げます。 

 町の表彰は、表彰条例同条例施行規則及び運用方

針の規定に基づきとり行っているところでありま

す。現行の表彰は、自治功労表彰、社会貢献賞、善

行表彰、勤続表彰の４種類となっておりますが、勤

続表彰につきましては、対象者に上位表彰の道が確

保されていることや、町長以外の任命権者からの表

彰等があることなどから廃止をしようとするもので

あります。 

 なお、各表彰の表彰基準や基準在職年数等の統一

化とともに、多額の金品の寄附者に対しては、金額

の多寡にかかわらず感謝状に統一するよう、規則以

下の改正をあわせて行う予定であります。 

 以下、議案の朗読をもって説明とさせていただき

ます。 

 議案第９号上富良野町表彰条例の一部を改正する

条例。 

 上富良野町表彰条例（昭和５８年上富良野町条例

第９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「、善行表彰及び勤続表彰の４種類」を

「及び善行表彰の３種類」に改める。 

 第４条中「行政の各分野」を「まちづくりの各分

野」に改める。 

 第６条を削る。 

 第７条中「前４条及び第１１条」を「前３条及び

第１０条」に改め、同条を第６条とする。 

 第８条第１項中「、第５条及び第６条」を「及び

第５条」に改め、ただし書きを削り、同条を第７条
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とする。 

 第９条を第８条とし、第１０条を第９条とする。 

 第１１条第１項及び第２項中「し、併せて記念品

を添えて授与」を削り、同条を第１０条とする。 

 第１２条を第１１条とする。 

 附則。 

 この条例は、平成２３年７月１日から施行する。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただき、議決賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１０号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１０号

上富良野町税条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第１０号上富良野町税条例の一部を

改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明申

し上げます。 

 東日本大震災の被災者の負担の軽減を図る等のた

めに、地方税法の一部を改正する法律が平成２３年

４月２７日に公布、同日施行されたことにより、上

富良野町税条例の一部を改正するものであります。 

 改正の内容につきましては、個人住民税におい

て、東日本大震災により住宅や家財等について生じ

た損失額を平成２２年分の総所得金額等から、雑損

控除として控除するものであります。また、住宅借

入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東

日本大震災により居住の用に供することができない

場合においても控除対象期間の残りの期間につい

て、引き続き当該控除を適用するものであります。 

 以下、議案の朗読をもちまして説明とさせていた

だきます。 

 議案第１０号上富良野町税条例の一部を改正する

条例。 

 上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第

１０号）の一部を次にように改正する。 

 附則に次の２条を加える。 

 （東日本大震災に係る雑損控除額等の特例）。 

 第２２条、所得割の納税義務者の選択により、法

附則第４２条第３項に規定する特例損失金額（以下

この条において「特例損失金額」という。）につい

ては、平成２２年において生じた法第３１４条の２

第１項第１号に規定する損失の金額として、この条

例の規定を適用することができる。この場合におい

て、第３４条の２の規定により控除された金額に係

る当該特例損失金額は、その者の平成２４年度以後

の年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用につ

いては、平成２３年において生じなかったものとみ

なす。 

 ２、前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務

者の同項の規定により適用される第３４条の２の規

定により控除された金額に係る特例損失金額が、平

成２４年以後の各年において生じたものである場合

における前項の規定の適用については、同項中「平

成２３年」とあるのは、「当該特例損失金額が生じ

た年」とする。 

 ３、第１項前段の場合において、第３４条の２の

規定により控除された金額に係る特例損失金額のう

ちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にす

る令第４８条の６第１項に規定する親族の有する法

附則第４２条第３項に規定する資産について受けた

損失の金額（以下この条において「親族資産損失

額」という。）があるときは、当該親族資産損失額

は、当該親族の平成２４年度以後の年度分の町民税

に係るこの条例の規定の適用については、平成２３

年において生じなかったものとみなす。 

 ４、第１項の規定の適用を受けた所得割の納税義

務者の同項の規定により適用される第３４条の２の

規定により控除された金額に係る親族資産損失額が

平成２４年以後の各年において生じたものである場

合における前項の規定の適用については、同項中

「平成２３年」とあるのは、「当該親族資産損失額

が生じた年」とする。 

 ５、第１項の規定は、平成２３年度分の第３６条

の２第１項又は第４項の規定による申告書（その提

出期限後において町民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提出され

た第３６条の３第１項の確定申告書を含む。）に第

１項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある

場合（これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると町長が認める場合を含

む。）に限り、適用する。 
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 （東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除

の適用期限の特例）。 

 第２３条、所得割の納税義務者が、前年分の所得

税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９

号）第１３条第１項の規定の適用を受けた場合にお

ける附則第７条の３及び附則第７条の３の２の規定

の適用については、附則第７条の３第１項中「租税

特別措置法第４１条又は第４１条の２の２」とある

のは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９

号）第１３条第１項の規定により読みかえて適用さ

れる租税特別措置法第４１条又は同項の規定により

適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と、

「法附則第５条の４第６項」とあるのは、「法附則

第４５条第２項の規定により読みかえて適用される

法附則第５条の４第６項」と、附則第７条の３の２

第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条

第１項の規定により読みかえて適用される租税特別

措置法第４１条又は同項の規定により適用される租

税特別措置法第４１条の２の２」と、「法附則第５

条の４の２第５項」とあるのは「法附則第４５条第

２項の規定により読みかえて適用される法附則第５

条の４の２第５項」と、同条第２項第２号中「租税

特別措置法第４１条の２の２」とあるのは「東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律第１３条第１項の規定により適用される

租税特別措置法第４１条の２の２」とする。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附

則に２条を加える改正規定（附則第２３条に係る部

分に限る。）は、平成２４年１月１日から施行す

る。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 議案第１１号

平成２３年度上富良野町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第１１号上富良野町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 国民健康保険税における中低所得者の負担の軽減

を図るため、国民健康保険税の課税限度額を見直す

必要の事項について、上富良野町国民健康保険税条

例の一部を改正するものであります。 

 改正の内容につきましては、基礎課税額に係る課

税限度額、現行５０万円を１万円引き上げ５１万円

に。後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額、

現行１３万円を１万円引き上げ１４万円に。介護納

付金課税額に係る課税限度額、現行１０万円を２万

円引き上げ１２万円とするものであります。 

 以下、議案の朗読をもちまして説明とさせていた

だきます。 

 議案第１１号上富良野町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例。 

 上富良野町国民健康保険税条例（昭和３１年上富

良野町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「５０万円」を「５１万円」に改

め、同条第３項中「１３万円」を「１４万円」に改

め、同条第４項中「１０万円」を「１２万円」に改

める。 

 第２３条中「５０万円」を「５１万円」に、「１

３万円」を「１４万円」に、「１０万円」を「１２

万円」に改める。 

 附則。 

 施行期日。１、この条例は公布の日から施行し、

平成２３年４月１日から適用する。 

 適用区分。２、改正後の上富良野町国民健康保険

税条例の規定は、平成２３年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、平成２２年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 
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 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今回、国保税の一部を改正

する条例ですけれども、これは中低所得者の負担軽

減を図るために、課税限度額を見直しをするという

ことなのですけれども、今までは低所得者層とかと

いうことだったのですけれども、今回、中所得者と

いうことなのですけれども、中所得者層というのは

どれぐらいの所得の層を指しているのか。例えば、

低所得者だと２００万円ぐらい以下かな、高だと７

００万円ぐらい以下かな、その中間かなとは思うの

ですけれども、一方で滞納者が結構、医療関係で

２,２３３万円、ことしの４月３０日現在で繰越滞

納額ですけれども、前年より５％ぐらいふえており

ますし、医療のほうでは３３０万円、これも２％ぐ

らいふえております。それから、支援金のほうでは

２９８万円、これも滞納額がありまして、今回見直

しをされた一番の要因というのはどういうことなの

でしょうか。 

 また、滞納者の所得層はどのようになっているの

でしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。こ

れで反対するものではございませんけれども、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ２番村上議員の御

質問に答えたいと思います。 

 まず１点目の所得階層の区分でございますが、議

員先ほどおっしゃいましたように、２００万円以下

が低所得者だとか７００万円以上は高所得者だとか

というお話でありましたが、具体的に幾らが高所得

者で幾らが低所得者という定義というものは、具体

的には明示はされていないのですけれども、おおむ

ねそのような、例えば今回の限度額を超えるところ

に係る人は高額というか、その部分に入ってくるの

かなと。また、当然、その限度額からかけ離れてい

るような世帯区分につきましては、中所得者以下な

のかなということで判断しているところでございま

す。 

 また、滞納繰り越しの話でありますが、今、４月

末の数字であったかと思いますが、先般５月３１日

で会計を閉鎖したところでありまして、現年課税分

につきましては、昨年より０.９％、９ポイントほ

ど徴収率は上がっておりますし、また、滞納繰越に

つきましても５％近い、４.５ポイントほど上昇し

ているところでございます。全体的にも昨年の滞納

繰越金額よりも２００万円ほど、減額となっている

ところであります。 

 ３点目の限度額の見直しの関係でございますが、

これにつきましては、国におきまして限度額を超え

る世帯数が全体の５％を超えた場合に、限度額の再

算定をいたしまして、引き上げ額によってその５％

を切るようにということで、今般、再計算の結果、

１万円引き上げることによってその５％を下回るこ

とになると。介護だけが１万円では５％を下回らな

いことから、２万円の引き上げということになって

おりますので、そういうことでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 滞納者の中のこれは後で結

構でございますけれども、どういった層が滞納に

なっているのかなというような感じするのですけれ

ども、今あれだったら後でお示ししていただきたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） 先ほども申し上げ

ましたように、５月末をもって２２年度会計を閉じ

たところでございますが、今現在、分析の最中であ

りまして、具体的な内訳はわかっておりませんけれ

ども、いわゆる限度額を超えるような世帯というの

は記憶にないところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) 今、担当の課長もおっ

しゃったように、所得の多いか少ないか、あるいは

低所得者かそうでないかというのは、金額的にはそ

ういう形になるのだろうというふうに思いますが、

しかし、経済の売り上げの状況だとか経営状況見ま

したら、確かに高額な売り上げをしていてもやっぱ

りそれにかかわる経費だとか、いろいろ問題ありま

すよね。そういうことを見た場合に、必ずしも高額

ではないような状況があって、結局、所得に対する

課税がされて、かなり課税が負担になるというよう

な実態も見受けられます。 

 もう一つ言いたいのは、今、国がいわゆる中低所

得層の軽減という形でおっしゃって、今回の改正に

至ったわけなのですが、しかし、必ずしも今回の税

条例の改正見ても全国的に見てもそうなのですが、

中所得者の軽減につながっているのかどうなのか。

その経済実態から見た場合に、かなりそうではない

部分があるというふうに私は考えているところで

す。 

 そういう意味で、今回の税条例の改正で高額だと

いうことで引き上げられるわけですが、果たしてそ

れが高額だという範疇の中で応分の負担になってい

るのかということで言えば、不公平ないわゆる感じ

になっているのではないかなというふうに私自身考

えております。そういう意味で、今回の条例改正

は、大きな疑問もありますし、それ以前に国が国保
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会計に対する国庫負担率の改定をやったことによっ

て、昔の基準でやれば上富良野町も４,０００万円

からそのぐらいの収入、国庫負担が入ってくる計算

に私なりの試算でなるので、そういったところを抜

本的に見直していただいて、そういうことによって

国保税の一般会計からの実際の負担も繰り入れるこ

とによって軽減されるのだと思いますが、そういう

もの含めて見解についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢議員の御質問に

お答えします。 

 今、担当課長のほうから申し上げましたように、

国保税である目的税につきましても一定のルール

で、そういう制度が設計されてございます。特に今

回、トータルで申し上げますと、現行７３万円の限

度額が４万円アップして７７万円になると。担当か

ら申し上げましたように、これを上げないとその相

当分が、またそれ以下の中間層に所得割として再課

税になるということで、非常にいびつになることが

さらに進むということがありまして、一定程度の割

合をもってそのキャップをまた上げるということ

で、負担の公平感を是正するというそういう機能が

果たされているというふうに認識していますので、

我々としてはそういう制度の中でしっかり軽減の十

分発揮できる階層に、そういう機能が発揮できるよ

うなそういう税率構造を念頭に置いて、今回も税率

を適用させていただいているところであります。 

 今、議員からも申されるように、国費の投入のあ

り方については、これは公的医療制度がたくさんご

ざいますが、そういう中で一番国保制度は地域保険

として基盤になっていますけれども、非常に脆弱だ

ということで我々も地方六団体含めまして、国に十

分な働きかけをしてまいりたいというふうに考えて

いるところでございますので、御理解いただきたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を起立によ

り採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西村昭教君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１５ 議案第１２号

上富良野町乳幼児等の医療費助成に関する条例等の

一部を改正する条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第１２号上富良野町乳幼児等の医療

費助成に関する条例等の一部を改正する条例につき

まして提案の要旨を申し上げます。 

 平成２０年１０月から平成２３年９月までの３年

の期間、３歳未満児及び就学前幼児で非課税世帯の

場合は、本人の負担がなくなるよう初診時の一部負

担金を、町の独自助成として実施してきたところで

あります。この町独自の助成期間について、本年９

月末の期限を迎えることから、子育て支援対策の一

層の推進のため、受診頻度の高い乳幼児の早期受診

を促し、治療の助長を図るため、また健全育成と子

育て世帯の負担軽減を図るため、就学前幼児に対す

る医療費の負担がなくなるよう町独自助成として拡

大実施に必要な事項について、関係条例の条文の整

備をするものであります。 

 改正の内容につきましては、受給者が就学前幼児

の場合、医療費の自己負担がなくなるよう拡充し

て、町の単独事業として助成するものであります。 

 また、現行の施策期間は、平成２０年１０月１日

から平成２３年９月３０日までの３年としていると

ころでありますが、受給者証の一斉定期更新が本年

の７月末であるため、対象乳幼児世帯受診医療機関

の混乱及び更新事務手続の煩雑をなくすよう拡充施

策を２カ月前倒しして、平成２３年８月から実施す

るものであります。 

 以下、議案の朗読をもちまして説明とさせていた

だきます。 

 議案第１２号上富良野町乳幼児等の医療費助成に

関する条例等の一部を改正する条例。 

 （上富良野町乳幼児等の医療助成に関する条例等

の一部改正）。 

 第１条、上富良野町乳幼児等の医療費助成に関す

る条例（平成６年上富良野町条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

 第５条第１項中「一部負担金及び基本利用料並び

に食事療養標準負担額及び付加給付される」を「額

として次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加え

る。 

 (1)受給者が満６歳に達する日（誕生日の前日）

以後の最初の３月３１日までの者にあっては、基本

利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付され

る額。 

 (2)前号の受給者以外の者にあっては、一部負担



― 90 ―

金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付

加給付される額。 

 附則第３項中「９月３０日」を「７月３１日」に

改める。 

 （上富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等

の医療の助成に関する条例の一部改正）。 

 第２条、上富良野町重度心身障害者及びひとり親

家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５８年上

富良野町条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条第１項に次のただし書きを加える。 

 ただし、受給者が満６歳に達する日（誕生日の前

日）以後の最初の３月３１日までの者にあっては、

基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標

準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とす

る。 

 附則第３項中「９月３０日」を「７月３１日」に

改める。 

 附則。 

 施行期日。１、この条例は、平成２３年８月１日

から施行する。 

 （一部負担金等に関する経過措置）。 

 ２、改正後の上富良野町乳幼児等の医療費助成に

関する条例及び上富良野町重度心身障害者及びひと

り親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、

平成２３年８月１日以後の医療費について適用し、

平成２３年７月３１日までの医療費については、な

お従前の例による。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 議案第１３号 

○議長（西村昭教君） 日程第１６ 議案第１３号

財産取得の件（除雪ドーザ）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程いた

だきました議案第１３号財産取得の件につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 現在は、２台の除雪ドーザを保有しております

が、このうちの１台につきましては、当時、建設省

が所管する雪寒事業により、平成７年度に購入した

ものであります。しかし、使用年数も既に１６年を

経過して老朽化に伴い、維持、修繕費用が増嵩して

いるため、今回、特定防衛施設周辺整備調整交付金

を受け、更新するものです。 

 除雪ドーザの概要につきましては、１３トン級、

車輪式でございます。購入に当たりましては、北海

道内で納入実績のあります４者を指名いたしまし

て、６月２０日入札の結果、北海道川重建機株式会

社旭川支店が、１,２４７万円で落札し、消費税を

加算いたしまして、本議案の１,３０９万３,５００

円となっております。参考までに２番札は、コマツ

建機販売株式会社の１,３２０万円でした。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第１３号財産取得の件。 

 除雪ドーザを次により取得するため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、取得の目的、除雪ドーザ。 

 ２、取得の方法、指名競争入札による。 

 ３、取得金額、１,３０９万３,５００円。 

 ４、取得の相手方、旭川市永山２条９丁目１の３

３、北海道川重建機株式会社旭川支店、支店長日野

泰次。 

 ５、納期、平成２３年１１月３０日。 

 以上、説明を終わります。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
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────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１７ 議案第１４号

上富良野町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に

に関する協定締結の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程され

ました議案第１４号上富良野町公共下水道根幹的施

設の建設工事委託に関する協定締結の件について、

提案の要旨を御説明いたします。 

 上富良野町公共下水道事業は、昭和５４年に基本

計画を作成し、昭和５７年度から整備事業に着手い

たしました。平成３年度には、浄化センターが完成

したことから一部供用を開始し、順次、区域を広げ

ながら現在に至っております。 

 現在、稼働中の３系列の処理設備のうち、初期稼

働の２系列は供用から２０年を迎えるに当たって、

老朽化の激しい部分について、長寿命化を基本とし

た年次計画により改修更新を行ってまいります。こ

の施工及び管理につきましては、地方公共団体が行

う公共下水道事業を受託代行する目的を持って、都

道府県と人口８万人以上の市が出資し、国が補助す

る地方共同法人として発足した日本下水道事業団に

委託しようとするものであります。 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項が適用さ

れる国又は地方公共団体との契約を準用できるた

め、随意契約によるものであり、さらに本年度当初

予算において設定しております平成２３年度から２

４年度の債務負担行為に基づくものとなっておりま

す。 

 なお、契約の内容が地方公共団体の業務の代行、

支援であることから、委任契約の性格を基本にしな

がら、公的団体間の取り決めとしての協定という形

式がとられております。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第１４号上富良野町公共下水道根幹的施設の

建設工事委託に関する協定締結の件。 

 上富良野町公共下水道根幹的施設の建設工事委託

に関する協定を次により締結するため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的、上富良野町公共下水道根幹的施

設の建設工事委託。 

 ２、建設の場所、上富良野町基線北２４号９８３

番地の２。 

 ３、契約の方法、随意契約。 

 ４、契約金額、２億７,２００万円。 

 ５、契約の相手方、東京都新宿区四谷３丁目３番

１号、日本下水道事業団、代表者理事長曽小川久

貴。 

 ６、契約締結年度、平成２３年度。 

 ７、支払の方法、予算の範囲内において年度資金

計画による。 

 ８、完成の期限、平成２５年３月２９日。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜りまして、議決賜りますようよろしくお

願いします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１８ 発議案第１号

議員派遣の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ただいま上程いただきまし

た発議案第１号議員派遣の件について、議案を朗読

し、説明といたします。 

 発議案第１号議員派遣の件。 

 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。上富良野町議会議

長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員中村有秀。 

 賛成者、上富良野町議会議員岩田浩志。同じく、

谷忠。 

 議員派遣の件。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２２条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、北海道町村議会議長会主催の議員研修会及び

先進市町村調査。 

 (1)目的、分権時代に対応した議会議員の資質向

上に資するため。 

 (2)派遣場所、札幌市、江別市。 

 (3)期間、平成２３年７月５日から７月６日の２
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日間。 

 (4)派遣議員、全議員１４名。 

 以上で、発議案第１号の説明といたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

したいと思います。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 農業委員会委員の推薦の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１９ 農業委員会委

員の推薦の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議会推薦の農業委員会委員は、上富良野町議会運

営に関する先例により１名とし、本職より推薦した

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本職より、日新地区の白井一宏君を推薦

したいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議会推薦の農業委員会委員は、白井一宏

君を推薦することに決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は、全部終了しました。 

─────────────────── 

◎町 長 あ い さ つ             

○議長（西村昭教君） ここで本議会は、現議会議

員の最後の定例会でございますので、町長よりごあ

いさつをいただきたいと思います。 

 向山富夫町長。 

○町長（向山富夫君） 一言お礼のごあいさつを申

し述べさせていただきたいと存じます。 

 まず、今第２回定例会におきましては、皆様方の

大変御協力を賜りまして、上程させていただきまし

た全議案可決をいただきましたこと、まずもってお

礼を申し上げるところでございます。 

 ただいま議長のほうから御紹介いただきましたよ

うに、皆様方におかれましては、本任期中におきま

す最後の定例会となったところでございます。私も

町長に就任させていただきましてから、約２年半の

間、皆様方に大変御支援をいただきまして、また御

指導をいただきまして、行政推進に皆さん方に大変

背中を押していただきまして、今日まで町民の生活

の安定のために頑張ってくることができました。ひ

とえに皆様方の深い御理解の賜物と感謝申し上げる

次第でございます。 

 御案内のように、先ほどの３月１１日の大震災に

象徴されるように、非常に世の中先行きが見通せな

い状況にございます。そういう中で少子高齢化、さ

らには人口減少時代と、地方自治を取り巻く環境は

大変厳しいものがございます。しかしながら、いっ

ときの歩みをとめるわけにもいかないのも実態でご

ざいます。そういう中で、皆様方が大変温かい思い

を持って御支援いただきましたことを重ねてお礼を

申し上げたいと思います。 

 どうかそれぞれ皆さん方思いを持って、これから

臨まれることだというふうに思います。願わくば、

また皆様方とここで、まちづくりについていろいろ

熱い思いを語りたいなということで、思いを持って

いるところでございます。また、それをなし得るた

めにもどうか健康に留意されまして、ますます御活

躍いただきますことを心から念じまして、お礼のご

あいさつとさせていただきます。 

 本当に長い間お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

─────────────────── 

◎議 長 あ い さ つ             

○議長（西村昭教君） 私のほうからも、一言ごあ

いさつ申し上げたいと思います。 

 本定例会で、議員の任期の４年が最後の定例会と

いうことで、一言お礼を申し上げたいと思います。 

 ４年前に、皆様方の温かい御支援によりまして、

議長という大きな役割を担わせていただきまして、

時がたつのは早いもので、４年がもう経過しようと

しておるところでございます。 

 振り返りますと、私のようなものに皆さん方の期

待にこたえられるかどうか不安の中で、その任を継

いだわけでありますけれども、この４年間思い返し

ますと、皆様方のいろいろな温かい言葉、あるいは

愛情のある厳しいお言葉をいただきながら、何とか

その任を果たしてこれたものと、皆様方に心から感

謝を申し上げる次第でございます。本当にありがと

うございました。 

 なかなか経験のできない立場の議長職ということ

で、本当にいろいろな形で勉強になったことを今何

となく、頭の中をよぎってきたところでありますけ

れども、やはり議会の役割というのは、住民の代表

機関、行政のチェック機関として、その機能をさら

に頑張って高めていかなければならない一つの機構

として、大変重要な役割を果たしているものと痛感

したところであります。 

 これから地方分権という言葉がなくなって、地域
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主権、あるいは地域の主体性をもって、これから地

方自治のあり方が問われるという時代になりまし

て、地方自治法も議会にかかわることも、非常に改

正がこれからどんどんあるかと思います。やはり議

会の役割、住民の代表機関としてのその機能をこれ

から遺憾なく発揮するためには、議員個々の皆さん

方の住民に求められる責任は、非常に大きいものが

あろうかなと思うところでございます。 

 この４年間、理事者各位にもまた大変な御迷惑を

かけながら、私の議長としての立場に大変な御協力

とまた御支援をいただきましたこと、厚くお礼を申

し上げますとともに、それぞれ皆さん方これからま

ちづくりに向かって、また、住民の代表として、そ

の熱意を持ってまちづくりに臨まれる方々、あるい

は立場を変えて、また違った視点からまちづくりに

臨まれようとされる方々さまざまでございますけれ

ども、その熱意だけはひとつなくさないで、このま

ちづくりの発展に御検討をいただきたいと思うとこ

ろでございます。 

 ８月の一つの期間を終えて、またそれぞれ新しい

顔ぶれも入りながら、まちづくりに向かう機会がで

きることを私自身も希望するところでございます

し、さらに住民の期待にこたえるよう頑張っていけ

る議会になれればいいのかなと思っておるところで

ございます。 

 理事者を初め、役場職員の皆さん方には、議会と

しては大変いろいろな形でお世話になり、あるいは

いろいろな配慮をいただきながら、大過なく私の任

も務めさせていただきました。あわせて、議会に温

かい配慮をいただきましたこと厚くお礼を申し上げ

まして、甚だ簡単でございますけれども、議員各位

に心から感謝を申し上げながら、議長の最後のごあ

いさつとさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

────────────────── 

◎閉  会  宣  告 

○議長（西村昭教君） これにて、平成２３年第２

回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 ２時４３分 閉会 
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